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日本レジャー・レクリエーション学会第30回学会記念大会発表論文集 原稿提出要領

1.印刷・製本

発表論文は、提出された原稿をそのまま縮写し、論文一題につき B5版見聞き 2ペー

ジまたは 4ページにオフセット印刷され、「レジャー・レクリエーション研究(大会

発表論文集)J として製本される O

2. 原稿用紙

提出原稿は、指定の原稿用紙 (A4版) 4枚以内に限る O なお、予備を含め合計 6

枚の原稿用紙が同封されている O

3.文字

本丈文字は、邦文タイプ(4号活字)またはワードプロセッサー(12ポイント・ 24

ドット以上)を用いて、横書き印字したものに限る。

4. 演題・氏名等

①演題は、原稿用紙上部第 1行と 2行を用い、副題がある場合には行を改めて記載す

る。

②演題には、本文より大きな活字または倍角文字を用いること。

③氏名は、演者と共同研究者について行を改めて区別し、演者には氏名のすぐ前にO
印をつけること。

④所属機関名は、氏名に続いて付で記入する。また、複数の共同研究者が同

ーの機関に所属する場合には、まとめて付で記載すること O

5. 本文

①本文は、目的、方法、結果、考察など、できるだけ分かりやすくまとめ、研究論文

として完結していること O

②本文各段は、最初の一字分をあけて書き始めること O

③原稿用紙の字数は、 40字x40行の1600字となっている O

④図表などを使用する場合にも、必ず本文枠内に収めること O

6.送付要領

①同封の厚紙にはさみ、原稿とそのコピー 2部を同封のこと O

②同封の提出用封筒を使用し、書留郵便(簡易書留可)で郵送のこと。

③提出要領が守られていない場合には、原稿を受け付けない場合がある O

7. 締切期日

2000年 10月1日(日) 当日消印有効

8. 送付先

T'352-8558 埼玉県新座市北野 1-2← 26

立教大学 武蔵野新座キャンパス

コミュニティ福祉学部松尾研究室内気付

日本レジャー・レクリエーション学会編集委員会

電話 .FAX 048-471-7356 



日本レジャー・レクリエーション学会

第30回学会記念大会の開催にあたって

日本レジャー・レクリエーション学会

会長鈴木祐一

20世紀最後の年に記念すべき第30回学会記念大会を明治大学のご協力をいただき、

駿河台校舎において開催することとなりました。この記念大会では今世紀の歩みを概

括しながら、学会としても新しい世紀へ向けて確かな歩みを見据え、加えて学会本来

の社会的な役割もしっかり果たしていかなければならないと思っておりますc

取り分け、わが国の社会状況はますます複雑化する中で、多くの深刻な課題を抱え

たまま新しい21世紀を迎えようとしております。学会としても、単なるあそびでもな

い、また仕事でもない いわゆるレジャー・レクリエーション領域で生起している様々

な課題について積極的な関わりを求め、それらを研究分野として捉え、その研究成果

や果実を広く社会に向けて提供し、学術的な貢献をしていかなければならない時代で

あります〔記念大会を機に会員の皆様も、研究会・学会としての30余年の歴史を顧み

ながら、新しい時代に向けて多くの情報交換をしていただきたいと念じております。

今学会では、 “新しい時代とあそびの再考"をテーマとし、井上ひさし氏による記

念講演を予定し、シンポジウムでは、嵯峨 寿常任理事がコーディネーターをつとめ、

シンポジストとして愛知教育大学杉浦 恭氏 (1あそび」と文化)、米村恵子氏(1あそ

び」とライフスタイル)、東京農業大学麻生 恵氏 (1あそび」と空間)をお迎えし、

それぞれの専門分野の視点から、貴重なお話を戴けることになっております。

また、多岐にわたる貴重な研究発表が多数予定されておりますので、多くの会員の

参加を得て、活発な、活気に溢れた学会になりますことと確信しております。学会期

間中に会員の皆様にお会いできますことを楽しみに致しております。



1 .主催

2.主管

3.期日

4.会場

5. 日程

日本レジャー・レクリエーション学会

第 30回学会記念大会開催要領

日本レジャー・レクリ工ーション学会

日本レジャー・レクリエーション学会第 30回学会記念大会実行委員会

平成 12年 11月25日(土)・ 26日(日)

明治大学駿河台校舎

〒101-8301東京都千代田区神田駿河台 1-1 

11月 25日(土)

12:00~ 受 付 ホール(1 F) 

12:00~13:30 理事会研究棟会議室

13:30~13:45 開会挨拶 学会会長鈴木祐一氏・明治大学学長山田雄一氏

13:45~15: 15 記念講演

「日本人とレジャー」 井上ひさし氏(作家) リバティホール1013教室(1 F) 

15:30~18:00 シンポジウム リパティホール1013教室(1 F) 

コーディネーター 嵯峨 寿氏(筑波大学)

「あそび」と文化杉浦 恭氏(愛知教育大学)

「あそびjとライフスタイル 米村恵子氏(江戸川大学)

「あそびJと空間 麻生 恵氏(東京農業大学)

18:15~19:45 懇親会 サロン紫紺サロン“燦" (23 F ) 

11月26日(日)

8 :30~ 再Jι 付

9 :OO~ 12:00 研究発表

13:00~ 14:00 総 .dゐ
:%l> 

14:20~ 16:20 研究発表

ホール(1 F) 

A会場1011教室(1 F) 

B会場1012教室 (1F) 

リパティホール1013教室 (1F) 

A教室1011教室(1 F) 

B教室1012教室 (1F) 
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日本レジャー・レクリエーション学会

第 30回学会記念大会組織委員会

大会名誉会長 山田雄一(明治大学学長)

大会会長 鈴木祐一(学会会長 )

大会副会長 秋吉嘉範(学会副会長保健福祉レクリ工ーション研究所)

石井 允(学会副会長立教大学)

鈴木秀雄(学会副会長関東学院大学)

高橋和敏(学会副会長掛余暇問題研究所)

松田義幸(学会副会長実践女子大学)

油 井 正 昭 ( 学 会 副 会長千葉大学)

Z臣七且 事 小田切毅一(学会監事奈良女子大学)

永嶋正信(学会監事 東京農業大学)

大会委員長 坂口正治(学会理事長東洋大学)

委 員 麻生 恵(学会常任理事 東京農業大学)

荒井啓子(学会常任理事学習院女子大学)

嵯峨 寿(学会常任理事筑波大学)

下村彰男(学会常任理事東京大学大学院)

寺島善一(学会常任理事明治大学)

西田俊夫(学会常任理事淑徳大学)

西野 仁(学会常任理事東海大学)

松浦=代子(学会常任理事 東京女子体育大学)

松尾哲矢(学会常任理事立教大学)

師同文男(学会常任理事上智大学)

山崎律子(学会常任理事掛余暇問題研究所)

飯田 稔 ( 学 会 理 事筑波大学)

大谷善博(学会理事福岡大学)

岡本伸之(学会理事立教大学)

片桐義晴(学会理事新宿区障害者団体連絡協議会)

其川 武(学会理事例日本レクリ工ーション協会)

高橋 伸(学会理事国際基督教大学)

茅野宏明(学会理事 武 庫 川 女 子 大 学 )

沼津秀雄(学会理事立教大学)

守能信次(学会理事中京大学)

山口泰雄(学会理事神戸大学)
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日本レジャー圃レクリエーション学会

第 30回学会記念大会実行委員会

寺島善一(明治大学)

小田切毅一(奈良女子大学)

永嶋正信(東京農業大学)

西田俊夫(淑徳大学)

松尾哲矢(立教大学)

。※※。。

大会実行委員長
昨 事

事務 局長

事務局次長

星野敏男(明治大学)

多田 聡(青山学院大学)

麻生 恵(東京農業大学)

荒井啓子(学習院女子大学)

嵯峨 寿(筑波大学)

坂口 正治(東洋大学)

下村彰男(東京大学大学院)

西野 仁(東海大学)

松浦三代子(東京女子体育大学)

師同文男(上智大学)

山崎律子(冊余暇問題研究所)

飯田 稔(筑波大学)

大谷善博(福岡大学)

岡本伸之(立教大学)

片桐 義晴(新宿区障害者連絡協議会)

其川 武(制日本レクリエーション学会)

高橋 伸(国際基督教大学)

茅野宏明(武庫川女子大学)

沼津秀雄(立教大学)

守能信次(中京大学)

山口 泰雄(神戸大学)

上村都貴絵(暢アイティット)

。。。。。。。。。
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ム

員委行実

。学会常任理事、 O学会理事、※学会監事、ム学会幹事
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参加者へのご案内

1 .受付

11月25日(土)12:00より受付け致します。

下記参加費をお支払いくださ ¥'¥0

正会員・特別会員 4000円

その他の一般の方 2000円(1日につき)

2.大会本部

明治大学駿河台校舎

3.車両の入構について

学内への車の乗入れはできません

4.休憩と食事

休憩室が用意されています。昼食は、お弁当をご利用くださし¥0

5.会場内禁煙のお願い

発表会場は禁煙です。喫煙所でお願いします。
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(発表者へのお願いとお知らせ)

1.発表受付

各発表会場の入口で受付を行います。各自の発表時刻の 30分前までに受付をすま

せ、「次演者席」におつきください。

2.発表資料

研究発表および実践報告補足資料等については、 100部を発表受付時に提出してく

ださい。資料には、必ず演題番号(例・ A-1，A-2)、演題、演者氏名を明

記してください。

3. スライド

スライド映写を希望される方は、発表受付にあるホルダーに、各自で順序正しく正

像に写るように挿入して、発表受付にご提出ください。スライドの大きさは35ミリ

フィルム用の標準マウント (50X50ミリ)に限ります。

4. コンビューターによるスクリーンプレゼンテーション

コンビューターによるスクリーンプレゼンテーションについてはノート型パソコ

ンを御持参くださし九

5. O.H.Pおよびビデオ

O.H.Pおよびビデオを用いての発表を希望される方は発表受付にお申し出ください。

6.発表時間

各発表演題につき、発表15分です。(13分一べjレ1回、 15分一ベル 2囲)。

なお、質疑討論はー演題につき 5分とし、各発表セッション毎にまとめて行います。

(座長へのお願いとお知らせ)

座長受付けを各発表会場の入口で行います。座長時間の30分前までに必ず受付を清

ませていただき、開始20分前までに「次座長席」にお座りください。

時間を厳守して進行させるようにご協力くださし1。

質疑討論は、各セッション毎にまとめて該当時間でとり行うようにお願いします。

発表取り消しなどで空き時聞ができた場合は、討論や休憩にあてられるなど、自由

にご裁量下さし ¥0

(討論者・質問者へのお願い)

挙手のあと、座長の合図を待って、所属、氏名を告げたのち、参加者にわかるよう

に発言してくださし九
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園第30回学会記念大会開催地略図

(明治大学駿河台校舎)

-会場明治大学駿河台校舎

干101-8301東京都千代田区神田駿河台1-1

案内図

駿河台キャンパス

至新宿

清
国
通
り

明大通り

〒101-8301
東京都千代田区

神田駿河台 1ー 1

圃JR中央線・総武線、

地下鉄丸ノ内線/

御茶ノ水駅下車徒歩3分

・地下鉄千代田線/

新御茶ノ水駅下車

徒歩5分

・地下鉄三田線・

新宿線・半蔵門線/

神保町駅下車徒歩 5分

本郷通り

千代田線新御茶ノ水駅

-発表会場 1011教室 1012教室[1 F ) 

-総会・講演会会場:
リバティホール(1013教室)[1F)

・理事会会場:研究棟会議室

-懇親会会場: さん

サロン紫紺サロン“燦" [23F) 

理事会平成12年11月25日ω12:00"-13:30会場研究棟会議室

懇親会平成12年11月25日也 18:15--19:45会費(5，卿円)会場サロン紫紺・サロン燦(23F)
総 会平成12年11月26日(日 13:00--14:00 会場1))(ティ-if\-J~1 0l 3教室(1 F ) 
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シンポジウム

日本レジャー・レクリエーション学会第 30回記念大会 シンポジウム

新しい時代と『あそび』の再考

講師・演題

「あそび」と文化 杉浦義 (愛知教育大学)

ra布告びJと文化奄考える~ヨハシ・ホイジシ帽をZがかりにしτ

「あそび」とライフスタイル 米村恵子 (江戸川大学)

わが国Iこehl寸る余暇弓イフ又タイ'1..30年0)変遷と今後0)展望

「あそび」と空間 麻生恵 (東京農業大学)

r~をぴJ O)広がりと: rilii~ぴJ 空間整儲ぬ方向

趣旨

この 30年間を振り返ってみると、「あそび」それ自体の内容も、そして、「あそび」を取り巻く状況も

また少なからず変容してきていることは、その善悪はさておき、まず間違いないだろう。科学技術や産

業の発展、価値観・ライフスタイルの多様化などにともない、「あそびj関連の商品やサービスの供給は

非常に豊富になったものの、はたして、「あそびJの真の価値はよりよく享受・発揮されるようになった

のであろうか。

レジャー・レクリエーション学会大会の 30周年を迎えるに当たって、このたびのシンポジウムでは、

「あそびjの変遷や現状の問題点、などについてあらためてかえりみることの意義や必要性を考えていた

だき、それを通して、学会の今後の方向性や、重点的に取り組むべき研究ならびに実践上の課題が展望

されることを期待したい。

このたびは三名の学会員を講師にお迎えして、各々の専門と関心などからみた「あそび」をめぐる諸

問題を論じていただくことで、テーマに迫ってみたい。

米村恵子先生(江戸川大学)には、国や自治体の余暇政策の企画立案等に関与してこられた経験を踏ま

えながら、余暇あるいはライフスタイルとの関係から「あそび」の意味を吟味していただく。

杉浦恭先生(愛知教育大学)には、『ホモ・ルーデンス』を著したホイジンガ思想、に関する積年の研究成

果をもとに、文化創造との間遠からみた「あそびJの社会的価値について言及していただく。

麻生恵先生(東京農業大学)には、空間整備の分野において、「あそび」というコンセプトがどのように

理解されまた実践に活かされているか、豊富な経験と具体例を交えながら解説していただく。

司会・進行嵯峨寿(筑波大学)
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「あそびj と文化

r a;;をびJ と文化奄考える~ヨれ〉・ホイジ~1fをZがか"にしZ

杉浦恭 (愛知教育大学)

新しい時代に向けた「あそびj と文化について、これまでのあそび文化論、ここではヨハン・ホイジ

ンガ (JohanHuizinga 1872-1945) をてがかりに考えてみたい。

1 .ホイジンガのあそび文化論

ホイジンガによれば、「文化は、あそびにおいて、あそびとして、成立し、発展したJということにな

る。あそびが文化の創造に果たした機能と役割について、中世の文化を例にあげて紹介したい。

また、ホイジンガのあそび文化論を文化史の観点から見ると、一貫して流れている考え方がある。そ

れは、美しく生きたい夢や崇高な理想が、「あそびJを通して表現されたとき、豊かな文化が創られると

いうものである。これについても説明を加えたい。

2. 新しい時代に向けたあそびと文化の方向性

(文化創造とあそび心について)

*文化の創造には夢と理想、そしてあそび心が大切

*物質的価値と精神的価値のバランスが肝要

参考:rあそびj を軽視する社会とその文化

(新しい時代における「あそび」の価値と意義について〉

*個人の教養と社会における文化の形成を目指して

*個性化そして多様性をもった文化と社会の実現へ

そのためには、まず文化を「あそびj として享受することが大切であると考える。そして、文化に親

しみをもつことができる環境づくりが必要であろう。「あそびJを通しての自己実現と自己開発、そこか

ら新たな文化創造が始まる。

3. あそびJ研究を振り返って

本学会の過去 30年における「あそびj研究を振り返ってみると、「あそびJを行動・意識の観点、から

研究したものや、指導・教育の観点から取り組んだ研究、また、環境・施設との関わりで見ている研究

が多い。一方、あそび論そのもの、ましてや「あそびと文化Jに関する原論・歴史的な研究となると、

数少ないというか、今日ではむしろ稀でさえある。

数量的に「あそび」を捉えて分析する研究は確かに重要であるが、「あそびJそのものを考えてみる研

究や、文化との関わりで捉えようとする研究も見直されてよいのではないだろうか。

参考文献

Johan Huizinga， Verzamelde werken 1-政， Tjeenk Willink Haarlem. 

日本レシ t-.レクりエーンヨン学会， ~日本レ〆ャ・レクリエーション学会の歩みL ~レ〆ャーレク?エーション研究』第 33 号ー第 42 号
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「あそびJとライフスタイル

わが固に前ける余暇弓イヲスタイIL30年ぬ変遷と今絡ぬ展望

米村恵子 (江戸川大学)

1 .ライフスタイルの捉え方

ライフスタイルとは生活を遂行するにあたっての個人の選択パターン、または生活財に対する個人の

選好パターンをさす。ライフスタイルを把握する方法のーっとして、時間とお金の配分選好パターンか

らのアプローチが可能であり、余暇ライフスタイルの把握にはとりわけ時間の配分選好が大きな意味を

持つ。

この 30年で、余暇ライフスタイルに影響を及ぼす時間環境が大きく変化し、配分選好は柔軟になった

が、影響は一律に現れているわけではない。ライフスタイル決定の要因として、広義の生活価値観が重

要になってきているからである。

2 余暇ライフスタイルと余暇政策~国民的課題としての余暇

わが国で総合政策としての余暇政策が始まったのは昭和 47年(1972年)であり、これは余暇が国民的

課題と位置づけられたことを意味する。当時の社会背景としては、①欧米先進国へのキャッチアップの

達成 ②GDP神話への疑問 ③マスレジャー台頭の兆しと余暇関連の産業政策の必要性 ④増大する自

由時間に向けて余暇善用への誘導⑤公共整備水準の模索 等をあげることができる。

余暇政策の内容は大きく、①余暇をしめす②余暇をつくる ③余暇を楽しむ ④余暇を活かす に

分類可能であるが、わが国の余暇政策は、行政が余暇に関わることへの社会的認知が不十分なままに行

われてきた面があり、その結果、現実のライフスタイノレ変化への対応というよりも、啓蒙と欧米先進国

をモテ守ルとした画一的なハード整備に特化し、また社会経済状況に翻弄されることとなった。

3. 余暇ライフスタイル 30年の変遷と今後の方向

90年代半ば以降新しい時代の予兆が見られ、昨今の余暇政策は、従来消樋的だ、った「余暇を活かすj

視点に傾斜しつつあるo しかし、余暇の 3機能のうちの狭義の自己実現や「活かす」の偏重は、経済的

な豊かさや社会的な認知の拡大をめざす上昇志向に後押しされて長時間労働を競った、旧来の労働・仕

事のロジックへと余暇を逆行させる危棋がある。休養や気晴らしといった「あそびjの要素・「あそびJ

の気分を含んだ自己実現や「活かし」こそ余暇の本来の価値であろう。

4. 価値としての「あそび」

「あそびJにはプレイの語意とは別に、人生から遊離した美の世界を求めることや、気持ちのゆとり・

余裕とし、う意味がある。「あそびJは行動の形ではなく、行動に意味をもたせる態度や精神を含んでいる。

この 30年の余暇は集約すればゆとり志向拡大の歴史であった。ゆとりとは本来「緩みを取るjの意。ヒ

トモノコトと余裕を持って接する態度がゆとりであり、このことをこそ「あそびJがあるというのでは

ないか。ゆとりは価値を含む言葉だが、「あそび」もまた、価値の面でも余暇のみならず生活全体のライ

フスタイルと深く関わっているのである。

5. r新しい時代j に向けて

「新しい時代j とは、余暇の意味・機能や位置づけが従来とは大きく変わる 21世紀初頭を想定。その

背景としては、①時代の潮流 ②労働の変容、労働と余暇の関係の変容③社会経済環境の激変等が

ある。

余暇が国民的課題となった 70年代、通商産業省は産業構造審議会余暇部会を設置し「余暇総覧jをま

とめたが、「新しい時代jには、従来国や自治体が実施していた余暇政策の扱い手が生活者自身に代わり、

需給の境界がフレキシブ〉レになる。当学会においても、社会にリンクした学術研究、問題提起、政策提

言をいっそう積極的に行うことが期待されるのではないだろうか。
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「あそびJと空間

r~をびJ ~広が"~ ra;;をぴJ空間整備ぬ方向

麻生恵 (東京農業大学)

1. rあそびJ空間の分類と「あそびJの概念

「あそび」空間は、大きく施設系空間とオープンスペース系空間に大別できる。

施設系空間には、身近な児童公園をはじめ都市公園、さらにはレジャーランドのような民間の施設な

どがある。一方、オープンスペース系空間には、原つばをはじめ、生活の必要性から生まれてきた広場

や緑地、人々の自然への働きかけの結果うまれた農村景観のようなアノニマスな空間、さらには国立公

園などの自然公固まで含まれる。

「あそびj の概念には、プレイ論に代表される「活動としてのあそびj に加えて、より広範な「精神

としてのあそび」がある。後者の「精神としてのあそび」こそが、これからのあそび空間づくりを考え

る上で、益々重要になると考えられる。

「あそび」空間整備という観点からみた場合、「精神としてのあそび」には、 3つの要素が含まれると

恩われる。①空間や対象への働きかけ(参加、あそび心)、②学習(空間への理解)、③美(アメニティ)の

追求、である。

2. rあそび」空間づくりの変化

空間の造られ方という視点からみた場合、「施設系の空間j は人々のあそび行動(主に「活動としての

あそびJ)を分析し、空間の使われ方を想定・予測した上で、専門家が空間を計画設計し、整備(公的、

民間セクター)されてきた。従来のあそび空間整備の多くは、こうした方法によってなされ、わが国の空

間の充実に大きく貢献してきたが、一方で「設計過多、施設過多Jrゆとりや面白味に欠けるJという批

判も出されるようになった。

こうした空間づくりの反省として、近年はユーザー自身が空間の管理運営を担当したり、さらには空

間の計画設計段階からその作業に参加していく方法 いわゆるワークショップ方式による空間づくりが

各所でみられるようになった。これは、ユーザー自身の意見や要望を反映していく仕組みとして注目さ

れているが、専門家側からの議論が中心で、ユーザ}側に視点をおいた研究課題も少なくない。

3、オープンスペース系の空間と「精神としてのあそびj

一方、オープンスペース系の空間 とくに郊外の田園や農山村の空間(二次自然の環境)については、

そのアメニティに満ちた資源性や価値の重要性が指摘されながら、一般の人々の関心や利用はいま一つ

で、あった。また近年は、これらの環境や風景を支えてきた第一次産業の衰退によって、荒廃の危機に直

面している。

最近ーになってようやくこうした価値が一般にも認識されるようになり、ユーザーサイドからもこうし

た空間の保全に積極的に関わっていこうという動きがみられるようになった。また、それを支援する社

会や行政の仕組みも生まれようとしている。

オープンスペース系の空間においても、登山やハイキングなどのアウトドア・スポーツのように「活

動としての遊び」は従来からなされてきた。しかし、空間(環境)の美しさ(アメニティ)に身を浸し、そ

の空間(環境)を理解(学習)し、さらに(あそび心で)その空間(環境)の保全にも関わるという動きに展開

するためは、何よりも「精神としてのあそび」が重要である。

4. おわりに

最近の研究によると、江戸のあそび空間は、当時の人々のライフスタイルに応じたその多様性、空間

のシステム、美しさなどにおいて世界でも有数のものであったという。人々の行動範囲が拡大し、自然

環境や風景に関する認識なども変化しつつある今日、新しい時代のあそび空間のシステムのあり方と、

それに大きく関わる人々の f精神としてのあそび」に関する研究が益々重要になってきている。
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日本レジャー・レクリエーション学会

第 30回学会記念大会発表演題



日本レジャー・レクリエーション学会

第 30回学会記念大会発表演題

-研究発表 ((A会場)}1011教室

口座長:高橋 伸(国際基督教大学) 9 :00~10:00 

A-01 I余暇教育学の視者、から捉える啓発活動

~玄倉川水難事故後の野外活動に対する啓発事例を中心Lこ-----J

C鈴木秀雄(関東学院大学)

鈴木英悟(東海大学非常勤講師)

A-02 Iフランスの余暇

~コートダジ‘ュルの子と、もを中!/L" こ~J

0梅津迫子(聖学院大学)

A-03 Iレジャー行動とストレスコーピンク‘J
0土屋 薫(青森大学)

泣谷泰秀(青森大学)

質主芯志答

口座長:荒井啓子(学習院女子大学)10: 00-----11: 00 

A-04 I高齢者C氏・ D氏の余暇活動について

~高齢者におけるま寵型化と高齢者に対する

レクリ工ーション援助方法の確立にむけての事例研宛2ドJ
O上野 幸(余暇問題研究所)

山崎律子(余暇問題研究所)

高橋和敏(余暇問題研究所)

A-05 Iレクリ工ーションカウンセリングJ• 
「余暇カウンセリングj・「余暇教育Jの差異

~The Best of the Therapeutic Recreation Journal: 

Leisure Education.(1993)を手がかりとして(2ドJ
O堀田哲一郎(鈴峯女子短期大学)

A-06 Iマク口自併見束、からみるセラビューティックレクリ工ーション

~玄倉川事故の教訓から生まれた啓発活動を中心に~J

C鈴木 英悟(東海大学非常勤講師)

質量高t、答
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口座長:下村 彰男(東京大学大学院)11 :OO~12:00 

A-07 r組織キャンプにおけるカウンセラーの意識変化に関する研究j

0属国 治久(余暇問題研究所)

栗原邦秋(余暇問題研究所)

A-08 r A S Eを導入した体育授業カf女子看護学生の友達づきあいに友ぼす効果J
0岡崎泰斗(筑波大学大学院)

A-09 r日本における公園運動とレクリエーション運動の統合の必要性について

~アメリカにおける現行事例に学んで~J

0山崎律子(余暇問題研究所)

高橋和敏(余暇問題研究所)

質量IDi0答

口座長:嵯峨寿(筑波大学) 14:20~15:20 

A-10 rr教養知Jについての人間論的考察

~ホモ・サピ工ンスとホモ・ jレーデンス~J

0服部百合子(和光大学)

A-11 rヨハン・ホイジンガ研究の動向

~近代文明批評に焦点、をあてて~J

O杉浦 恭(愛知教育大学)

A-12 r近代日本における「初期Jレクリ工ーション論の検討

~権国保之助を手がかりに~J

0坂内夏子(早稲田大学)

質量芯む答

口座長:山田力也(福岡大学)15: 20~16:00 

A-13 r高齢者政策におけるレクリ工ーションの位置づけ

~日本とオーストラリアの比較から~J

0芳賀健治(東京家政学院大学)

A-14 r民間レクリ工ーション団体のNPO法受容過程に関する研克2リ

0赤堀方哉(梅光女学院大学短期大学部)

質量ZB答

「
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国研究発表((B会場))1012教室

己座長:松浦三代子(東京女引精大学) 9 :00-----10:00 

B-01 Iニュースポーツの変容過程に関する研兜1)

~二ユースポーツの制度化と競技志向の観点から-----j

O奇口 勇一(財団法人福岡市体育協会)

山田力也(福岡大学)

B-02 Iニュースポーツの変容湖皇に関する研兜2)

~ニュースポーツ実施者のスポーツ価値意識を中心に-----j

0山田力也(福岡大学)

谷口勇一(財団法人福岡市体育協会)

B-03 Iレクリ工ーション・スポーツクラブの活動状況と意識に関する事例研究

~クラブ活動への参加状況と加入状況による意識の遣いについて-----j

0長岡雅美(武庫川女子大学)

永松昌樹(大阪教育大学)

宮崎千枝(大阪体育大学大学院)

質量高む答

口座長:谷口勇一(噴材富岡市体育協会)10:00-----11 :00 

B-04 I自j副本の白庄スポーツイベント開催までの系封書に関する一考察J
0竹田 隆行(スポーツ産業団体連合会)

松永敬子(文教大学)

B-05 I大学スノースポーツ集中実技におけるフロ一幕至験と授業評価J
0干足 耕一(+文字字国女子短期大学)

川田儀博(国士館大学体育学部)

B-06 IX Cスキーとウォーキングスキー(歩くスキー)j

0斎藤孝

質~ÆJIiS答

口座長:麻生恵(東京農業大学)11 :00-----12:00 

B-07 Iレクリ工ーション活動におけるこユースポーツとしての「工コ口ベース」の検討」

0高橋仁美(同志社大学非常勤)

藤田千鶴子(福祉レクリエーションワーカー)

長沢邦子(奈良女子大学非常勤)

種村紀代子(京都女子大学)

丹羽到昭(聖母被昇天女子短期大学)

質量高志答
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8-08 rレクリ工ーション活動を用いた育児支援プログラム

~親子運動プログラムと母親のレクスコア~J

0芝 誠貴(大阪信愛女学院短期大学)

前橋 明(倉敷市立短期大学)

8-09 rレクリ工ーションの効果に関する研究 (v)

~高校生の体育授業を通して~J
0服部伸一(関西福祉大学)

前橋 明(倉敷市立短期大学)

質疑応答

口座長:山崎律子(余暇問題研究所) 14:20~15:20 

8-10 rE SMデータを用いた特性としての内発的動機づけ傾向 (autotelicpersonality) 

に関する検討: “autotelic person"の日常行動・弟頚貴パターンの4輔副
0佐橋 由美(樟蔭女子短期大学)

8 -11 r母権的価値jと「父権的価値」からみる現代スポーツの諸相」

0嶋津優子(東海大学大学院生)

西野 仁(東海大学)

8-12 r尾瀬山の鼻・見晴間の木道から眺める景観の構造」

0油井正昭(千葉大学)

質疑応答

口座長:佐橋由美(樟蔭女子短期大学) 15:20~16:20 

8-13 r西四国観光ネットワーク「ルーラルポケット」に関する一考察」

0小泉勇治郎(松山東雲女子大学)

8-14 r都市部公共自治体のジ、ユニアリーダーと一般同世代少年少女における

友人関係意識の比較j

0橋本和秀(余暇問題研究所)

山崎律子(余暇問題研究所)

8-15 rナイキ CMにみるスポーツの遊戯性とrecreate効果」

0嵯峨 寿(筑波大学)

質疑応答
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日三日

余暇教育学の視点から捉える啓発活動

~玄倉川水難事故後の野外活動に対する啓発事例を中心に~

キーワ}ド:剰較教育の5要素;公共用物としての自

然公物の自由龍用;自己規律としての自

己責怪;さりげない支援;マすいとモラ

ル;梨寝能力(Lei剖:rability)と剰寝

化(Leisureli阻 tion)、具備期T為基準

啓発活動、災害対策基本法、水防法、

警察官職務執f克去、アポトーシス

1.余暇教育学の視点から捉える啓発活動の趣旨

余暇における諸活動は、自由に選択され実施され

る活動形態であり、当然のように自由活動左しての

自己規律が、マナーやモラルという社会的規範に投

影され求められてくる。余暇における諸活動におい

て、自然公物の使用は、その公共用物を適正に維持管

理するために定められた目的を害さない限りにおいて、

原則として自由使用である。換言すオば、 J樹 1)としての

自由使用には、その使用と同等に近い義務としての自己

資f壬が荷主することを忘れてはならなしLω

余暇活動として、野外活動を含むあらゆる活動場

面において、自己規律と社会規範との教離をどれだ

けなくしていくことに貢献できるかが、社会活動と

しての啓発活動∞に求められるのであり、余昭教育

が必要とされる所以である。余暇活動とは、言うま

でもなく強制される活動ではないことから、そこに

他からの指図を受けたり、指導を受けたりする機能

を必ずしも必要としない。技術や知識の必要性を求

めて、指導形態を有する活動展開も存在するが、少

なくとも自らその必要性を求めて、積極的に他から

の教えを求めるものである。それはむしろアドバイ

スを求めたり、より効果的な余暇活動の向上を求め

る姿勢から現れる。

余暇に対する自己決定は、余暇そのものをどう認

識し、自身がどのような姿勢を持ち、またどのよう

な立場に置かれているか、そしてどのような活動に

対する技術を有し、どのような社会交流としての人

間関係を維持し、それらを中心にどう意思を行為に

表していくかという、正に余暇教育の5つの構成要

-18-

O 鈴木秀雄樹東学院大学法学鞠

鈴木英悟僚海大学非常聾講師

素(レジャー読織、自己認識、レジャー技術、社会交

流、意志決定)(3)を理解することに他ならなし、

“好ましし、社会規範は何か"を確定することは別

として、こうあって欲しいと期待される行為は社会

にあり、それが一つの社会規範の前提として存在す

る。法的規制が存在しない領域では、さまざまな活

動が更に自己責任のもと、自己規律の個人的桝旦み

の中で行われることになる。

昨年の玄倉)11の事故は、水難事故として扱われ (4)

少なくとも、水災害の範晴には属していない。その

ことの意味は、自然の摂理・現象に対する人為的判断

の誤りによる行為の結果として生じていることを強

く意味している。

野外活動の活費形態領域の分類 (5)は 2つに分け

ることができるが、その形態の一つが活動そのもの

を目的とする余暇において実施される形態であり、

他方は、別に目的を持った組織的活動として野外活

動が手段化され、実施される形態である。

余暇における活動は、自由に目的的に実施される

活動形態であるからこそ楽しさや面白さが強く存在

するが、その分、自身の能力や限界を超え、さらに、

自己規津のハ}ドルを低くし、従うことを求められ

る社会規範の枠から逸脱し、マナーやモラノレからの

:'IfG離が問題となる。通常の余暇活動は、多くが法的

規制や社会規範に制限を受け拘束されているもので

はない。むしろ自己の主体的な意志決定により脳東

された活動へと指向されることが望まれている。

II.研究の目的

本研究は、単なる遊びでもない、また仕事でもな

い、その二極の間(スパン)に幅広く存在している官リ

造的な活動"としての余暇における自由な活動に対

する自己規律と自己責任のあり方について、玄倉川

水難事故後の“楽しく安全な野外活動に対する啓発

活動"の事例により明らかにし、その必要性を深く

認識しようとするものである。



III.砂椀の方法

余暇活動の中で生起した玄倉川水難事故に対する

法的限界を探り、そこからまず啓発活動の必要性を

明らかにするために、玄倉川水難事故後の野外活動

に対する啓発事例である、①平成 12年 7月26日か

ら8月 14Sの20間にわたって展開された「伽nping

Safety in玄倉」そのもの、およtY@その前後に関

係しているあらゆる活動、③現地玄倉川で実施した

2日間にわたる具体的なアンケ}ト調査の分析。加

えて、④平成 12年 7月2臼から同年 10月1日まで

の期間に様々メデ、イアに対し公表した内容の整理と、

⑤同期間中のメデ.イアによる報道内容を分析し、余

暇教育学の視点から余暇における啓発活動の必要性

を考察する。関東学院大学法学研宛折研究プロジェ

クト「余暇における諸活動と法的課題JWジュリスコ

ンサルタス』第9号 (6)及びrTHESAFETYJ in yamaki ta 

の器廃講演「野外活動の“今まで"と“これから"J(7) 

(2000年 8月 14日開催、於:格奈川県立丹沢湖ビジ

ターセンター)についても、研究内容の分析資料とし

て活用した3

IV.考察健案)及びまとめ

余暇活動としての玄倉)11水難事故に対する法的限

界は、余暇において災害が正に起ころうとするとき

に、災害対策基本法がすぐにもその余暇活動自体に

適応されるものでもなく、水防法にしても同様であ

る。玄倉川の事故は、河川敷内であることから、何川

法を理解するとすれば、次のように、河川階理の目的(①

酌1<、高潮等による災害発生の防止、告究明11の適正な利

用、③訴i7kの正常な機能川断、@可")11環境の整備と保

全)に沿うことを求めているものであるため、同法の中

には、キャンプ等を含めた諸活動で、河川敷を自由使用す

る人々の組換を医躍することを目的として、河川敷の使

用を制限する化組みは存在していなし、

しかしキャンパーが避難の呼びかけに対して適切な行動

をとらなかったために、被害が射てする結果となることは確

かなことである。そこで、法令による避難誘導の強制力や

運用上の課題について現状の法制度において検討すると

以下のことが言える。

組!剣1急迫している際の避難誘導については、災害対

策基樹去、水防法及ひ警察官職務執~'r法において次のと
おり定めている (8)

災害対策基本法では、第 60条災害が発生し、又は

発生するおそれがiある場合において、人の生命又は身体

を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に

必要があると認められるときは、市匝J干す長i士、必要と認める

地減の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための

お昼きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの

者に対し、避難のための立退きを指示することができる。

水防法では、第 14条水防上緊急の必要がある場所

においては、水防団長、水間査員又は消防機関に属する

者は、警戒区域を設定し、水防関係書以外の者に対して、

その区域への立入を組上し、若しくは制限し、又はその

区域からの退去を命ずるととができる、となっている。

災害対策基本法、水防法ともに直弼錦リが認められて

いないため、避難勧告・指示に従わない者に対しては、

警察官職務執.in法によらざるを千やまいところがある。

しかし特見IJ~去と一般法との関係から、即座に警察官職務
執行法に基づく措置を講ずることはできない。すなわち、

災害に関する警察活動は、主として災害実t策基本法の定

めによるものであり、それでもなお、 1鵠の防止、避鄭1コ目

的等を達し得ない場合に初めて、危害を避けさせるために

必要な陶支で、警察官職務駒子法第4条に基づく措置をと

ることになる。

警察官ll1擬完執行法による実力を行使υよし、で目的を遣す

ることの方が望ましいのはもちろんで、立ち入らないことを

指示し、立退きを誘導することで目的を達し得る場合であ

れば、強制手段を用いる必要はない。

しかしながら、こうしたそれぞれの法に基づいた各種避難

勧告・指示等に谷段コず、現実にいまだ危害を受けていない

者に対して、その者の意思にかかわらず、実力をもって強

制的に相手方を立ちi昼かせるためには、なんらかの客観

Wょ基準が必要であろうが、これは個別具備拘にその場の

制兄に応じて判断せざるを待出、。

玄倉川水難事故の事例のように、短時間で危険jょ状態に

なってしまうような場合に、こうした判断をすることは非常に

困難である。

であるからこそ余暇そのものの正しい理解や、余

暇活動が人との関わり、社会との関わり、自然との

関わり、の中で成り立っていることの啓発を更に進

めてし、かなければならなし、。

このように余暇における諸活動は、自由な活動で

あるだけに、自己規律左しての自己資任を社会通念

や社会規範に基づいて確立し、モラルやマナーと言

われる法的基準によらない抽象的な事柄について、

具体的行為基準を提示し、より的確な判断を可能に

していくための啓発活動が必要なのである。その具

体的行為基準は、余暇教育のそれぞれの要素を学習
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し、人としてのあらゆる活動が様々に余暇化

(Leisurelization) (9)できる可能性を持つことを認

識し、斜隈能力(Leisurability) (10)を身lこつけてい

くことが重要である。

認識なくして、判断は生まれないし、その判断に

よる活動の具体的操作も生起しない。自身がどのよ

うなライフスタイノレを有しているかを認識し、また

どのようなレジャー認識を持っているかを見極めて

おくことが重要である。なぜならこの二つの認識に

より判断が下され、活動としての決断弔意志決定が

なされてくるからである。

余暇教育の5つの構成要素(①レジャ}認識~②自

己認識、③レジャー櫛青、④社会交流、⑤意志決定)

を、余暇における野タ村舌動にあてはめて理解すれば

以下のとおりになろう:

①レジャー認識は、余暇における野外活動の認識、

②自己認識は、野外活動下における自身の認識、③

レジャー技術は、野外活動技術および野外での生活

技術、@社会交流は、野外における周囲等との人間

交流、⑤意志決定は、判断および判断による具体的

活動の操作・選択の決断である。以上の視点から啓

発活動が具体化されてくることになる。

正しい野外活動や好ましい野外活動の認識をすす

め、また野外活動において自身が自己をどう認識し、

その認識から判断し、野外活動を実癒していく中で

どう野外技術を活用し、いかに人間交流を社会通念

上求められる形態ですすめ、最終的にどう意志決定

として具体的活動の操作柄聾択をしていくのかとい

うことを、啓発活動として展開していくことになる。

「臼npingSafety in玄倉Jとして行われた啓発

活動の内容は、神療)11県野外活動協会【Outd∞，rand

Nature Related Activity Association=ONRAA 

-K  (会員動約2，000名)】が2000年7月26日から

水難事腕圭丸 1年の日にあたる 8月 14日までの 20

日聞にわたり展開し、キャンフ。等の安全に関するパ

ンフレットを 2種類用意し、午前と午後、計 1日2

回の玄倉川河川敷を中心としたサイトの啓発活動と

称して、野外括動を余暇活動として楽しんでいる人々

に「心温かな、さりげない支援jをキャンパーとの

掛虫時の指針(キーワ}ド)として掲げて実施した。

新聞各社、テレビ各局、複数のラジオ局などメデ

ィアによる啓発活動の紹介や取材があり、高い関心

と共に露出度をもって啓発活動を展開し、最終日に

あたる 8月 14日には、町田 SA問TYJin yanakita 
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と題したシンポジウム(基調講演とパネルディスカ

ッション)が開催され、啓発活動のまとめとしての

役割を果たす内容となった。

余暇における諸活動 (11)は、レクリエ}ションと

して、自由で、選択され、楽しむことを主たる目的

とする状態や活動であるがゆえに、限界キ範囲を越

えた領域に入り込んだり、ぜ術や能力を超えた範鴎

での状態や活動を醸し出すことになる。主体的に選

択する活動であるからこそ自己規制と自己責任が強

く求められる。

あらゆる機会を捉えて、余暇における諸活動には

ある一定の桝品み(斜院教育の 5要素)があり、成

り立っているという認識の啓発こそが必要で、その

結果として社会規範が具体的行為基準の中に組み込

まれ、自己規制を促し、自己責任を果たす結果とな

ってくることを駒村るのである。

余暇における諸活動の本質を明確にし、その本質

から起きてくる課題に対して、認識を深め、その認

識による判断を促し、行為や行動、加えて様々な余

暇活動における苦紺や用具の操作に、自己規律と自

己責任の姿勢を当然とする倣且みを作り上げるため

の啓発活動が求められている。

自己の意志決定により洗練された活動への指向と

しての啓発活動の必喪性は、余暇における活動が個

人の自由であることだけが強調され、法的な規制が

ないことを拠り所に、何をしても良いのだという考

え方からではなく、むしろ自由に選択して実施する

活動であるからこそ、安全に対する対策や、自然環

境に対しての認識、そして行動の制限や行為が洗練

された結果としてマサ」やモラルに対して、正しい、

好ましい判断をするプロセスを身に付けておくこと

が重要であるこどを啓発していかなけれJまならなし、
今回の玄倉川での啓発活動「白mpingSafety in玄

倉jは、単年度で啓発できたなどどいうのではなく、

次年度へ向け、さらに次元を高め、山北町玄倉が余

暇における野外活動の中心的な役割を果たすような

活動展開が必要である。

今夏の啓発活動の締め括りの活動として実施され

た fr出 SAFETYJin yanakitaの基調講演の内容を

整理してみると:

「山北戸Tが野列括動の中Jl.;的な存在として、評価を得

て生きるのだとすすUま、人々にプログラムを事前に作ら

ないで山~ljIInこ来て下さし、こちらにはそうしづ指導す

るメカニズムをもっています、と伝えることができる仕



組みを持つことです。その時に指導する側は、日常自舌

の指導ではなく、断トでしか、あるいは山相Iでしか味

わえない自然のプログラムを提併することが、これから

の野外括動の視点であるべきだ、と思いまマ仁簡単に自然

を作る訳にいきませんし、自然を変える訳にもいきませ

ん。しかし幸いにして、山j伊Tには豊かな自然がありま

すユ玄倉)11の事故は決して特殊な事故ではないのです。

人カ苛了動を誤るならば、どとの場所でも、起こりうる

問題J(12)である、と述べているし、「日本の社会の縮

図j(13)として f玄釦11水難事故が起こってきた感じが

します己あの事故が本当に特殊な例だと考えることは、

一寸違う..、そσ〉行為については、色々 論議出あるにし

ても...、もともと余暇活動なのです。余暇活動では、

当然、自己の半卿tが強く求められている...、J(14)ので

あると強調している。

f今までの昼間括動指導者養成は、駅付吉動を教える

とと、野外括動を学ぶことのこつが特iと組織舌動の中で

は中心的でした。しかし、余日開動を含めた野外括動の

二つの形態(目的的な形態と手掛包な形態) (15)を一緒

に考えるとき...、まず砂憾動を十分楽しむ領秘主な

ければ、一般の人達が山~t戸Tを訪れることは少なくなる

と思Uぜす。まずそこに行くと楽しめる。しかし、そこ

は安全で様々 なことが学べる。教えてくれる機能もある。

そのときに行政守地元の人々、また協会など様々な人が

一緒lこなって、野外活動をソフト面からもハード面から

も、あるいはヒューマンな面からも支援していくという

機能を持たなけれ」藷紗村舌動の中{;的な存在にはなり得

ないと思いまマ九その仕組みを作る必要があると思いま

7九それがこれからの粉陥動に必要であると思いま七

特に玄創11を中心とした地誠には、たくさんのキャンプ

施設をお持ちの方もいまマ九そういう人達とも手を携え

て、ある所に行くと色々 なことをしてくれる集団がある。

あるいは駒頃として様々な人がいる。こうした儲且み

を作り上げていけば、大きな訴誌もとして山j胆丁でこれか

らの野タ|括動として、できるととが多いのではないだろ
うiO¥J(16) 

現在理解されている日本における余暇やレクリエ

ーションに関する定義や概念の理解、また描かれて

いるイメージが、多くの場面で事柄の本質から教離

していることを素直に、そして冷静に受け止め、新

生(アポトーシス)としての概念理解や、新しいイ

メ}ジの変容を求めて、新たなる啓発活動を展開い

かなければならない。今回の玄倉川でのアンケート

結果も含め、詳しい資料の提示や詳細については、

学会大会で報告するが、関連した研究として、共同

研究者から今学会に「マクロ的視点、から見るセラピ

ューティックレクリエーション~玄倉川事故の教訓

から生まれた啓発活動を中心に""-'J (17)と題した発表

がなされるので、参考にしていただきたし、。

【参考】玄倉')11水難事故概要 2∞0年8月14日、

体制11県山北町玄倉)11でキャンプをして

いたグループOのうち幼児と子どもを含

む13人が流され、全員の遺体が丹沢湖

で発見されるという水難事故 (18)
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庄司
フランスの余暇

ーコートダジュルの子どもを中心に一

梅津適子(聖学院大学)

はじめに

余暇や人生観に関する問題はフランスに学ぶことが多い。フランスは「大入社会・文化

としての成熟が尊重される社会J ともいわれる。 1936年 1)の有給休暇法の制定(休暇は

2週間)から現在は 5週間の有給休暇と 13日の祝日を人々は楽しんでいる。

モーロワ首相は、“労働の権利、教育の権利の後に来るのは自由時間の権利"として文化的

社会的体制を整備した。それは、自立した市民たちの「人間の権利 j と“生きる喜び"を

保障する f自由時間の権利」を勝ち取った証ともいえよう。

1994年 2)のフランスでは、国民の 60%が平均 22日のヴァカンス(都市生活者が連続 3

週間以上、日頃の生活居住地を離れて国内外で暮らす)に出かけており、その実態は、家

族で年間 1ヶ月、 2ヶ所以内。ーヶ所に 2週間以上の長期滞在のヴァカンスと報じている。

わが国の社会を振り返ってみると、「余暇 Jそれ以前の問題現象が多様化し、深刻化してい

る。教育現場では、いじめ、自殺、笠校拒否、学級崩壊、引きこもりなどの深刻な問題を

抱え、家庭においても家族を「する J時代であるという 3)。その背後には、子どもを支え

られない現代社会の問題状況があるのではないか。

そこで、本研究では、南フランス・コートダジュール地区の子どもたちのヴァカンスと

保護者の遊びに関するアンケート調査と観察を中心に、自由時間のありかたを考察する。

アンケ}ト調査にあたっては、国立 ECOLE FREINETのミレイユ・ルナール氏、マリー・

ポール氏担当の幼児クラス(3歳'"'-'5・6歳)の父母を中心に、ヴァンス市民、モンテッソ

リー学校の先生方に全面的な協力をいただいた o 調査時期は 1999年 10月'"'-'11丹、調査

数は 55名。今回の報告では、親の遊びに関する意識と 1999年のヴァカンスをとりあげる。

1 . 子どもの遊びに対する親の意識

はじめに、フランスにおける幼児教育は、初等教育機関として位置付けられており、「落

第 jが実践されているが、その基準は年齢ではなく、子どもの発遣を中心に本人と保護者、

教師の 3者で決定する。また、学習に障害・問題を抱えた子どもへの支援体制はフランス

全土にネットワークが組織されていることを踏まえ、また、調査結果の数字だけで考察す

るのでなく、その背景にある文化について鑑みながら考察したい。

アンケートの調査結果では、子どものすこやかな成長発達にとって、全員が幼児期の遊び

は「重要である J と考えており、遊びは基本であると記載している。フランスでは「個 J

が尊重され、意見や意思の伝達や表現、責任に対する態度は生活するうえで不可欠である o

たとえば、調査項目に該当する個所も疑問があれば、随所に意見を記載しである。アンケ

ート調査に関しても、「嫌 j なものは「ノンj とはっきり断る。

幼児期にさせたい遊びとしては、「個人的な遊びJが 42%，r仲間を必要とする遊びJ31%、

「手先を使った遊びJ27%の順であった。各項目ごとに種目の選択肢を明示していたが、

集計は困難であった。たとえば、個人的遊びではすべての種類が該当するとし、手先を使

った遊びでは、 f絵を描く Jの種類に「デッサン j は含めず、記述欄に独立して「デッサンJ

fブリコラージュ j 等を記入している。

それは「ヴァカンス Jの過し方からその意味がみてとれる。つまり、わが国は、集団にお
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ける「個人Jが優先され、「みんなで'"J rみんながしているから "'J という関係性やその

中での協調性や画一性、順応性、和をもってよしとする文化である。フランスでは、個の

主体性(何の遊びをしたいのか)を第ーとし、次にバランス感覚(心身の発達、遊び、人

間関係)を重視している。したがって、この場合は保護者が遊びを規定したり、優先順位

をつけるのではなく、本人の希望(やりたい意志を尊重)に沿って受容するのであり、保

護者の立場からはどの遊びも必要なのである。

次に「現在、子どもの運動遊びは学校だけで十分だと思いますかJの問いでは、「十分 j と

考えている保護者は 25%、「十分でなしリ保護者は 56%，rその他 j が 15%であった。

運動遊びの理解もさまざまである。フランスでは、学習日課が子どものバイオリズムに適

して提供される。すまわち、最良な成果が期待できる午前中に算数・国語などをおき、午

後のうつろな時間の後半に「個人学習J・体育・スポーツ・美術・音楽・アトリエ活動など

を配置する。夕方の知的に再活性化する時に地理・歴史・理化・技術など「めざまし J教

科が提供されるのである。

したがって、学校における運動遊びが十分でないと考えている保護者は、その理由を

その時間(めざまし時間)だけでは不足である。

全体に遊び時間は不足している。

休み時間は遊ぶのでなく、からだの休養、くつろぎの時間。

子ども自身のエネルギーにより異なる。

1週間に 1"'2回、決まった運動(活動)があってもよい。

等と考えている。フランスの学校は(幼児も同様) 1週間に 4臼(月・火・木・金)、授業

時間は 9時から 5時 (8:30"-"4:30)までと長時間である。子どもたちは、保護者の送迎(法

的に義務づけられている)により帰宅するが、家路につくのは 6時前後である。

帰宅後の子どもたちは就寝までの時聞をどのように過しているのであろうか。

その内訳は「宿題をする J33%， r其の他J31%， rテレビ・テレビゲーム J20%， rきょう

だ、い・友達と遊ぶJは 11%，r家の手伝い J5%となっている。

基本的には教育現場で「宿題 Jは課せられていない。(1956年に宿題を廃止する『教育省

令』が出ている)ある学校では、生活の中で子どもが興味・関心のあるテーマを主体的に

調査→研究→発表する(そのプロセスで保護者は支援する)というシステムを実践してい

る所がある。しかし、強制ではない。また、その子ども自身、幼稚園における活動 iこバラ

ンスが欠ける場合や、子どもの発達基準が遅滞気味である場合など。家庭で補足すること

が行われている。また、テレビで放映されている数は 4本、子どもの番組は時間務・内容

が限定されており選択肢がない。しかし、以前に比べテレピの視聴時間やゲームに興じる

家庭が増加したといわれている。

長時間の学校生活から解放された子どもたちの休日(水・土・日)をみてみると、

家族で海・山・自然の場所で過す 31%

地域のスポーツクラブに行く 22% 

稽古事に通う 16% 

家庭で過す 13% 

その他 9% (ダンス、子馬、音楽、図工、一人遊び、きょうだいと遊ぶ)

家族で旅行やドライブ・ショッピングをする 6% 

レクリエーションセンターで遊ぶ 3% となっている。全体に水曜日に稽古事が多い
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とのことである。

2 .ヴァカンス

1999年の夏のヴァカンスに費やした、一家族の平均日数は 27.8日であった。

ヴァカンス日数 ヴァカンスにおける活動内容

日数 % 海洋 海、砂浜で遊ぶ、プール、

7 0 2.4 水泳、ヨット、ダイピング

6 0 14.6 船、湖、カヌー、筏遊び

4 5 2.4 釣り、カタマホン、

3 0 21.9 

2 8 2.4 

2 1 14.6 自然 山歩き、ハイキング、洞穴探検

2 0 9.7 自然の中で遊ぶ、

1 5 14.6 キャンプ、マウンテンバイク

1 4 2.4 木登り、散歩、ロンドネ

1 2 2.4 

1 1 2.4 スポーツ サイクリング、自転車

1 0 4.8 乗馬、テニス、柔道

8 2.4 アチュリー、ミニゴルフ

7 2.4 

ツ}リズム 観光、旅行、船旅、文化遺産

美術館、博物館、科学博物館

親戚・祖父母訪問、

学習 語学研修、読書、デッサン

娯楽 映画、観劇、

遊び 手仕事、ブリコラージュ、

その他 人形、おもちゃ、庭閤遊び

ゲーム、ファ二エント

ヴァカンスは家族で親戚や祖父母を訪問したり、他国訪問や観光旅行を兼ねて文化遺産や

美術館、博物館などを見学。一方では、自然の中でスポーツをしたり、ハイキングをしな

がらのキャンプである。すべての家族に共通していた活動は海洋性レジャーである。

夏のヴァカンスは海の人気が高い。全員が海岸、砂浜での遊び、散歩、水泳を列挙し、続

いて海でのスポーツを記入していた。フランスでは 4)、 1822年にプランカ(ディエップの

副知事)伯爵により最初の海水浴施設が作られている。その条件として海を満喫すること、

自然のままの大洋を眼下におさめる堤防の上に浴場施設をたてている。大自然の環境・諸

要素は(空気の質、温度、吹く風の質、日の出や日没など)医学的(健康的)側面の効用

と、自分の本質的な価値とも向き合う「場J となり公爵などの保養滞在地となったようで
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ある。今日でも、海の効果が子どもたちの健康にょいとされ、水泳の技術を得るばかりで

なく遊びへの関心が高まり、また、親戚や家族が集うことによって余暇の家族教育となっ

ている。たとえば、ヴァカンスにおける遊び相手の多くが従姉弟たちと記されている。

また、一方、ヴァカンスはハレとケの側面と遊び以外の効用もあるという。子どもの教育

の目標にく自立した未来の一市民>を育てることが掲げられているが、日常生活で子ども

の制約は多く接が厳しい。しかし、ヴァカンス中は少々の我偉ぶりや甘えが許されるとい

う一面もある。

次に多い活動は、自然の中での散歩、山主主り、戸外遊び、スポーツ、ハイキングしながら

のキャンプ、およびツーリズムの頗であった。このような非日常的な生活の中での体験の

一つひとつが、体感を伴って学びとなっていく。

「子どもの遊びについての意見 j としては、ヴァカンスと同じ活動の種類が列記され、さ

らに①体験を伴う遊びをさせたい②創作活動・読書 ③あらゆる種類の遊びをさせたい④

動植物と遊ぶ⑤社会的な遊び(スカーブラ、チェス)⑥手先を使う遊び(デッサン、ブリ

コラージュ)等々。遊ばせる事を重視し、その遊びも自分で選択できるようにと結んでい

る。

まとめ

このように、保護者が重視しているのは「遊びj を基本としていることである。実践と

して、あらゆる種類の遊びやスポーツなどを体験する機会を与えているが、その体験が後

の主体的活動を選択する源流になると考えられる。わが国では、今年から経済効果を期待

して「ハッピーマンデー法j が施行された。総理府広報室の 5) r余暇時間の活用と旅行に

関する世論調査 j によると、連休よりも平日の余暇時間が欲しい人は 36.2%、その余暇時

間の過し方は 6割以上が TV，ラジオ、新聞、雑誌などの見聞きである。また、週末などの

休日や 3日以上の連続した休暇でも過し方は同じである。今後、長期滞在型の旅行につい

ては「したいと思わなしリ人が 4割、「したいと思うが、実現できそうもない J人が 4割

弱。もし、滞在すると仮定して、滞在施設や周辺への機能としては温泉、バラエティに富

んだ食事を希望している o また、 6) r海洋性レジャーへの参加J動機は海の自然を見たり、

散策するための自然志向が 6割であるが、その内容は「海中・海浜公園、水族館見学j が

多く、次いで食事、ショッピング、宿泊等と海水浴などである。海洋性レジャー志向は同

じでも活動内容に違いがみられ，狭い空間で選択余地のない同一行動、身体的活動が少ない

レジャーの姿が浮かび上がる。“人生を楽しむ"というフランス人の生き方を参考にすると、

自由時間を自分らしく、主体的に、活動を選択できる能力を各教育の「場 j において見つ

め直す、もっと言えば「自由時間教育(ありかた)Jの再検討の時期ではないかと思われる。
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区三E
レジャー行動とストレスコーピング

0土屋策(膏森大学)、滋谷泰秀(膏蒜大学)

I はじめに

一昨年度、昨年度と、我々はレジャー行動モデルに関する研究を継続して行ってきたが、その結果、レジャーに関す

る主体的重要因と環境的要因の両者を結びつけるものとして、ストレスコーピングに関する能力を組み込んだレジャー行

動モデル構築の端緒を見い出すことができた。

本年度はさらに、このストレスコーピングに関する能力を組み込んだレジャー行動仮税を細かく検討していくために、

昨年度の研究では一元化して取り扱ったレジャー活動に関する数値を処理し直し、これに注目して分析を試みるものと

する。したがって、数値に関しては、昨年度のデータを用いる(研究全体の枠組みおよび詳細に関しては、『レジャー・

レクリエーション研究』第 39号、第41号参照)。

E 研究の方法

(l)レジャー概念とストレス

本研究は、「レジヤ}とは、個人が置かれたストレス状況から自由になることであるJという仮説を中心概念として

進められるものである。「自由な心の状態に関連する態度j といった著書源からの理解に始まり、 T休息、休養、娯楽、・気

晴らし、創造的活動Jという機能に関するデュマズデギエの議論に到るまで、レジャー概念に関する論点は広範囲に及

んでいるが、ストレスという観点から捉えると、レジャー概念め規定は上記のように明確になる。この概念規定め妥当

性を検討するには、まずレジャー活動とストレスの両者を実測変数として捉え、それらを組み込んだモデルを検証する

ことがE産まれる。

(2)研究のデザイン

本研究の基本的デザインは、スケール聞の相関構造を分析する CorrelationalStudyであり、共分散構造分析を用い

ることにより還論モデルめ検定を行うもめである。本塁手度は、レジャー活動とストレスコ}ピングに関するサブスケー

ルを用いて分析を行う。

レジャー活動に関しては、レジャー白書の数値から、平成6年度・ 7年度・ 8年度の参加人口上位 20位までのレジャ

ー活動に着目した。このうち、レジャー白書における(イ)スポーツ部門、(ロ)趣味・創作部門、〈ハ)娯楽部門、{ニ)

観光・行楽部門という 4つの中分類に傭りがないように、 14項目を取り上げた。具体的には、「ジョギングjf体操Jf釣

りj (以上スポーツ部門、 LAli:LA2 :'LAl4)、「ビデオの鑑賞Jf倒議、健いじり Jf映画Jf音楽鍍賞J(以上趣味・創作部

門、 LA3:LAl:LA13:LAlI)、「カラオケJfパチンnj f宝くじJf外食J(以上娯楽部門。 LAl1:LA5:LA7:LA8)、「ドライブj

「動物園、植物園、水族館、博物館Jr閣内観光旅行J(以上観光・行楽部門、 LA10:LA12:LA9)という 14のレジャー活

動を取り上げて調査察を作成した。

ストレスコ」ピングについては、予防心理学の見地から作成されたストレス及びストレスコ』ピングのチヱツクリス

トを用いて調査票を作成した。 A毒事によれば、これまでのストレス研究を概観すると、ストレスに関するサブスケール

として、 fSignificant Life EventsJ • fDaily HasslesJ・fCopingStyl<lJ • fUpliftsJ・fSocialSupportJ • fHardinessJ • 

fNervousnessJ • fAngerJ・fTypeAJ・fTypeCJ という 10のスケーJレが挙げられる(八尋撃那雄他 1990 r健康障害

の予防心理学的研究 (1) Stress and Stress-coping Iこ関する CheckListの作成JW中京大学文学部紀要 第二十

五巻第 l 号~)。このうち、 rSignificant Life Ever山 J!:: fDaily HasslesJの2因子はストレッサー、 rCopingStyleJ • 
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rUpliftsJ" rSocia1 SupportJ " fIlardinessJ の4因子はストレスへの対処行動、 rNervousnessJ と rAngerJの2図

子はストレッサーと健康障害を結びつける要因、 fTypeAJ と rTypeCJ の2因子は、特定疾患の危険因子である、と

いうひしかしながら、これらのサブスケール全てを取り上げると、それだけで 153項目になってしまう。そこで、本研

究における余暇行動の定義づけとの関連から、ストレッサーとして、 rSignificantLife EventsJ と rDailyHasslesJ 

の2因子、ストレスへの対処行動として‘ rCopingStyleJ と rUpliftsJの2因子を取り上げて、調査察に組み込むこ

ととした。

(3)サンプル

1999年に青森市の選挙人名簿から 1000人を無作為抽出し、郵送法を用いて回収した。有効回答数は292名であった。

E 結果

(1)レジャー活動

レジャー白書では、市場の動向から上記の 4つに分類していたが、レジャー活動の分類は、これらの経験則的な分類

とデータの因子分析の結果をもとに行われた。因子分析における各変数の因子に対するローデイング(薦相関係数)は

表ー lのPatternMatrixに、国有{直及び寄与率などの基礎分析結果は表-2に示した(表ー 1において、. 25以下のロ

ーディングは除外されている。また、 LA1~LA14 はレジャー活動の 1 から 14 を指す)。

表-1.レジャ}活動の庫相関マトPッタス{オ7・9ミン回転}

Pa悦emMa勧;x・
Com。晴nt

2 3 4 
.815 
.807 

LAl0 567 .218 231 
LA8 .521 ー.254 .385 
LAl .419 .352 ー.317
し1'.13 .401 379 
LA2 827 .208 
LA6 .751 .258 
LA5 716 
LA7 .651 
LA14 .280 .57.4 
LA4 .262 .837 
LAll 671 
LA3 且E立
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Me曲。d:Oblimln with K.i.er Normalization 
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図1. レジャ}活動の成分プロット 1

表 2. レジャー活動の民子分析{斜交解)

To凶 v.巾問・E刷・，ined

a. When components ore correlated. Bums of squared loadings 
。annotbe added tO obtain a total variance. 

具体的には、上記の4つの成分から因子が構成されることが

わかったが、このままでは1つ自の因子の位置づけが不明確で

あったので、それぞれの成分を軸にとって2次元にプロットし

たところ図1、図2、図3のようになった。
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Component Plot in Rotated Space 
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これらの x軸、 y軸は、それぞれの成分を指すことに

なるが、これによると成分 lは、 rLA12とLA9J、rLA3
5 

1" 

とLA8とLAI0J、rLAIJ という 3つのグループから成

ることがわかる。

したがって、レジャー活動は5つの因子に分類する
S
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のが妥当だと恩われる(詳細は発表当日資料参照)。
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Component 1 

図3. レジャー活動の成分プロット 3

(2) レジャー活動とストレスコーピング

14項目で測定されたレジャー活動は、既に述べられ

たプロセスで5つの因子に分類されたが、ストレスコ

ーピングに関しでも同様の方法で因子化が行われた。ストレスコーピングは 23項目の具体的な実測項目で測定された

が、心理学的には Denial. Repression. Rationalization， Reaction Formation， Projection， 

Intellectualization， Displacement等の概念的図子に分類する事が可能である (Hilgard，E. • Atkinson， R.， Atkinson， 

R. ; 1979)と考えられている。ストレスコーヒ。ングの分類は、これらの理論的分類とデータの因子分析の結果を考え合わ

せて行われた。因子分析における各変数の因子に対するローディング(扇相関係数)は表ー 3の PatternMatrixに、

固有値及び寄与率などの基礎分析結果は表一 4に示した(表ー 3において、.25以下のローデイングは除外されている)。

表時 3. ストレスコーピングの扇栂!努マトロックス(オnミン回転j

Pa坑emMatrix 

ComDonent 

2 3 4 5 6 7 
SCOPE1 .764 
SCOPE2 ー.631
SCOPE3 ー.658
SCOPE4 ー456 .577 
SCOPE5 376 364 
SCOPE6 ー749
SCOPE7 一.700
SCOPE8 .596 
SCOPE9 696 
SCOPE10 780 
SCOPE11 .764 
SCOPE12 .496 
SCOPE13 ヘ506 ，343 
SCOPE14 “日41
SCOPE15 -.827 
SCOPE16 .305 415 
SCOPE17 .806 
SCOPE18 .798 
SCOPE19 .635 
SCOPE20 740 
SCOPE21 ー.336 ー.654
SCOPE22 .661 ー.389
SCOPE23 :.3.33 ~n -.387 1 

Extraction Method: Principal Component Analysis 
Rotation Method: Oblimin w納 KaiserNorma1izatI-on 

8. Rotatian converged in 50 iterations. 

最終的に、 23項目で測定されたストレスコーピングは、変数のローディングと各設簡の内容を検討した結果、 9つの

タイプで表現されると考えられた(詳細は発表当日資料参照)。この 9つのコーピングタイプの基準となったのが、因

子分析で抽出された 7つの因子であった。これらの 7因子の寄与率は、全体で約 62'覧であり、項目数が多い事を考慮す
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ると、十分に評価できると考えられた (kaiser-Meyer-Olkin' s Sampling Adequacy=. 780)。また、各悶子俸の寄与

率に関しては、表-3を参照されたい。なお、 9つのコーピングタイプは次のようなものであった。

1. Optimism :楽観的にストレスを受け止め、何の対処もしなくとも、何とかなるという態度

2. One thing at a time :ストレスに一つ一つ計画的に対処する態度

3. Displacement :何か他の事をする事によりストレスを解消しようとする態度

4. Rationalization:ストレスは自分の為になると解釈して納得しようとする態度

5. Facing :主観的あるいは客観的にストレスに対処しようとする態度

6.Passive:ストレスが過ぎ去るまでじっと辛抱して待つ態度

7. Se lf-Blaming:自分自信を責める事により、ストレスを合理化しようとする態度

8. Denial-Aviodance-Acceptance:3ステップでストレスを受動的に捉える態度

9. Support -Seeking :助けを求める事で、ストレスの軽減を試みる態度

我々は、一貫してレジャー活動はストレスコーピングの

表4 ストレスコーピングの医子分野 f斜受傷}

Total Vi町泊noeExpl・ined
Extraction $ums of $auarad Loadinl!s 

Componant Total 首ofVarianca Cumulative首

1 4.930 21.434 21.434 
2 2.830 12.303 33.737 
3 1.744 7.581 41.318 
4 1.360 5.912 47.230 
5 1.253 5.447 52.677 
e 1.120 4.671 57.546 
7 i.lll'L 」一~五2J ~1.97ι 
Extraction Method: Principal Component Analysis‘ 

一部として捉える事が可能であると考えてきた。この考

え方が正しいとすれば、その必要条件としてストレスコ

ーピングを独立変数とし、レジャー活動を従属変数とし

た回帰分析が、少なくとも、統計学的に有意な結果とな

らなくてはならない。そこで、レジャー活動には 14項目

で測定された活動の頻度の総合点を与え、ステップワイ

ズ法を用いた重回帰分析をしたところ、レジャー活動が

ストレスコーピングの形として捉えられるモデルをサボ

}卜する結果が得られた。誌面の関係上、分析の詳細は発表時に報告するとして、分析の基本的結果は表ー5に示した。

coe冊ci.叫"

表 -5.ストレスコ}ピングとレジャ}行動の重回帰分析
重回帰分析の結果、コーピングタ

イプの中で、レジャー行動を考える

;1 "~ I! ，:;，1師団t
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吉守
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Tαtal Leisure A品ivity

図-4.レジャー活動と回帰予測値のプロット

上で重要な項目は Displacementと

Support -Seekingであると考えら

れる。回帰予測債と実際のレジャー

活動とのプロットは図-4に示した。

このモデルの重相関係数は.428で

あり、コーピングタイプだけを用いて現実的なレベルで余暇活

動を予測する事は困難であると考えられる。しかし、

DisplacementとSupport-Seekingは、項目数が少なく、分散も

小さいので項目数を増やし、内容の詳細化をはかる事により回

帰効率は高まる事が考えられる。更に、回帰モデル全体の効率

は、余暇満足度、余暇歴、余暇動機、余暇ニーズ等の変数を回

帰モデルに組み込む事で向上すると考えられる。

(以下、詳細は発表当日資料参照)
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E三回
高齢者 C 氏・ D 氏の余暇活動にっし、て

一高齢者における類型化と高齢者に対する

レクリエーション援助方法の確立に向けての事例研究(2 ) 

O上野 幸、山崎律子、高橋和敏(余暇問題研究所)

キ}ワード:高齢者、余暇活動、レクリエーション、レクリエ ション援助

.はじめに

本研究は第 29回(1999年)大会時に発表した「高齢者 A氏・ B氏の余暇活動について一

高齢者における余暇活動の類型化と高齢者に対するレクリエーション援助方法確立に向じ

ての事 例研究(1 )ーj の第 2報である。

本研究の問題意識は、すでに第 1報で報告したように、高齢者ケア問題への関心が高ま

るに従い、高齢者に対するレクリエーション援助問題もその解釈をめぐっての混乱が介語

の現場において起こってきたことである。一方高齢者といっても暦年齢幅は極めて大きく

身体的状況・精神的状況においても大きな個人差がある。しかしながら、高齢者をひとて

の枠内に入れ、画一的に対処される懸念がある。

これらの問題意識に基づき、高齢者の生活の質を現在以上に高めるには、医療的側面広

みならず、レクリエーションの視点からの高齢者ケアも不可欠であるという最近の介護事

場での傾向を、より発展させる契機となることを願って本研究を手がけた。

高齢者の状況を知るために、最も客観的および合理的とされる調査データを最新の解析

方法を駆使して処理する方法もあるが、本研究は、克明に生の声を把握することに意義を

感じて，個々の事例を収集する方法をとった。これは、研究のみを主たる業務としない機

関である上、実際の業務に役立てたいという実務的な側面を重視したことと、基本に立宅

帰るべきという考えによるものである。

-目的

最終研究目的達成のために、その第一段階として、 C氏および D氏の生活での考え方、

余暇活動の志向と実践状況を把握し、健常者の事例として累積することを本研究の目的と

した。

-使用用語の概念規定

*レクリエ}ション・・「個人的・集団的にも、達成感・満足感があり、かつ社会的にも

承認される経験(主に自由時間で)を促す環境整備(物的・質的)と働きかけ Jの目的的概

念を採用した。

*余暇活動・・レジャー活動とほぼ同義に解した。

.対象と方法

*対象者:l)c氏(男性)、 2) D氏(女性)

*面接日 c氏・・平成 12年 8月 9日

D氏・・平成 12年 9月 6日

*面接者 上野幸、 山崎律子
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-結果と考察

C氏の場合

年 齢 68歳 昭和 7年 (1932) 生まれ

性 別: 男 性

出生地:

現況:

東京都

・三鷹市在住 妻と 89歳の実母と同居。

・平成 10年に会社勤務を退職(昭和 61年より関連会社の社長、相談役)0 

・地域住区協議会役員

・地域まつりの実行委員(カラオケサークルの代表として)

・料理教室、パソコン教室に通う。

・民謡、カラオケ、卓球サークノレや市主催の体操教室、市民大学講座に参加。

人生経歴:・出生後、小学校 6年生まで東京都・杉並区に育つ。

・昭和 18年 (943)、小学校 6年生の 2学期から弟と 2人で福島県の親戚へ縁故

疎開する。

・疎開先の学校では、都会から来たことでいじめられるが、本人の努力で受け

入れられるようになる。

・疎開先では、飛行場の開墾や働き手のないところでの手伝い、学校の!J"7ントや

での穴掘りや銃剣術など体を鍛えることが多かった。

・福島で高校進学。野球部に入り、第 3回国民体育大会(福岡)に出場。

・父は銀行勤めで仙台へ転勤。土曜日に帰宅し、日曜日にもどっていた。父の

銀行の野球部に誘われ、毎週仙台へ行き野球をしていた。途中で仙台に転校。

・大学でも野球部に所属、ダンスも習った。

・昭和 34年 (1959)、三菱系の会社に技術者として入社。野球部に入部。

・昭和 38年(1963)、叔母の紹介でお見合い結婚し、実父母と同居する。

・昭和 39年 (1964)1月、第一子誕生、ただし翌年 3月まで出張していた。

-出張は国内だけでなく海外(シンガポール、インド、台湾等)も多かった 0

・土日出勤や工場に泊まりこむこともたびたびあり、会社人間だった。

・テニススクーノレに通っていて、アキレス腫を切る。

・昭和 61年(1986) 関連会社社長に就任。

・仕事は親会社から流れてくるという雰囲気に対し、営業を自らはじめ、目標

にあげた 10 0件を達成する。それにより会社の雰囲気も変わる。

・社長退任後相談役をつとめる。

・社長就任後、右目の網膜剥離で 3回手術する。その結果、右目の視力が低下

する。

・平成 10年(1998) 退職。

・何かやることはないかと思い、市報をみて市民大学講座や市主催の体操教室

に参加するようになる。

・退職後は地域の中で活動していくことを決め、会社関係の人へのあいさつ状

に、 fしばらくはお付き合いできません」と送る。

寸ー
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信条: ・自分から積極的に行動して、与えられた役割を果たすよう努力する。

・周囲に自ら接触してコミュニケーションをよく図り、協力していく事が必要

である 0

・グループのボスと対にやればよい。

・逃げないでぶつかれば、あとは何とかできる 0

.できないことも努力すればどうにかなる。

・なんでも基本に忠実にやりたい。

考察: ・難しいことやできないことにも果敢に挑戦し、達成しようとする前向きな

考え方がある。

・負けずぎらいだがとてもまじめで何事にたいしても研究熱心である。しかし、

まじめ過ぎて、やや周囲から敬遠されてしまう印象もうける。

-人との関わりはかなり積極的で、自分から行動して周囲を納得させてしまう 0

・なんでも基本に忠実にやりたい、基本からすべてできるようになりたいとい

う思いが強く、そのため現在の趣味も必ず教室で指導者に習い、長い期聞を

かけているが、やり過ぎてしまうことに不安をもっ。

・地域活動の中では、会社などの組織とは違いお互いの関係が希薄であったり

共通理解がないことが、かなりのストレスに感じる事が多いと思われる。

D氏の場合

年齢: 7 5歳

女性

大正 15年(1926) 6月生まれ

性別:

出生地: 東京都 浅草

現況: ・中落合居住 既婚暦なし 独り住まい

• 59歳(昭和 59年)で会社勤務を退職。

-昭和 45年に建てたアパートを現在も経営している。

・書道を月 2回、ビーズを時々習っている。

・コーラスは友人から誘われることもある。

.古代史などの講座にはよく参加している。

-当初は旅行で知り合った友人と海外旅行に出かけていたが、ここ数年は、昨

年まで開催していた体操教室で知り合った友人と年に 1- 2回海外旅行に行

っている。

人生経歴:・昭和 20年(1945)3月 10日、戦災で焼け出されるまでは浅草で育つ o

・その後杉並区などの親戚の家を泊まり歩き、昭和 27年に高田馬場へ移る。

-昭和 20年 20歳の時に結核にかかり、 33歳までの 13年間は結核の治療に費

やす。

-昭和 25年頃(1950) 25歳の時、結核が腎臓に転移し、腎臓の摘出手術をす

る。その後もう片方の腎臓も悪くするが、宗教に信心し摘出は自力で免れ、

健康をとりもどす。
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-就職をするために経理の学校へ通い、簿記を勉強する 0

・昭和 35年(1960) 35歳の時、新聞の募集記事をみて社員 15名ほどの出版

社へ入社。

・小さな会社であったが、良くしていきたいと思った。

-社員旅行で海外に行くこともあったが、そのかわりに休日出勤や残業は多か

った 0

・会社人間だった。他は何もやっていなかった。

・昭和 54年(1979)頃、現在の自宅を中落合に建て、実母と住み始める 0

・59歳で退職。実母亡くなる 0

・退職後、勉強したいという気持ちから歴史関係の講座などに積極的に参加。

・遺跡を見に海外へ旅行するようになる。トルコを皮切りに、中園、モンゴル、

ヨーロッパなどに出かけ、これまでに 40回を越える旅行をしている。

・健康体操教室に 5年、社交ダンスに 4年通った。 60歳から書道を始め、ピ

ーズ手芸、コーラス、水泳教室などは現在も続けている。

・平成 11年(1999)に手首を骨折する以外は健康である。

・最近、遺産相続手続きや葬式の生前予約を行なう。

信条: ・戦争は良くない。 2度としてはいけない。

・退職後、これからは自分のやりたいことを自由にしたい 0

.もっと勉強をしていきたい。

-他人に迷惑をかけたくない。

考察: ・子供の頃からおとなしく病弱であったため、現在もあまり無理をしないよう

に生活面でコントロールしている。

・旅行に同行している友人やその家族に対し気遣い、大事にしている 0

・日々忙しさもなく、充実しているように見られる。

-器用に振舞えるタイプではないが、人前に出されでも自分の意見は率直に話

し、芯が強い。そのため、初対面の人にはやや強いイメージがある。

-まとめ

本研究において、 C氏および D氏の観察・面接において両者の共通することをまとめ

てみると次のとおりである。

①少年期から青年期にかけて、戦争を体験している。

②生活への前向きな姿勢をもっ。

③温厚ではあるが、芯が強く、負けず嫌いである。

④日本経済の成長期にたずさわっていて、仕事は大変な時期であったが、その中での喜

びや達成感を見出していた。

⑤退職後、地域での活動に積極的に参加し、人間関係を深めようと意欲的である。特に

C氏は地域内での関わりの難しさに悩んでいるもののそこに達成感や満足感を求めて

いるようすは前回の A氏と共通する点が多く感じられた。
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目玉E
「レクリエー シ ョ ン カ ウ ン セ リ ン グ J • r余暇カウンセリング J • r余暇教育」の差異

- The Best 01 the Therapeutic Recreation Journal: Leisure Education. (1 9 9 3 )を手がかりとして(2 ) 

堀田哲一郎(鈴峯女子短期大学)

1 .問題設定

発表者は先に、全米セラビューティックレクリエーション協会 (NTRS)1993年発行の TheBes 

01 the Therapeutic Recreation Journal: Leisure Education. 以 下 、 「 論 文 集 J と す る ) に 収 録 さ れ た 一 般 回

な余暇カウンセリングに関する論文とピーターソンとガンの余暇教育及び余暇カウンセ 1，

ングに関する定義とを比較検討し、余暇カウンセリングの特徴を次のようにまとめた。 i

心理 学的 方法 を活用するものである、 2)利用者の自発性・選択性により効果を発揮する宅

のである、 3)教授内容の社会的規定性が弱く、カウンセラーと利用者との相互作用によ τ

て最終的に決定される、 4)利用者本人の理想的な余暇実現をめざす、などである。さらに、

その特徴に連なる課題として、 1)心理学的方法の強調のために、心理学的カウンセリンク

に取り込まれる危険性がある、 2)本人任せの面が強い、 3)職業カウンセリングの原理を tt

用し、職業が「全体的人間 J の実現に寄与 しているのと同程度の効果を、余暇カウンセリ

ングも立証する必要がある、ことを挙げた。このとき発表者が検討した論文は、余暇カウ

ンセリングの一般的なものに限定したので、余暇カウンセリングが特に活用されてきた修

域に お け る 成 果 についてはふれなかった。それは精神科患者を対象としたものである。ご

の場合はまた、呼称が「余暇カウンセリング」ではなく、「レクリエーションカウンセリ

ング j としたものが集中しているところに特徴がある。

本発表では、この 論 文 集 に 収 録 さ れ た 「レクリヱーションカウンセリング J r余暇カウ

ン セリング J r余暇教育 j の 定 義 を 明 確 にすることで、この時点における「余暇教育 J CT-

成果と課題を明ら か に す る こ と を 目 的 と す る。

11 . rレクリエーションカウンセリング』の特徴と『余暇カウンセリング jと の 差 異

論文集に集録された論文の中で、題目に 「 レ ク リ ヱ ー シ ョ ン カ ウ ン セ リ ン グ J の語が使

用さ れ て い る も のは 8つあり、それらに多く 共通して見られるのは、 G • S ・オモロウによ

る定義の引用である。その中身は、「人が地域社会におけるレクリエーション資源を認識

し、 位置づけ、活用することができるように、余暇、レクリエーション、社会関係の点で

関心及び態度をさらに探求するために、退所 や 退 院 前 に そ の 人 に つ い て 収 集 さ れ た す べ て

の情報を活用することによる、リハビリテーション過程における技術」である。つまり、

施設に入所していたり、病院に入院していた人を対象として、退所・退院前に、社会復帰

の準備の一環として位置づけられていることがわかる。そして余暇時間の過ごし方を教え

ると い う よ り も 、地域社会に復帰したときにどのようなレクリエーション資源が利用可能

なの か情報提供し、本人の選好性・選択権を重 視 し て い る 点 が 重 要 で あ ろ う 。

さらにこの fレクリエーションカウンセリング」の発展経過を、以下に挙げる F ・マク

ドウェルのまとめによって通観してみたい。

「レクリエーションカウンセリングのニーズを最も早く報告した文献は、 1957年 の W'E 

オルソンと J• B ・マコーミックによる『陸軍病院の精神科サービスにおけるレクリ

エーションカウンセリング』であった。続いて F・アルジェや H'A' ラスクが、 Hospital

Management誌において同様の問題を取り上げた。さらに H ・D ・メイヤーと C・ブライト
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ビルは、 Community Recreationを著し、職業的レクリエーションカウンセラーの発達を指摘し

た。 1964年の 全 米 レ クリエーション会議で、 R' ベンソンや F・ハンフリーは、孤立し

た在宅患者や地域社会内で社会適応のニーズのある人々のためのレクリヱーションカウ

ンセリングの重要性を強調した o S' H・アカ フは、典型的な短期精神科患者が、例外

的に無気 力 な 生 活 を 送っているために、レクリエーションカウンセリングプログラムが

患者をより成果があり、満足する生活へ向かわせることができると示唆した。

1968年にオモロウは、レクリエーションカウンセリングとその目的を定義し、全米の

精神科施設において、その 活 用 の 程 度 を 決 定 する最初の試みを行った。 E ' M ・アベド

ンもまた、『レクリエーションの責任とリハビリテーション過程』と題した論文を著し

た。 E・L・ボールも 、レクリヱーションカウンセラーの役割に触れた。

1 97 1年のハウストンにおける NTRS年次講習会 で 、 『 病 人 及 び 障 害 者 へ の 社 会 的 及 び レ

クリエーシ ョン カウンセリング』に焦点を当てた講座が開かれた。ここで報告者として

名前が挙がっているのは、オモロウの他、 J' G ・ディカソン、 G' ヒチュセン、 G' ト

ンブツン らで ある 。

R' クラウスは、レク リ エ ー シ ョ ン カ ウ ン セリングの重要性を強調し、精神病を治療

する際に活動療法の方法の役割jとして認識した。 v，フライと M ・ピーターズは、余暇

指導及び再教育への必要な段階としてレクリエーションカウンセリングを指摘した。

1 97 2年のカリフォルニア州アナハイムにおける NTRS年次講習会で、もう一度『病人

及び障害者への社会的及びレクリエーションのカウンセリング』に焦点を当てた講座が

関かれた o こ こではヒチュセンが、精神科治療 と ア ル コ ー ル 中 毒 治 療 に お い て レ ク リ エ

ーションカウンセリングの編入への理論的根拠を提供することを試みた。 G. S ・フエ

インは、人々が余暇に おいて何を行い(現実)、何をしたいと望み(理想)、余暇カウ

ンセリングがこの隔たりに橋渡しする際に果たす役割を見出す手段として、レクリエー

ション選択のための 7つ の 理 由 を 提 示 し た 。

ほとんど例外なく、余 暇 カ ウ ン セ リ ン グ に 関する多くの文献は、単にその存在理由を

認識していただけであった。この著者の確信では、その発展におけるこのときにはまだ、

余 暇カウンセリングの 概念が利用可能なカウンセリング方法として認識されていなかっ

た。事実、療 法の 方法としてのレクリエーションが認識され始めているのは、ちょうど

今 であ り、それが数十年間実践されてきた後にこうなったものである」。

ここで示されているように、「レクリエーショ ン カ ウ ン セ リ ン グ 」 と は 、 精 神 科 患 者 の

治療方法として発達してきたものであり、最後の段にあるように、「療法の方法としての

レクリエー ション j の 一部である「余暇カウンセリング J とは認知されていなかったとさ

れている。

D ' R・ チェイスもまた、同様の見解を示すとともに、より最近では、余暇カウンセリ

ングは、地域社会のすべての面への実行可能なサーピスとなる「拡張適用」されてきたと

している。

さ らにフェインは、 r~レクリエーション』が、しばしば非常に限定され、消極的な概

念 さ え表すように誤解されている J ので、「レクリエーション」カウンセリングではなく、

「余暇 j カウンセリング とし て言 及す るこ とを 主張している。

つまり、「 レ ク リ エ ーションカウンセリング」が限定されてきたとは、精神科患者を対
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象として発達してきたことを指すものであり、「余暇カウンセリング」は、療法的処方と

して のレクリエーション(=セラビューテ ィックレクリエーション)の一環であるととも

に、地域社会のすべての面に適用可能なサービスである点が異なっていると把握される。

この場 合 、 「 レ クリエーションカウンセリング」を「更生カウンセリング」と言い換えて

も不都合はないと思 われ る。

m. r余暇教育 Jと『余日毘カウンセリング』との差異

ここでは、「更生カウンセリング」が対象としていた領域に最も近いと目される、非行

青年を対象とした余 暇 教 育 プ ロ グ ラ ム を 比較対象として取り上げてみたい。これは、テキ

サス州中北部の少年矯正施設で実施されたものである。指導の論題として、 1)余暇認識、

2 )自己認識、 3)余暇技能、 4)意思決定能力、 5)社 会的 相互 作用 を挙 げ、 方法 とし て、 1)教

室討論、 2)書き取り練官、 3)グループ活動、 4)役割演技、 5)実演を用い、メディアとして、

1 )映画、 2)スライドテープ発表、 3)映写スライド、 4)地域公園・レクリエーションプログ

ラ ム 案内冊子、 5)レクリエーション活動の写真、 6)様々な卓上ゲームから成っていた。余

暇教育プログラムにおける参加を通して、 レクリエーションに対する肯定的な表明された

態度の向上と非行に対する肯定的な態度の低下を引き起こすことが期待された。しかし、

この研究の結果、余暇教育プログラムを受けた実験グループと受けなかった統制グループ

の両方のグループにおいて、非行行動への 肯定的な態度が高まっていた。ただし、余暇教

育プログラムの参加者は、統制グループほど有意に肯定的態度を高めなかった。消極的で

あるが、ここに余暇教育プログラムの効果を見出すしかないようである。

その他 、論 文集では、二分脊椎者の余暇機能に関して価値分類方策を活用しながら、短

期余暇教育プログラムの効果を探求したもの、外傷性脳損傷者の余暇態度、余暇充足感、

余暇 における自由の認識に関して、価値分類方策を活用しながら、余暇教育プログラムの

効果を判定したも の 、 精 神 遅 滞 者 へ の 余 暇 教育及び民主的指導性の効果を検討したもの、

重度 重複障害児による余暇技能、社会的相互作用、適切で協同の遊び行動の獲得及び一般

化を実演したものが 挙 げ ら れ 、 数 量 的 な プログラム評定が試みられているが、いずれも所

期の効果を挙げているとは言い難く、不成功の原因を対象者の障害の程度やプログラムの

強度に求める結論になるなど、記述的な評価での補足を要するものが多い。

一 方、余椴カウンセリングの効果に関する研究については、「存在しないか、方法論的

に無効になるか、矛盾しているかのいずれかであった」とされている。効果があるかどう

かを判定するのは「経験主義的な問題」で あるという見解や、「プログラムの効果性の真

のテストは、患者が実際に拠点とする地域社会へ復帰するに当たり、プランを実施したか

ど う かを見ることである J という見解に、速効性を求めず、利用者の自主的な管理能力の

育成を主限としている余暇カウンセリングの真骨頂が表れているといってよいであろう。

lV.まとめ

以上検討してき たこ とに より 、以 下の ことがいえる。

1) rレクリエーションカウンセリング」とは、精神科患者を対象とし、退所・退院前に、

社会復帰の準備の一環として位置づけられ て発達してきたものであり、「更生カウンセリ

ング」とも言い換えることができる。 2) r余暇カウンセリング j も、「レクリエーション
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カウンセリング」と同様 、本人の自主的な管理能力を重視するという特性を引き継いでい

るが 、 地 域社会のすべての面に適用可能なサービスである点が異なっており、また、その

効 果 を検証しようとする試みが進められつつある点 に進化が認められる。 3) r余 暇 教 育 」

は、カウンセリングという手段に限らず、あらゆる利用可能なメディアを用いて進められ

る点 に決定的な違いがあ り 、 「 余 暇 時 間 の 過 ご し方 J を教えることや情報提供に留まるも

のではな く、技能の獲得や意思決定能力・社会的相互作用能力の発達という目的を明確に

し、さらには他の場所での一般化をめざしているものである。その効果の検証のために数

量的な プ ログラム評定が試みられているが、いずれも「方法論的に無効になるか、矛盾し

ているかのいずれか j であり、不成功の原因を対象 者 の 障 害 の 程 度 や プ ロ グ ラ ム の 強 度 に

求 める結論になるなど、課題が多く残されている。この時点での効果を評定する際の柔軟

性 は、余暇カ ウ ン セ リ ングの方が優れていると思われる o

ピーターソンとガンは、「余暇教育」と f余暇カウンセリング J の区別について、「余

暇カウンセリングは、他 の 様 式 の カ ウ ン セ リ ン グ と同様に、[余暇教育のように l予 め 決 め

られた内容で始められることはない。むしろカウンセリングの問題や焦点は、個々の利用

者から生じて い る J と述べているが、これは言い換えると、「余暇カウンセリンゲ が「余

暇教育」ほど 指 導 目 的 を明確にせず、融通無碍であることを物語っているのではないか。

今後はむしろ、様々な指導目的を明確にした「余暇教育プログラム」の開発に努力が傾け

られるとともに、補完的な役割を「余暇カウンセリング J に求めるのが適切であろう。
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庄三回

マクロ的視点からみるセラピューティックレクリエーション
~玄倉川事故の教訓から生まれた啓発活動を中心に~

キーワード:セラピューティックレクリエー

ション、玄倉川水難事故、啓発

活動、モラルとマナー、自然
公物の自由使用、義務としての

自己責任

1 はじめに
近年、技術の進歩はめざましく、現代人の生活

はより快適なものとなってきたο しかし、物質的

な豊かさと便利さは、他方では生活環境の悪化を

招くとともに、生活様式も変化し、労働によるス

トレスや運動不足(りなどをもたらしている。こ

のような現代に生きる人々にとって野外活動は、

人間らしさを取り戻してくれる場として注目され、

余暇時間の増加にも伴い、多くの人々が自然の中

で活動を行っている Q しかしこれらの活動をする

人々が時には野外活動のノレールを逸脱し、マナ}

の欠如から自然環境の悪化を招くだけでなく、尊

い人命さえも失う事故をひきおこしている。余暇

における野外活動を含む諸活動は自由裁量で行わ

れるものであるから、誰に強制され行うものでは

ない。だからといって“何でも自由に活動する"

ことを許されている訳でもない。その活動を行う

個々人に対し、自然公物の「権利としての自由使

用」と、活動に対する「義務としての自己責任J

があることを認識しなければならない。そのため

には、強制的あるいは、活動自体の自由を束縛す

る形の指導ではなく、自然な形(10) (12) (=さり

げない支援 (9)による活動形態)を保持しつつ、

ノレールやマナー、そしてモラルを正していくこと、

即ち、温かい心ある啓発活動 (8)が必要である。

そこで神奈川県野外活動協会 (Outdoorand 
Nature Related Activity Association = ONRAA 
-K、会員数約 2000名)は、 2000年7月 26日

から 8月 14日 (9)の20S問、玄倉川水難事故現

場付近にテントを張り、河川敷を利用するキャン

パーなどに活動の楽しさを伝えると共に事故を防

止し、ルールを守ることやマナ)の向上をはかる

ことを目的として啓発活動倒を行った。この玄

倉川での啓発活動は、マクロな視点からみたセラ
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鈴木英悟(東海大学非常勤講師)

ピューティックレクリエーション(1) (3) 

( Therapeutic Recreation以下 fTRJ と略す。

の事例であるといえる。なぜなら、ある種、あと

段階の課題が生起したとき、その解決に向けてι
手段的手法としてレクリエーションを選択すれM
TRといえるからである。勿論、レクリエ}ショ

ンサービスには、 1961年の全米医師会によるし

クリエ}ションの効果 (2)に関するステートメン

トの中で、その明確な効果が顕在していることが

明らかになっているO

2 研究の目的

本研究は、余暇活動の中で起こった玄倉川の水
難事故 (13) (15) (16) を事例とし、事故の教訓か

ら生まれた啓発活動を TRの視点、から捉え、活重要

を上から指導するのではなく、横から自然な形で

“さりげない支援による具体的な行動の変容"を

求め、結果としてノレールやマナー、そしてそラル

を正していくこと、即ち TRを狭義に囲い込むこ

となく、啓発活動の展開を広義に扱い、社会的現

象に対する課題解決と捉え、マクロ的視点から TR

を捉えることを目的とするものである。

3 研究の方法

本研究は、以下に記す、 (A) から (C)の 3領

域からなり、それらは文末に掲載した文献(1，，-

18)による研究 (A) を主体とし、その補完とし

て玄倉川水難事故現場において展開された実際の

啓発活動(その内容は、“はじめに"において (B)

として既述)と共にアンケート調査 (C)の分析

による。

上記の (C) としてのアンケ}ト調査:

調査対象 山北町玄倉川河川敷においてキャ

ンプ(活動)を試みた 60名

調査方法 質問紙による無記名アンケート

調査期間 事故後丸一年にあたる日の直前2

日間 (2000年8月 10日-2000

年 8月 11日)

調査内容 「昨年の玄倉川の事故を覚えてい

るかJ、「自分なりの安全対策を



しているか」、「玄倉川水難事故

からの教訓はどのようなことかJ、

「野外活動のマナーについて気をつ

けておくことはどのようなことか」

等の 9項目の質問項目からなる。

このアンケートは、 NHK首都圏ニュース(8月

12日夕)及び NHKおはようニッポン (8月 13日

朝)による放送との連携を図ったものである。ま

た質問紙については発表当日に資料としてその詳

細を報告する。

4 啓発活動からの分析及び考察

(1)玄倉川水難事故の教訓による啓発活

動の必要性

公共用物たる自然公物の「権利としての自由使

用」であるから何をしても良いと言うことではな

く、その活動に対する行為に当然 f自己責任とし

ての義務Jがあることの認識を強く持たねばなら

ない。 (14) 自己を守るためには、“自分自身がし、

まどのような環境下に置かれているのか"を理解

し、自然の摂理や現象に対する正しい知識を持つ

ことが必要となる。また、その知識を生かすため

の能力・技術を自然な形 (9)で伝えていくという

啓発活動が重要である。

何故、玄倉川水難事故は防げなかったのかc14) 

という問いについての答えは、法的にも事故を回

避する手立てに対する限界があったからである。

なぜなら、河川敷は、「公共用物Jたる自然公物

であるため、原則として自由使用であるc14)か

らだ。

諸外国では様々な制度の中で、野外活動におけ

る安全に対する対策が取られているが、特に、ア

メリカなどでは国立公圏内をレンジャーが常時パ

トロールし、危険の回避や指導をする役割を果た

しながら、野外活動者をサポートする制度が確立

されている。日本においても、余暇活動における

野外活動に対する指導領域を指導者養成制度(引

に組み込むことや、より専門的な指導者の養成を

多角的な視点で推進することや独自の条例の制定

や野外活動のルールをキャンパーに明確に示すた

め、河川敷を登録制(11)にすることなどである。

自然環境の保全という視点からも、ゴミの分別を

求める中で、マナーやモラルの向上を進めるとい

う形態など、多様な啓発活動の組み込みが必要な

のである。これらの役割を担うマンパワーとして

の野外活動推進員 (9)の制度化なども解決策への

道となり得ると考える。

(2)アンケート調査の結果(11)から学ぶ

啓発活動の必要性

共同研究「余暇教育学の視点から捉える啓

発活動~玄倉川水難事故後の野外活動に対す

る啓発活動を中心に"-'J c1 7)における必要性

と共に、 NHKの番組における啓発活動の実体

活動の報道として必要となる内容をアンケー

トにより求めるものとして、調査 (9項目)

を共同制作する形態をとり、その実施は神奈

川県野外活動協会が行なった。アンケート結

果によると、「玄倉)11キャンプ事故を覚えてい

るか」の聞いについて 17%(10人)が r1t¥1t、
えJと答えた。「自分なりの安全対策をしてい

るかJの問いに対しては、 63%(38人)が「は

いj と答えたものの、「避難ルートを確保して

いるかj については、 53%(32人)が「して

いなしリとの回答を残し、「非常時の連絡手段

の確保j に対しでも 55%(33人)が「してい

ないj と回答していることから、約半数の人

が目前に危険が追った時の対応策を考えてい

なかったことが明らかとなったQ

「事故から得た教訓J(記述式回答)に対

しては、「危険な場所には入らないJ、「自然の

力を甘く見なしリ、「水には気をつける」、「周

囲の状況をしっかり聞く Jr) 11で雨が降ったら

気をつける」、 f警報が鳴ったら逃げる」など

があげられ、具体的な対策についての回答が

得られなかった。また「野外活動のマナーに

ついて気をつけておきたいと思うことはどの

ようなことか」の間について、「ゴミを持ち帰

る・ :;JCイ捨てをしなしリなどゴミに関する回

答が (35人)58%と最も高く、次に「自然を

汚さない・壊さない・傷っけないJなど自然

環境を守ることに関する回答が 16人 (27%)
で、あった。しかし、野外活動のなかでの行動

についての回答は、 12人 (20%) と最も低く

回答の内容は、「他人に迷惑をかけない・勝手

な行動をとらない・無理なことはしない」で

あった。

「これらの調査結果の上で、何をしなければなら

ないのかと関われれば、引き続き野外活動の啓発

活動をしていきながら、野外活動の活動形態につ

いても理解をすすめていかなければならない。野
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外活動の形態は、玄倉川水難事故や谷川岳湯桧曽

川鉄砲水の問題も学校教育活動や青少年活動では

なく、余暇活動で行なわれている諸活動のなかで

起こったものであり、余暇活動は、特におもしろ

いことや楽しいことを中心に、自由に選択し自己

決定して行なう活動であることから、他に目的を

持った手段的な活動で、はなく、その活動自体が目

的である。それだけに時として自身の能力や範囲

を超えた活動となり、一方では、事故やケガを多

く経験するという領域に入ってくる。余暇活動に

おける危機管理は、それを誰かがしてくれるので

はなく、自分自身でしなくてはならない。これが
自由使用と自己責任の原点である。 j(9) 

玄倉川水難事故の教訓を生かす(11) (14) こと

なく、同じ条件や環境での活動が重なれば、再び

同じ水難事故を起こすことが考えられる。従って、

自然への正しい認識を持ち、関係機関の指示に従

うことは勿論(10)、増水などが予想される場合は、

即座にその場を撤収する的確な判断が必要となる0

5 まとめ

余暇における野外活動を含む諸活動は、当然、

自由裁量により選択してなされる(14) ものであ

るから、他者から強制的されるものではない。だ

が上記に示した自然公物の「権利としての自由使

用j(14)であるからといって何をしても良いと言

うことでなく、その活動に対する行為に「義務と

しての自己責任J(1 4)があることの認識を強く持

たなければならない。自己を守るためには、「自

分自身が今どのような環境下に置かれているの

かj を理解し、自然の摂理や現象に対する正しい

知識を持つことが必要となる。また、その知識を

生かすための能力・技術を身につけることが重要

となってくる。しかしながら余暇における野外活

動を含む諸活動を行っているものに対して、強制

的に知識や、能力、技術を指導することは余暇の

本質 (4)から離れてしまうことになり得る。であ

るからこそ強制的な指導や注意をするのではなく、

種々の欲求である楽しみや喜びを含んだ社会的、

心理的、身体的価値を喪失することなく、レクリ

ヱ}ション本来(日)の特質、特性、価値を保持し

つつ、レクリエ}ション的に独立できるためのプ

ログラムを展開するという TR(1)の視点からみ

た啓発活動が必要となってくると考えられる。ま

たこの啓発活動によって、自然環境や社会に対す

るマナーやモラルを一人一人が身につけ、安全対
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策に対する正しい知識を習得し、危険を回避する

能力や技術の向上につながってくる。またそれが

現代の日本社会における日常生活の中でのマナ}

やモラルを考え直すことになるのである。

「神奈川県山北町の玄倉)11水難事故のように、大雨

警報等が発表されている気象条件で、かつ上流のダ

ムからの放流を知らせるサイレンが吹鳴していた状況

の中で、それでもなお、危険な場所にいること自体問

題であるが、危険な場所は広範囲に及び、また時々

刻々と変化していくため、すべての場所を把握して、

その対応にあたることは、現実的には極めて困難であ

る。事故を二度と繰り返さないためには、行政、消防、

警察等の関係機関の連携を強化し、互いに連絡を密

にし、早期の避難対策を講じて事故の発生を未然に

防ぐことが最も重要である。 J(8) 

行政や諸機関による制度的な対策は必要である

が、しかし「余暇における諸活動に対する自由選

択活動、河川を含めた自由使用など個人の裁量に

委ねられる行為について、自己啓発であろうと、

癒しゃ快追求であろうと、主体的に活動しようと

すれば、自ずとそこには自主規制的なモラルや道

徳的判断、あるいは常識的規範というものが求め
られる。J(8) 

法的知識を含めた余暇における諸活動に対する姿

勢や、余暇に関する知識技術はもとより、適切な

余暇観の獲得に関わる「余暇教育J(17)の必要性

と共に「新たな指導者養成J(6)など総体的な啓

発活動が必要である。

「現在までの関連した社会活動分野における指

導者養成形態は、多くが余暇における諸活動に対

する指導ではなく、規定された枠組みの中で、組

織された集団(organizedgroup)の活動に対する指

導が中心で、あった。それだけに資格取得した指導

者が、ややもするとベ}バードライバーのように

資格だけを有する形態にとどまったり、また指導

母体を有しない根無し草的な意味合いを持って存

在してきた。しかしこれからのレジャー・レクリ

ヱーションの本質や機能J(4)を考慮した上での

指導者養成には、直接関与形態の指導だけではな

く、当然余暇におけるアドバイスや支援、援助と

いった間接関与指導形態も重要になってくる。今

後はそれぞれの分野での指導者養成の多寡ではな

く、質や形態そのものが問われてくる時代である。

玄倉川水難事故は、余暇における諸活動として、

“権利である「自由使用J"とそれに伴う“義務



である「自己責任J"の理解を確実に深めなければ

ならないことを伝えている。

本来のレクリエーションは目的的で、「単なる

遊び Mereplay)から創造的な活動 (Creative
activity) までを含む一連の段階的な広がり

(Spectrum )の中にあって、余暇(レジャー)

になされ、自由に選択され、楽しむことそれ自体

を目的としてなされる活動 (Doingactivity) 
と、歓娯(よろこび楽しむこと)の状態(Stateof 
being)Jを明確に活用し、 TRは当然、手段化し

たレクリエーションの一つで「レクリエーション

的効果と治療・療法・療育的効果を階梯(段階)

的に並存させたプログラムであり、そのサービス

(提供)J (1) を概念とするので、 rTRの普及に

より、レクリエーションそのものの概念理解の修

正や福祉レクリエーションなどと領域を暖味な形

態で概念化している手段的レクリエーションの整

理にも大いに役立つといえる。J(1) 

本研究の中心である、マクロ的視点でTRを捉

えようとするとき、レクリヱ}ション的効果を“社

会的課題や諸問題の治療・療法・療育的効果"を

焦点として、階梯(段階)的に並存させたプログ

ラムを展開し、そのサービス(提供)を進めよう

とすれば、自ずと啓発活動として捉えることがで

きるのである。

玄倉川水難事故の教訓から生まれた啓発活動は、

単に玄倉川で起こった事故を特殊な事故として扱

うのではなく、現代社会の特徴さえ醸し出してい

る「日本社会の縮図のように映っているJ(18) と

理解すべきである。“何かしら"で病む社会の課

題を払拭するためのムーブメントとしての啓発活

動は、まさにTRの領域に他ならない。

((((.研究主体として用いた文献及び資料 (A)))))
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の理論と活動 ~レクリエーション的効

果と治療的効果の併存を求めて~~誠信

書房、 1996年、 p.21. 
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今後の取り組みの視点、と課題Jr関東学院
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性化のために~J ~関東学院教養論集』第 9

号 1999年 1月、 pp.1-22. 
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9)鈴木秀雄 rTHESAFETY J in yamakita 

~野外活動の今までとこれから~J 2000 
年 8月 14日(基調講演資料)
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組織キャンプにおけるカウンセラーの意識変化に関する研究

O庚田治久(余暇問題研究所) 栗 原 邦 秋 (" ) 

キ}ワード:組織キャンプ、カウンセラー、意識変化、相E影響

・緒言

教育目的のもとに開催されている組織キャンプに対し、近年さらにその期待が高まっ

ている。組織キャンプ成功の鍵(可否)は、周到な計画と実施に携わるスタップによる人

的資源が安定した役割を果たすことにある。とくにキャンパー達に最も近い位置にあり

ながら、その指導を担うカウンセラー遠の行動は、キャンパー達に強い影響を与え、同

時にそこから生まれたキヤンパー遠の行動や反応はカウンセラーにも影響を大きく与え

ている。即ち、互いに影響を受け、かっ与え合う相互影響の関係にある。

指導的立場に立つカウンセラーは、安定、公平、快活な状態を保つことが求められる。

しかし、その内面では多様な変化が絶えず繰り返されていることが推察される。

そこで本研究では、キャンプ期間中のカウンセラーの内面(意識)に着目し、その傾向

を見出すことにより、将来の組織キャンプ運営に有益であろう示唆を得ょうと意図した。

.目的

1)キャンプ期間中のカウンセラーに意識変化のあることを確認する。

2)カウンセラーの意識変化が確認された場合その傾向および特徴を見出す 0

. 方 法

1)調査:自己の意識を SD法により記す質問紙を作成。

質問項目…①「キャンパー逮をリ}ドした自信の度合い j

②「キャンパー達へ話や説明が上手に出来たかJ

③「必要な時に上手に注意したり、時には叱った自信の度合い j

④「リーダーとして、『体力的余裕』の度合い」

⑤「明日に向ける気持ちはどのようですか(不安・心配)J

キャンプの日程ごとに、当日の最終に質問紙を配布、回答後ただちに回収。

対象:下記キャンプにおける 10名のカウンセラー。

・全員が高校生で高校 1年…4名、高校 2年… 5名、高校 3年… 1名

-区のジュニアリーダー養成講習を終了し、現在地域での子供会活動、地域ご

とのキャンプ等の経験をしている。キャンプ参加にあたり、事前にリーダー

研修を受講

2)分析:①回答を数値化し、その結果をグラフ化。

②キャンプ期間中のイベント(諸事・トピックス)との照合を図り、傾向・特徴

の抽出。

.キャンプの概要

主催:区教育委員会 会場:東京都八丈島

目的:①「自然の素晴らしさ・厳しさを体験する j ②「自然の中での生活力をつける J

③「仲間との関わりの中で、自主性・協調性・責任感を身につける J

形態:自然生活体験型、テント泊、自炊

規模:キヤンパ}… 80名 スタップ… 26名
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-結果・考察
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orキヤンパーをリードした自信jについては、概ね積極的・肯定的(プラス方向}の範

聞にありながら、多様な変化を示した。

O マイナス方向へ著しい変化を遂げた場合、そこにはキャンパーをリードする上で

の困難に直面している。(担当キャンパーからの当惑の帰宅希望、キャンパー聞の

不和、ケンカ)

O それらの問題がある程度の解決・改善されるとプラス方向へ変化が見られた。

O 比較的安定(変化の小さい)を示したカウンセラーが担当した班では、特出した問題

がなく、班員同士が協力的・民主的であった。

O 他の質問項目における変化も多いに多様な変化を示した。とくに「体力的自信Jに

おいては、最も著しい変化を示した。

・結 論

1) キャンプ期間中のカウンセラーの意識が多様に変化することが確認された。

2) その傾向は、①リーダ}としての自信については、担当したキャンパー聞におけ

る問題が発生・直面した場合マイナス方向へと変化し、当該の問題が解決・改善

した場合プラス方向への移行・復元する、②自己の体力に対する意識は最も顕著

な変化を示した、③キャンプ終了時点では、概ねプラス方向への意識変化が見ら

れた。安堵感・達成感が作用していると考えられる。

3) 今回の研究においては、カウンセラ}の意識変化の詳細を探るまでには及んでい

ない。今後は①より克明な状況記録方法の考案、ならびに②客観的尺度を設ける

意識変化の測定方法を検討することにより、カウンセラーの行動に強く影響を及

ぼす事象の特定とそのメカニズムの究明を図り、実際の組織キャンプ運営におい

て実用可能な成果を求めていきたい。
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E三到

ASEを導入した体育授業が女子看護学生の友達づきあいに及ぼす効果

岡村泰斗(筑波大学大学院)

1.研究の背景

ASE (Act ion Socializat ion Experience)とは、ひとつの小集団が1人では解決できない精神的、身体的課題に対

しメンバー 1人1人の能力を出し合い、協力しながらその課題を解決する活動の総称であり、別名イニシアティブゲ

ームと呼ばれている。もともとは自然環境の中で行われる冒険教育を、学校現場や都市の中で人工的な専用設備を利

用することによって行うためにアメリカで開発されたものであり、近年我が国の学校教育現場でも注目を集めている。

宮城県では県の高校教育謀、義務教育謀、生涯学習謀、健康教育謀、研修センターなど学校教育を支える機闘が共同

で教員を対象とした講習会を平成 12年度より開始した。 8月までに 17回の講習会が行われ、 700名以上の教員が

参加したと報告されている(難波、 2000)。そこで、本研究は、 ASEを導入した体育授業が、新入学直後の女子署

震学生の友達づきあいに及ぼす効果を検証することを目的とした。

2.研究方法

神奈川県Y看麗専門学校 1年生 49名を実験群とした。実験群Iま24名と 25名の 2クラスからなり、クラス別に

授業を行った。第1、2回目の体育授業を用いアイスプレーキングゲーム、イニシアティプゲーム、ふりかえりをお

こなった。イニシアティブゲームでは、 8もしくは 9人の 3グループに対し、体育教員である筆者1名が指導にあ

たった。一方、統制群は茨媛県T短期大学部看護学科 1年生 55名であった.実験期間中、統制群の半分の学生は

ハンドポール、残りの半分はソフトボールからなる一般的な保健体育綬業を行った。

本研究では、女子署態学生の友達づきあいを測定するために、長沼ら (1998)が青年期の友人関係を調査するた

めに作成した質問紙を採用した。友達づきあいのタイプを示す 16因子のうち、 『女子が男子よりも顕著に見られる

因子J及び、 「大学生において女子が男子よりも顕著に毘られる因子」を選出した結果、以下の 10因子が設当した.

それらは、 『嫌われないように気を使っているJ、 『ありのままの自分を出しているJ、 「悩みを相談するj、 『相

手を信じているJ、 『自己理解が深まるJ、 「好かれたいと願っている」、 『傷ついても本音でつき合うJ、 「常に

決まった相手と行動するj、 「励まし合う』、 『相手に尽くすjであった.各々の因子より因子負荷量の高い)1慣に、

かつ項目内容の周たりがないように3項目選出した.その結果、合計30項目 10因子からなる『友達づきあい検査J

を作成した。また、学級における友達づきあいの変容を知るために、学校モラール研究会 (1984)によって開発さ

れた学級適応性診断検査(Sc:hoolMorale Test :釧T)に含まれる6因子のうちの『級友との関係Jと、根本 (1982)

によって開発された『学級雰囲気測定尺度』を実施した。

実験群に対し、第1回目の体育授業 (4月 12日)開始時と第2回目の体育授業終了後 (5月 13日)、統制群に

対しオリエンテーションを除く第1回目の体育授業開始前 (4月 21日)と 3回目の体育授業終了後 (5月 20日)

にそれぞれ円~TEST、 問 ST-T国 Tとして調査を行った。また、補足資料として、体育授業中の参加者の体験を

抽出するために、実験群の2回の体育授業終了時lこ『ふりかえりカードJを行った rその時わたしはこう思ったj

と題し、体育授業中最も印象に残った『体験Jと各々の体験に対する『体験の意味』について、自由記述により抽出

を行った。

3.結 果

分散分析の結果(表・1)、実験群の友達づきあいのうち「傷ついても本音でつき合おうとする』、 『励まし合うJ

は、 POST-T宙 Tで有意に低下し、 「決まった仲間たちと行動する』は、円活T・TESTに有意に向上した。さらに r励
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まし合う』は統制群と比較し有意に低下していることが明らかとなった。松永 (1999)はキャンプにおいて『決ま

った仲間たちと行動する』が低下することは、各々が独立した関係になったことを示す結果であると分析している。

そのため実験群の変容は、近年の青少年の友達づきあいに代表される「表面群』、 『群れ関係群』を示すものであっ

た。これらは深い関わりをつくらない友達づきあいと関連しており、 ASEの成果が親密な友達づきあいに対する態

度に充分な影響を及ぼさなかったと考えられる。

続いて、実験群の『級友の関係Jと『学級雰囲気』は問Sf-T白Tで有意に向上したが、統制群との間に有意義は

認められなかった。学級における友人関係や学級の雰囲気は、入学直後の学級形成の過程で肯定的に変容すると考え

られる。すなわち、 ASEを導入した2回の体育授業によって学級における友達づきあいが肯定的に変容する程度は、

行わなかった学級と比較し同程度であった。

左遷づきあい倹査

傷ついても本音でつき合う 11.90 

常に決まった相手と行動する 10.47

励まし合う 13.14 

学級適応性検査

級友との関係

学級雰囲気測定尺度

学級雰囲気

豊監主主主盟主
一五盆盤金銭一

F 

友達づきあい検査・学級適応性検査・学級雰囲気測定尺度の平鈎点・標準偏差及び分散分析結果
実厳群 銃創群

PRE.TEST POST.TEST -2t齢1L PRE花 ST PO釘午EST
一有一一言「ー有一SDF ー官一一宮一一万一--SO-F  

主.1

2.42 n.s. 
1.06 n.s. 
4.49 * 

0.12 n.s. 
0.07 n.s. 
5.94倉

11.58 2.4 7 

11.47 2.77 

12.73 1.52 

2.67 

2.48 

1.75 

11.47 

11.38 

12.25 

5.06 * 
8.59 * 
4.67 • 

2.36 

2.35 

1.59 

11.22 

11.43 
12.73 

2.22 

2.60 

1.72 

0.04 n.s. 31.01 ••• 8.56 3.18 3.48 6.42 9.06合禽禽3.18 9.39 8.06 3.00 

19.52会合会 0.41 n.s. 

• p<.05"・p<.OOl
ふりかえりカードより印象に残った体験を分類した結果、最も閤難なイニシアティブゲームでの体験をあげるも

のが最も多かった (24件 48.9%)。また、アイスプレーキングゲームに比べイニシアティブゲームをあげる頻度

が高かった。これらのことから、問題解決の過程で協力や助け合いをより必要とする活動が印象に残ったと考えられ

る。つづいて体験の意味を分類した結果、 「協力・チームワークj (23件 46.9%)が巌も多く、次いで課題を解

決したときの『達成感j (20件、 40.8%)と活動を通しての『楽しさj (20件、 40.8%)であった。

64.49 9.34 7.82 60.53 13.54合合会9.38 70.67 67.18 9.26 

4.まとめ

新学期lこASEを導入した体育授業を 2田に渡り行ったところ、女子者援学生の学級における友達づきあいは深

まり、学級の雰囲気は高まったが、一般的な学校生活における変容と同程度のものであった.また、友達づきあいに

対する態度に対し、充分な影響を与えることができなかった。しかしながら ASEを導入した体育授業は、看護学生

にとって「楽しくJ、 『達成感』を得るものであり、級友との『協力Jの必要性に気づく体験であったことが明らか

になった，これらの体験は学級における友人関係や友達とのつきあい方に関する新たな気づきではあったが、その気

づきが態度に一般化され、一般的な学校生活に比べより高い効果の得られるものではなかった。
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区三回

日本における公園運動とレクリエーション運動の統合の必要性について
ーアメリカにおける現行事例に学んで

O山崎 律子(余暇問題研究所)、高橋 和敏(余暇問題研究所)

キーワード: 公園、公園運動、レクリエーション、レクリエ ション運動

・問題の所在

日本においては、従来より公園運動とレクリエーション運動とは直接関係ないものとし

て理解されてきた。都市公園は、従来の慣習上、風致、庭園観賞に主眼をおき、利用者も、

公園に対して、散策しながら庭園美を観賞するところというイメージをもっていた。

いっぽうレクリエ ションは、その考え方は第二次世界大戦終了直後にアメリカから導

入されたが、当時の日本の世情からか、ある特定活動種目のみがクローズアップされ、あ

る特定種目がレクリエーションというイメ ジを作り上げ、時代が変化しでも、そのイメ

ージから脱却しきれないままに、レクリエ ション運動が展開されてきた。その結果、レ

クリエ ションについては、専門家の問にも、その解釈の仕方に混乱がみられる。従って

両者は、社会の急激な変化、社会的ニーズに十分対応しきれないでいる状況である。

一般に公園運動やレクリエ ション運動の類は、場(拠点)・活動・人材の 3要素が揃

うことによって効果的に達成出来ることが原則となっている。その原則を前提にすると、

日本における公園運動やレクリエーション運動は、 3要素が揃わないままに、それぞれ実

際の運動が展開されてきた。物的存在を基盤とするか、質的存在を基盤とするかの相違は

あっても、公園運動やレクリエ ション運動のように、すべての人の生活の質を高めよう

とする運動が、物・質両面の連携なく個別的に運動を展開していくことは、効果が上がら

ないのみか、社会的にインパクトが少ない結果となってきた。

・目的

本発表の目的は、日本における公園運動とレクリエ ション運動が、現在から将来にか

けての密接な連携、機能的統合の必要牲を提言することである。

・方法

公園とレクリエーションの機能を統合させているアメリカ合衆国における行政組織の全

体傾向を探るために、ロパート・ J ・ホール(現NRPA会長、セントルイス・ゲートウェイ

2004総支配人、前セントルイス郡公園・レクリエ ション部長)の協力を得て、アメリカ

における公園・レクリエ ション関係部署の現状調査を実施した。(1998) 

*調査項目・・・単位行政部署の大小と地域状況のバランスをとりながら、 12行政部署の

ディレクターに調査項目ごとの回答と関係資料、パンフレット、写真類の送付を要請。

*結果の検討/処理・・・アメリカにおける公園・レクリエーション行政の年表作成とそ

の変遷を纏めるとともに、 12行政部署の現状の紹介を、 「アメリカの公園・レクリエ シ

ョン行政」と題して出版。(1999) その過程から、日本においても公園運動とレクリエー

ション運動は、より密接に連携することの必要性を導いた。

・日本における公園の分類、目的、特徴の概要

水分類(自然公園)・・・「自然公園法」に基づく。国立公園、国定公園、都道府県立自

然公園の 3種類 *目的(自然公園)・・・1)自然の風景地の保護とその利用 2)国民の保

健、休養等 *特徴(自然公園)・・・地域制の公園
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*分類(都市公園)・・・「都市公園法」に基づく。住区基幹公園、都市基幹公園、特殊

公園、大規模公園、緩衝緑地、都市緑地、緑道、国営公園に分類 *目的(都市公園)

.1)良好な都市環境の形成 2)都市公害の緩和 3)災害時の避難地/避難路4)スポーツ、文

化活動、レクリエーションの場の提供 *特徴・・・国または地方公共団体が設置。多様

な機能を果たすオ プンスペース等(観光白書平成 11年版説明一 161/213pからの要約)

自然公園における国の所管官庁は、環境庁である。ちなみに自然公園と密接に関係があ

る森林の所管官庁は、林野庁である。いっぽう都市公園は、建設省の所管であり、これら

3官庁は、それぞれ個別に方針を立て、諸事業を行っている。

最近の傾向は、都市公園の一部や国営公園のように、社会的ニーズに対応して公園自体

に活動の場や活動プログラムをもっ傾向が強くなってきた o

・日本における主な総合的公園・レクリエーション関係(全国規模)の法人格を有する民

間推進団体

1)(財)日本レクリエ ション協会

2)(社)日本公園緑地協会

3) (財)公園緑地管理財団

・アメリカの公園・レクリエーション行政の現状概要と民間団体の役割

*小さな町レベルでは、コミュニティサービス部に含まれ、住民に対して総合的にサ ビ

スを実施している o

*大多数は、公園とレクリエ ション機能が統合され、サービスを実施している。

*公園、レクリエ ション、図書館機能が統合されている事例もある。

*国立公園は、連邦政府の公園局が所管している。州レベルと地方郡・市町村レベルは、

各地方ごとに行政の一環として機能している。

*民間団体に関しては、 1965年、関係 5団体統合による“全米レクリエーション・公園協

会 (NRPA) .が発足し、現在に至っている。会員は、公共公園・レクリエーション関係の

専門職、民間専門職、研究者、教育者などを擁し、公園・レクリエーション運動の推進を

闘っている。解決を急ぐ社会的課題に対して、他の諸機関と連携してその専門的立場から

4)(社)全国森林レクリエ ション協会

の方策を遂行している 0

・まとめ/提言

アメリカの公園運動とレクリエーション運動は、運動推進の統合団体として、行政的に

も確固な専門性を維持し、社会的にもよく認知されている。 NRPAは、公共団体の専門職も

会員にし、公園・レクリエ ションおよび関連分野の推進を図り、社会的課題に対しでも

積極的にレクリエーション・プログラムを展開している o 政府に対しでも常に働き掛けを

行っている。日本においては、縦上下系列による行政機構であり、純然たる専門磯として

専門分野のみを担当できない。総合的視野に立たなければならない公園やレクリエーショ

ン分野も別個のものとして扱われている。民間団体(全国レベル/地域レベル)も、とく

に密接な組織的連携はみられない。それぞれ個別に、 3要素を欠いたまま運動を展開して

いる。前記の事実を考察した結果、次の提言を導いた。

日本における公園やレクリエーション運動とそれらに関係する民間団体聞でも、個別的

運動展開のみならず、早急に、より密接に連携もしくは統合して、現代の社会的課題解決

に努力することが望まれる。
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はじめに

「教養知 j についての人間論的考察

ーホモ・サピエンスとホモ・ルーデンスー

和光大学人間関係学部 服部百合子

199  1年の大学設置基準改正を契機に、全国国公私立大学では大学改革が展開された。

その重要な柱である教養教育では、 3分野/保健体育/外国語という区分が撤廃され、各

大学の自己責任と自由裁量に委ねられることになった。しかしながら、多くの大学におい

ては、厳しい生存競争を目前に、改革の重大な関心を大学経営の問題に注がざるを得ず、

その中では学部再編の問題が緊急課題となり、教養教育の改革が十分な論議を経て行なわ

れたとは言いがたい。中学卒業者のほぼ半数が大学に進学する「ポスト大衆化段階 j の大

学において、タテマエ論に傾きがちな旧来の「教養」の理念の限界の自覚と、根本的な捉

え産しが必要になってきていると思われる。

こうした中、本年 5月中曽根弘文文部大臣から中教審に対し「新しい時代における教養

教育のあり方について Jの諮問がなされ、従来、高等教育の問題とされてきた教養教育の

問題が「初等中等教育段階から高等教育段階まで」の問題として課題化された。その背景

として、 1980年代から徐々に顕著になってきた、いじめ、校内暴力、家庭内暴力、学

級崩壊などの諸問題、またオウム事件やカルトがらみの犯罪など、アノミー的な現象の進

行をあげないわけにはいかない。「教養教育の理念・目的」への間いは、現代社会を導いて

きた「知」のありょうそのものにまで遡るべき性質のものではなかろうか。

昨年度、本学会の研究発表において、大衆余暇型社会における教養の本質をレジャー・

レクリエーションの内に見る観点から、知性と感性の相互媒介的な関係の回復を新たな教

養教育の課題として提超した。これに対し、「近代知性の危機の中、感性のあり方も危機を

免れることはできないのではないか J(立教大学松尾氏)との的確なご指摘をいただいた。

大綱化以後の大学教育再編の経過を踏まえて、大学におけるレジャー・レクリエーション

のあるべき全体像が論議(けされつつある今、改めて教養知における知性・感性の人間論的

基礎構造に関わる考察として再提起し、ご批判をいただくことにした。

1 .感情と「知J

青少年の感情領域における近年の了解困難な諸現象については、学問的な分析や対応が

ついていけないというのが現状であろう。が、学問的分析以前に「プッツン J とか「キレ

ノレJなどという流行語的表現に、欝屈したエネノレギーが溜め込まれて破裂するにいたると

いう、水力学的なモデルによる感情理論の流布がうかがわれる。こうした通俗的な感情理

論の背景には、フロイトの fリビドー J理論や、その影響を受けた感情心理学の「通風理

論」や、我慢の有効性を説く行動理論があり、これらの感情理論は、感情を知性のコント

ロールに服すべき無方向無構造なカオスとして捉えてきた。ここに前提とされているのは、

人間の知とその支配の対象たる物的世界との二元的対立の図式である。無明のカオスに閉

ざされた感情の世界に、回有の論理や秩序を見ようとするとすれば、その試みは文化や体

制を超えて高度産業社会を導いてきた近代合理主義の基盤自体を問うことになるであろう《

そもそも感情という現象は、感覚・知覚の領域、そして欲求の領域まで含めて、一括り

に感性と呼ばれ、厳密な分析の対象とされることが少なかった。感性の領域は、とりわけ
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理性主義においては、人間の普遍的な本質たる「理性」の能動性に対し、物質的世界に起

因する低次の、受動的で有限な側面として捉えられてきた。

近代的な心身二元論の原型を定立したとされるデカルトは、晩年の著作「情念論 J にお

いて心身合ーの事実を f身体の能動に対する魂の受動」として説明した。もともと「情念 J

(passion) の語源であるギリシャ語“pathos"は「受動 Jを意味し、この語は西欧の理性

主義の系譜において、繰り返し、魂あるいは理性の受動、受苦、病いの状態として位置づ

けられてきたのである。

カントは感性という語を初めて哲学の用語として定着させ、人間の現実認識への界面た

る重要性を確認し、尊敬や美と崇高の感情など、感性の知的・能動的な側面を認めたが、

それも感性が 理性の法則に統御される限りにおいてであり、理性の支配を排除する欲情

(L巴idenschaft) や 情 動(Affekt) は「心の病 J にほかならなかった。

他方、近代的理性への反抗として現れたロマン主義は、「冷え切った理性 Ji啓蒙という

名の、血も肉もなき忌むべき骸骨」に対する心情の優位、想像力の高揚などを主張したが、

ここでも理性と感性の相対立する二元論的な構造自体は保持された。「知 Jとの内的結合を

拒否した感情の優位の主張は、皮肉なことに科学技術で武装した「野蛮」としての「ナチ

ズムの源流 J (2)と批判されるような構造的矛盾を抱えることになったのである。

2 .認知システムとしての感情

2 0世紀に入ってようやく、感性と知性との二元的断絶を克服する哲学的試みが行なわ

れる。シェーラーの価値の哲学は感情に志向性を認め、対象に対する価値判断的な意識と

して捉え、また生の哲学、実存の哲学は笑い(ベルグソン)、不安(キュルケゴール、ハイ

デッガー)、幅吐(サルトル)など、これまで哲学の主題から排除されてきた感情や情動、

気分に、人間の世界の対する態度、人聞が世界に見いだす意味を解読する試みを行なった。

しかしカントの理性批判に匹敵するような、感性の領域全般を整序し理論づける試みはほ

とんど行なわれていない。梅原猛が 30年前に着手した「理性と同じほどに厳密な j 感情

の秩序、感情の論理の解明の試み (3)は、残念ながら未完に終わっているが、いまでも学ぶ

ところが多い。

これとはまったく別に、近年感情・情動の知的な側面に光を当てる試みが成果を生みつ

つある。学際科学として目覚ましく発展してきた認知科学は、情報理論と神経生理学また

神経化学の発展を新たな武器として、 1980年代以降「情動 J を認知システムの問題と

して解明する試みを開始した。

情動状態はしばしば顕著な生理的変化を伴うことから、心理学・生理学による古典的な

感情研究は、生物学的な見地からその機能に注目してきた。それらに共通するのは、情動

の適応的な機能を重視することである。先駆けとされるダーウィンの進化説、 ]ames-Lange

の末梢説、 Cannon-Bard の中枢説などは、緊急事態における生理的心理的反応としての情

動の適応的な価値を認めた。情動は反省的な「知」ではないとしても、あるレベルの知、

「からだの知恵J(キャノン)を含むものと考えられたのである。

認知科学は基本的にこの考え方を受け継いだ。情動は「ある事態やそれに対する働きか

けの結果に対してなされる評価的反応 J(認知科学ハンドブック)と定義されるように、す

でに正負の評価的な認知判断を含む知的な過程として把握されるが、「人体に備わった認知

機構Jである免疫系が「天敵に対する無意識的なからだの知恵Jであるのに対し、「情動と
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情動系は(個体保存と種の保存という)二大責務を果たすために特定の生物種に付与され

た認知機構である J(4)とあるように、認知科学の情動論は基本的に生物学的合目的論に立

脚している。情動は、即白的な「からだの知恵」のレベルを超えて、志向的意識のレベル

における生物学的合目的性の発現として捉えられたのであ。

情動の神経機構についてのこれまでの研究は、情動回路説、自己刺激と快中枢説、カテ

コールアミン作動神経系仮説など、総じて脳幹部から大脳辺縁系を結ぶ神経回路に注目し

てきたが、山鳥 (5)は「情動にかかわる問題をすべて大脳辺縁系に押しつけて、大脳半球を

形ある表象の処理装置としか見なかった時代は去りつつ jあり、「情動を低位の本能行動と

のみ結びつけず、ヒトのヒトたる所以であるより高次の行動と結びつけて理解するには、

大脳辺縁系もさることながら、大脳そのものの情動に果たす役割が研究されなければなら

ない。 j と述べ、この種の研究がすでに新たな展開を見せていることを指摘している。こう

した認知科学的アプローチは感情を、①正負の評価的判断を含み、②原因帰属の認知判断

が経験内容を規定する認知システムと捉える。正負の評価こそが、他の認知システムとは

異なった感情の特色であるが、その正負の判断をなしうるには、その充足や挫折が問題と

なるような何らかの指向的な作用がなければならない。戸田正直 (6)のモデルでは、「アー

ジ (urge)J (状況に応じた適応的行動を選択するための心的ソフトウェア)と呼ばれるシ

ステムがその機能を遂行する。ここでは感情とは、環境への適応を指向して状況に働きか

け、その結果についての正負の評価的認知判断を行なうシステムである。

ではとうした環境適応的な認知システムは人聞の感情の説明に成功しているのだろうか。

それはいわゆるホメオスタティックな動因、欠乏充足的・緊張解除的な動因に関わって生

ずる感情をある程度説明するとしても、性的欲求や遊び欲求のように、欠乏とは関わりな

く、快楽追求に関わる感情の説明には困難がある。快楽の神経機構については、近年神経

化学的方法により、快楽物質(内因性モルフイン様物質)作動の神経機序や脳内経路など

が解明されつつあるが、上記の適応モデルが「快楽Jを位置づけるととは困難である。「快

情動がなくても動物はすべて、個として、種として生存することが可能」なのであり、「喜

び、満足、快感に積極的意義を見つけることはできない J(4)からである。適応モデルにお

ける快楽とは、欠乏や危急の事態から脱したときの緊張解除以上のものとして理解するこ

とは難しい。まさにカントが言うように「快楽とは苦痛の廃棄のほかならず、なにか消極

的なものである。・・・・いかなる快楽にも苦痛は先行しなくてはならない。すなわち、苦痛

はいつも最初のものである。 j ということになる。

ホイジンガは「人間文化は遊戯の中に、遊戯として、発生し、発展してきた J という有

名な命題を提起した。しかし、ホモ・サピエンスの人間観は、認知科学という現代的な解

釈においても、遊びという営為を理解できず、人間文化の最上の部分、美、喜び、楽しみ、

快楽といった価値を、欠乏や危険の解消というネガティブな解釈に還元することになる。

ここに、より根掠的な人間規定としてのホモ・ルーデンスの人間観の意義が存在する。

3. ホモ・サピエンスとホモ・ Jレーデンス

遊びにおいて人間が追求するのは、まぎれもなく快楽である。快楽を追求するからとい

って現実世界への適応に失敗し破滅に向かうとは限らない。遊びにおいて、人聞は現実と

虚構との区別を明証的に熟知し、現実と虚構との聞を行き来することができる。現実だけ

に生きる限り苦悩は苦悩に過ぎないが、遊びという虚構の境域は、苦悩をさえ美や崇高と
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いう快の経験に変換することができる(7)。環境適応的な認知システムとしての感情が行な

う評価は一義的だが、遊びの境域における感情は、充足や安定に退屈し、危険や不安を楽

しむ多義的な経験である o こうした多義性は、遊びを知らない「くそ真面白な j 現実主義

が捨てたものを拾い上げ、絶望から人聞を救い出す可能性を潜めるのではなかろうか。

デュルケームは、欲求への規制が欠けて、欲求が異常肥大をおとし、慢性的な不満や苛

立ちを引き起こす状態を指して「アノミー J と呼び、競争社会における不安と挫折、現代

産業社会の物的豊かさと欲求造出作用が引き起こす人間疎外などに関わるものとした。今

日の「ムカツキ Jrキレル j 時代感情とはまさに一つのアノミー状態であろう(針。

しかし現代産業社会、競争社会の知と技術の機構にそそり立てられ、欲求不満に追い込ま

れた挫折感情には、何がしか現代社会への正当な認知評価(批判)が含まれてもおかしく

ない。ただ、とうした直感的な認知評価を普遍的ないし公共的な規範へと媒介する Iことばl

の信用価値下落の状況では、無構造無方向な衝動として蓄積し、ときに暴発(キレる)する

ほかないとも言える。とすれば、感情構造それ自体よりも、ことばが単なる符号となり、知

が批判精神を失い、現状適応的な校知が支配する知の状況こそが問題とされねばならない。

ホモ・サピエンスとは生物学的な人間「ヒト」を指す用語である。アリストテレスの「理

性的動物Jの観念は、普遍を志向する理性を前提としたが、近代の技術的理性は認知科学

に見るように、環境適応という一種の功利的な合理性、目的合理性に鍾小化してしまった。

適応主義の下した一義的な価値評価を、多義的な光のもとで照明し直し、権力、労働、家

族、死など、人間の生の基本的なカテゴリーに対し、多様な価値評価を与えることができ

るのは、遊びを知る知性である。社会現実に対する根底的な批判とともにポジティブな未

来展望を提案する知の可能性は、ホモ・サピエンスよりはホモ・ルーデンスの人間論に求

められ、また無方向、無構造となりつつある感情の領域が、それ自身に内在した知的要素

を論理へと展開する可能性は、ホモ・ノレーデンスの人間観に導かれうるであろう。

大学教育におけるレジャー・レクリエーションの意義も、そうした拡がりの中でとらえ

るべきであろう o 戦後の教養教育の歴史からいって、レジャー・レクリエーションがスポ

ーツや体育との関係から捉えられがちであるのは仕方ない側面もあるが、重要なのは、人

聞の知の固有かっ根掠的なあり方としての「遊び」の理念を大学教育、とりわけ教養教育

に位置づけることではなかろうか。またそれは「初等中等教育から高等教育にいたるまで j

の教養教育を検討する視座に据えられるべき問題でもある。
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ヨ /¥ン・ホイジンガ、砂子多宅の麗'I.J 向

~近代文明批評 に焦点をあてて~

杉浦 恭(愛 知 教 育 大 学 )

1. 発表の趣旨

本発表の目的は、近代文明批評家としてのホイジンガ (JohanHUizinga 1872-1945) に

関す る研究動向を 報告することにある。これは 、 近 年 、 オ ラ ン ダ の 歴 史 学 界 で お き て い る

ホイジンガの再評価論、つまりホイジンガを 近 代 文 明 批 評 家 と し て 捉 え よ う と す る 動 き を

受けてのことである。これまでホイジンガの近代文明批評については、体系的に捉えて分

類した 研究はないので、幾つかの柱立てをして整理することにした。

2. ファ シ ズ ム 批判と近代文明批理

1930年代の前半、ホイジンガはナチズムに照準を合わせながらもファシズム全般に対し

て批判的態度を現し始める。その代表的著作が 1935年に出版された『明日の影のなかに』

で あ る。これはオラン ダ国 内は もと より 、ヨーロッパ全土で反響を呼んだ。

Pellecom(1936)によれば、 『明日の影のなかに』は、 この時代の人々が何となく心に感

じていながらも言葉で表現しにくかったこ とをうまく言い当てた作品であるという。作品

の 内容が広く人々の日常生活全般を扱っていることで、日頃、物事を深〈考えない人々が、

考えるきっかけをもつようになったという。

Kaegi (1947)は、歴史学者としてのホイジ ンガ がヨ ーロ ッパ の政 治に 向か つて 声を かけ

たの が『 明日 の影のなかに』であるという。ホイジンガが取り上げた内容のなかで最も危

機感をもって訴えたのは政治と科学の結合である。知の危機が道徳の危機へと悪転するの

は、科学の乱用だけでなく、知的機能の純 粋さの否定にもある。それが顕著に現れるのが

政治における感用であるとしている。

確かに『明日の 影のなかに』は内容から し て フ ァ シ ズ ム 批 判 の 脅 で あ る 。 し か し こ の 作

品に関するコメントをあたってみると、意外なことにファシズム批判として読み込み論じ

ている 文献 の少 ないことに気づく。ファシズムを視野に入れながら大衆社会論、そしてさ

らに 広い枠組み、 つまり近代文明批評として読み込もうとしているものが多いのである 0

3. 歴史家から近旦本盟並並盈全

近年出版された研究書(曹esseling1996， p.10)に次のような記述がある。

「ホイジンガに 関する研究は、過去と同 様、今日でもやはり『中世の秋』を対象として

いる もの が多 い。しかし 1930年代には『明日 の 影 の な か に 』 が そ れ ま で の ホ イ ジ ン ガ の イ

メージを一新した。歴史家から近代文明批評家として世に認識され出したのであった。 j

当時 の研 究者 はこれをどう見ていたのだろ うか?。

ホイジンガと i弓じ時代に生きたオランダの歴史学者 Vollgraffは次のように言っている。

「ホイジンガは『中世の秋』と『エラスムス』を著して世界的名声を得た。誰もがホイ

ジンガはその後も文化史家として生きてゆくだろうと考えていた。しかし、ホイジンガは

自らの生き方を近代文明批評家に転向した。過去の時代にあこがれ、文化史の研究を継続

したかったホイジン ガ に 、 現 在 の 状 況 が ど うしでもそれを続けさせないほどの問題を提示

したからである。率直に言ってしまえば、ホ イ ジ ン ガ は 仕 方 な く 近 代 文 明 批 評 を 行 う よ う

になったのである。 現 代 の 病 に 対 す る 警 告 を、歴史家の限から見た道徳的義務意識のうち

に発せざるを得なかったのである。 (Vollgraff 1945， p.30)J 
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当 時の燦史学者が見ても、ホイジンガは歴史家から近代文明批評家へと転向したように

見えたので あ る 。 事 実 、ホイジンガの業績を見ても、それまで行ってきた「文化について

記述的 に 取り組む研究 Jに加えて、 1920年頃から「文化に対する規範的な研究 j 姿勢が目

につくよう になる。新たにホイジンガには、近代文 明 批 評 家 と し て の 評 価 が 加 え ら れ る こ

とになったのである。

4.近 代文明批評の内容 と 分 析 に つ い て

Wesseling(1996) は、ホイジンガの近代文明批 評を三つの観点から捉えられるという。

第 一に、ホイジンガの個人的主観性から見た捉え方であり、ホイジンガの人生と性格・

人格 から分析している。ホイジンガの近代文明批評と身辺に起きた出来事との関連性につ

い て謁ベた結果、近代文明批評に関する作品の多くは、ホイジンガの周りで起きた何らか

の変 化と時期が一致しているという。

第 二に、集団的主鎖性 から見た捉え方であり、オランダ人としての国民性から分析して

い る。その結果、ホイジンガの作品に見られる近代文明批評と道徳観は、オランダの精神

と規範に則ったものであるという。

第三に、時代の主観性から見た捉え方であり、この時代の精神から分析している。その

結果 、ホイ ジンガは現代という時代そのものが病に侵されていると感じており、時代の精

神を、 政 治体鎖!とそれに影響を受け左右される文化と文明という観点で捉えているという。

ホイジンガの近代文明批評の内容について分析と考察を試みたもう一人の研究者が Leon

Hanssenである。まず彼は、文明批評について、それを述べる人間の規準や立場について

言及 する。 そ し て 多 く の文明批評家たちは、個人、国民、歴史的なアイデンティティーか

ら文明批評を行っているという。ホイジンガも基本的にこの範鴎にあると Hanssenlまいう o

個 人という視点からホイジンガの文明批評を見れば、ホイジンガは自分の精神的基礎と

拠り所をかなり客観的に分析していたが、自分の人格を単純でなんら問題がないと考えて

いた点は、ホイジンガの自己イメージに過ぎないという。

国民、つまりオランダ人としてのアイデンティティーから見たホイジンガの文明批評に

は、オランダの地主主的・政治的位置や役割が強く作用しているという。

歴史的なアイデンティティーからホイジンガが文明批評を展開したことについては、 17

佐紀のオランダとの対照で現代を批評したと分析している。

Hanssen(l996} によれば 、 ホ イ ジ ン ガ は 20世紀に入ると繰り返しオランダの精神の特徴

について記そうとしてきた。東西文化の架け橋となるオランダのイメージを持ち続けてき

たのに、 1930年代に入る とそ れも 空し さに 変わ ってしまった。そのため過去のオランダ、

た とえば 17世紀のオランダ に 理 想 を 求 め だ し た 。歴史的なアイデンティティーから文明批

評を 行うようになった所以がここにあるという。

5. おわり に

ホイジンガの近代文明批評は 1910年代に始まったが、 1930年代になるとホイジンガ自身

が近代文明批評家として僚に知られるようになった。それは、時代・社会背景が影響を及

lましたと J思われるが、それ以前のヨーロッパの近代化のなかで起きた様々な矛盾や問題点、

特にホイジンガにとってみれば、文化の保持と創造に近代文明が及 iま し た 負 の 作 用 が 、 ホ

イジン ガ を近代文明批評家にさせたと思われる。

なお、引用・参考文献は、発表当日配布する補足資料に記すことにする o
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区ヨE
近代日本における「初期 j レクリエーション論の検討

一権回保之助を手がかりに一

坂内夏子(早稲田大学)

1 .はじめに

明治末期から大正期にかけて日本は一応の資本主義の確立を見たといえる。こうした背

景をふまえながら、大衆の余暇と娯楽に関する問題が大きな関心を呼び大衆娯楽研究が生

み出された。すなわち工場労働者(雇用労働者)という生活構造を持つ新しい社会階層の

登場と活動写真の興隆に代表される資本制娯楽産業の成立を要件に生成された都市生活文

化様式に関わる問題が焦点である。近代日本におけるの余暇や娯楽はどのような考え方や

理論をもって展開されたのか、戦時下はし、かに扱われ、体制に汲みしたのか。民衆娯楽か

ら国民娯楽、厚生運動(銃後の健民運動)に至る一連の流れや、社会状況における所謂知

識人の役割は何であったのか、その過程で彼らがいかにして思想的変遷、もしくは転向を

とげたのか、なぜ転向と解されるのか、本当に転向といえるのか、課題を提示している。

本報告の目的は、近代日本における「余暇と娯楽J をめぐる様相への関心がどのように生

まれ、育ったのかという視点から民衆娯楽から国民娯楽への流れを分析し、社会と娯楽と

の関係の揺れを見つめた中で形成されたレクリエーション論の意味について検討すること

にある。ここではレクリエーション説(論)をイデオロギー性(体制的・教育的な余暇善用)

を含みながらも、人間生活における広義の可能性を追究してきたと捉える。具体的には日

本における大衆娯楽研究の先駆者である権回保之助 0887- 1951)の論に焦点を当てる。

2. 大衆娯楽・レクリエーション研究と権田保之助

権回は、大正期から昭和戦前期にかけて新興無産階級の生活と娯楽の形成を主題とした

民衆娯楽論を展開し、月島調査・浅草調査など日本の先駆的な社会調査を手がけた。その

一方で文部省の社会教育や 1930年代後半から厚生運動に携わった経緯を持つ。主に社会

学・社会心理学・社会教育などの分野から彼に関心が寄せられた。先行研究には二つの動

向が見られる。第一に大正期における彼の民衆娯楽論に評価が集中した。同時期のアカデ

ミズムが欧米偏重にある中で彼が民衆の日常生活の中に現実を聞い直す試みを自身の課題

に据えた、「人間学的な批判の視座 J (井上俊、 1974)が指摘される。第二に権回の民衆娯

楽論から国民娯楽論への思想の転向、大正期と昭和戦前期の不連続性(鶴見俊輔、 1976)

が指摘される。この指摘は戦時下にあってはいわば自明の前提ともいえる。二つの研究動

向は完全に分離されるのではなく、民衆娯楽論者・権回と国民娯楽論者・権問をいかに結

ぶのか課題提示している。従って「梅田は何のために娯楽を論じたのかJに立ち返る必要

がある。この「何のためにJ を突き詰めると娯楽を通して彼が民衆の主体形成=教育を間

い続けてきたといえる。娯楽論は本来捉えどころのない娯楽、遊びに対しである一定の枠

組みを設け、定義づけることから始まる o r合理一不合理」、「善(健全)一悪(不健全)J、「公

一私J、「西洋化ー伝統J とし、ったいわば二項対立の図式を前提とした上で娯楽に意味が

付与された、もしくは統制が加えられたのであり、教育の近代化に他ならない。二項対立

で娯楽を論じることに批判的であった彼は、娯楽問題を「既成の娯楽そ民衆化」するので

はなく「これから出来上らうとする娯楽Jの問題と捉え、民衆娯楽が「民衆生活其れ自身
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を土台として、民衆生活の聞から生れ出で得る可能性j としての「生活」を特に重要視し

てきた。従って次に彼が家庭生活および家庭娯楽をいかに認識したのかに注目したい。

3. 家庭娯楽の創造

家庭生活は「人間生活の最も模型的な、…健実な、…基礎的な表現Jであるゆえに娯楽

とは不可欠な関係にあるが、特に「時代の家庭生活の状態 j に左右される。つまり「時間

促急」、労働生活と家庭生活の分離、勤労生活が家庭生活より日常生活に占める割合が高

いことをその特徴とするゆえに「現代生活Jは、「各家族員の夫々に異った生活情調 j か

ら「新しい家庭生活 j の創出を課題とするが、その際に「今日の家庭を構成しつ〉ある全

家族員の心持」を掴んでそれを「引き摺って行く」ことが娯楽に期待される。娯楽が「家

庭全体を目安とする J もの、「新しい家庭生活が要望する」ものになり得るには何が必要

なのか。権回は、まず「家庭に於ける娯楽J もしくは「家庭娯楽 j が一般に「家の中で行

はれる娯楽J~認識されている状況を批判的に捉え、娯楽を行う場所としてではなく、主

体として家庭を据え、「自分の家の中にばかり家庭娯楽が成立する J という固定観念から

の解放を提起する。次に一般に家庭娯楽が論じられる際に家庭用娯楽具としてのラジオ、

蓄音機の利用や、家庭音楽会、家庭劇、家庭映写会、家庭踊などに関心が寄せられるが、

そうした設備を備えられない一般大衆は家庭娯楽を得られない。そこで権回は次の点、を提

起した。第一に各種娯楽設備の普及、交通機関の発達を利用して「其の内に『家庭』を延

長させ、『家庭』を建設させる J ことが「最も失費少くして最も意味のある家庭の娯楽の

創造Jである。第二に「生活の改善J とは「自己の生活の意識を社会の生み出した新しい

諸設備の上に拡充させ、自己の生活意識を以て夫等を克服し了る Jことを意味する。第三

に「蓄音機、家庭音楽、家庭踊 j からではなく「多摩の川原、公園、映画館j などに「家

庭娯楽」を見出すならば「現代社会の生活に於ける家庭娯楽の真価を創造する j ことに連

なる。つまり第ーの点で「家庭娯楽 j は rw家庭』が赴く所、…延長し行く所 j どこにで

も成立し得るゆえに「広い天地に、解放された世界に、自由なる自然の裡に、『家庭』を

中心として構成さる』ものである J と述べる O 第二の点で労働生活と家庭生活の分離によ

る「娯楽」形態の変化、生活における「勤労」の占める比重の増加による家庭における娯

楽の意義の変化を「社会生活の必然j と捉える。第三の点で所謂「家庭娯楽J を「極く僅

少の部分の人のみが之を得る J にすぎないゆえに批判し一般大衆のための家庭娯楽を提唱

する。権回は「家庭生活」の変遷が消極的かつ偏狭な「家庭娯楽 j をもたらしたとして、

それゆえに「生活改善Jのためには労働者自身の生活意識を「杜会」に向けて問うていく

姿勢が新たな「家庭娯楽Jを創出させ、彼らの娯楽生活を豊かにすると主張したのである。

4. おわりに

以上は権回の娯楽論の一部であるが、やはり彼がレクリエーション論におけるそのイデ

オロギー性(余暇善用)に批判的見解を示しつつ厚生運動のイデオローグとしての役割を

果たした経緯をいかに把握するか課題である。そのために「厚生運動J期ではなく「初期 j

レクリエーション論の検討が必要であった。レクリエーション論におけるイデオロギー性

(余暇善用)という側面を批判しつつ、レクリエーションの可能性を追究した権回の論の

意味づけは生涯学習社会におけるレクリエーションのあり様にも示唆的である。

uu 



区五
高齢者政策におけるレクリエーションの位置づけ

ー日本とオーストラリアの比較から

0芳賀健治(東京家政学院大学)

1)ヘノレシーエイジング

日本の少子高齢化は、今後も極めて急速に進行すると予測されており、若年層の年金、

医療等の社会保障費の負担が高齢者層を支えきれなくなる不安が強まっている。こうした

事態に備え、政府は 1980年代以降、急速に高齢者対策を進めてきたが、 2000年以降の

課題としていかに高齢者の病気の発生率を抑制し、痴呆性老人や寝たきり、重介護を防

止するかが緊急の課題となっている。少子高齢の時代にあっては、保健・医療・福祉の分野

で高齢者サービスの無駄をいかに無駄を省き、不必要な入所、不必要なケア、不必要な長

期入院を減らすか等が各国の大きな課題となっている。

先進各国では、保健・医療・福祉の分野における高齢者サーピスを切り下げることなく、

いかにしたら高齢者にも若年層にも偏りの無い社会サービスを実行するかが緊急の課題と

なっている。このような動向の中で、最も現実的であると思われるのが、高齢者の重介護

防止、痴呆症の防止といった予防的な対策である。今日、アクティブな生活こそが高齢者

のQOLを維持する切り札として各国の政策担当者の関心を集めている。

高齢者の生きがいづくりや、体力づくり、健康づくりは即効的な効果は期待できないが、

長期的な視点で捉えるとこうした予防的な施策が最も効果が期待できる有効な対策である

といえる。

このような状況の中で、比較的うまく対応していると思われるのがオーストラリアの高

齢者サービスであると思われる。すなわち、財政負担をできるかぎり抑制しながら、なお

かつ元気な高齢者から痴呆性老人にわたる総合的な高齢者サービスを展開し、へルシーエ

イジングという視点から、特に予防的な部分に力を入れやすいシステムがオーストラリア

にはあるように思われる。オーストラリアの取っている方向性は、医学的な視点のみにと

らわれず総合的な視点で高齢者の生活全体を捉え、総合的な対策をとろうとしているよう

に思われる。

本論では『ヘルシーエイジング』とし、う視点から日本とオーストラリアの高齢者サービ

スを比較しながら、日本における今後の少子高齢化対策の指針の策定に役立てようとする

ものである。

ヘルシーエイジングとは、 WHOが1999年4月7日の世界保健デイを契機として取り組む

ことになった比較的新しい概念である。すなわち、高齢者ができるかぎり QOLを維持し、

病気、障害を予防しようとする、予防医学的な観点から提唱された概念であると思われる。

WHOのへノレシーエイジングに関する見解では、特に『年を取ること(エイジング)を

単に保健医療の観点からとらえるのではなく，ライフサイクルの一環としてとらえる』、

『若い頃から健康を向上させる機会があることに注目し，健康を長期的な視点からとらえ

る』といった視点に基づいている。また、地域社会や世代聞の交流にも着目している。ヘ

ノレシーェイジングとは、高齢化に伴う身体的精神的機能低下、それにともなう QOLの低

下を防ぐために、特に高齢者の健康に対する投資や健康増進を図るための取り組みと考え

られている。

近年、高齢者の筋力低下、特に脚力の低下が廃用性症候群や寝たきりを招くことが注目

されている。浜松医大の金子満雄教授によれば、日本の痴呆性老人の9割は廃用性症候群

が原因と述べている。金子によれば、 「ライフスタイルj こそが最も痴呆症の発症に影響

を与えるものであり、痴呆症の多くは予防できるとしている。高齢者の健康の問題につい

ては、高齢者の健康観、健康評価指標、健康管理手法のいずれも十分確立していないの

が現状であるが、高齢者のトレーニング、については、これまでの常識が覆されるような

新たな知見も明らかになっている。すなわち、後期高齢者であってもトレーニング効果
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が得られることや、アクティブなライフスタイルが痴呆症防止に大いに役立つといった

知見である。

高齢者の保健・医療・福祉における無駄を省き、膨大な医療費を抑制するためには、

今後医学的アプローチ以外の、スポーツやレクリエーションプログラムによる予防的な

アプローチが緩めて重要となってくるのではなかと思われる。

2) オーストラリアの優れた点、着目した理由

こうした現状を見て行く中で、最も現実的で日本の現状の改善に役立つのはオーストラ

リアの政策ではなし、かと思われた。

その理由としては次のような点があげられる。

①総合的な高齢者政策の中に、地域・在宅ケア、施設ケアだけに留まらず、健康な高齢者

も対策の中に組み込みやすい制度になっている。住宅改造、高齢者スポーツその他高齢

者の生活全般からアプローチするシステムとなっている。

②高齢化にともなう機能低下、介護等の諸問題に総合的にアプローチしている。

③医療と保健、福祉の三者の垣根が低い。各職域の縄張り意識が薄い。

④医師の地位に比較して、他の看護婦、作業療法士、理学療法士、ソシアルワーカ一等の

専門職の地位が比較的高い。実際に現場に立ち、被介護者と最も密接に関わる中間的な

職域の人材がオーストラリアの高齢者介護の大きなパワーになっている。

⑤高齢者の幸福感が先進国中最も高い比率を示していると思われる。

@質素で無駄が無く、高齢者の選択できる余地が残されたサービスを目指している。オー

ストラリア人からみると、日本の高齢者介護はお金がかかりすぎていると感じるようで

ある。

⑦アセスメントシステムが最も完成され、民主的な方法で運営されている。(チームアセ

スメント・AC A T=Aged Care Assessment Team) 
⑧すでに慢性病や障害を持っている高齢者で、も身体活動による症状の改善を目指す動きが

あり、今後の政策に取り入れようとしている。(高度の医療、高度の介護でなく、素朴

で自立志向の取り組みとして高く評価できる。)

⑨人間的交流を基本に据えて、無駄の無いサービスを行えば採算が取れることをオースト

ラリアのケースでは示唆している。

(a)オーストラリアの高齢者ケア改革の特徴

オーストラリアの高齢者ケアは、 『中福祉・中負担~ w自立とその支援型』という基本

姿勢が見られる。オーストラリアは、安易に施設入所を勧めるよりは、地域や在宅でのサ

ービスの種類と量を増やし[無駄を省く J姿勢をとっている。

オーストラリアの高齢者介護国ccを検討してみると、効率最優先的なケアではなく、そ

の人その人のニーズに合わせた細かなアセスメントと、医療的措置だけに偏らない総合的

なケアがし、かに重要であるかが分かる。特に社会的側面からのアプローチは重要である。

日本では、医療や介護の側面ばかりに関心が払われるが、国家的戦略という大きな視点、

でみると、高齢者の体力低下(特に脚力)をいかに防ぐか、精神的にネガティブな状態か

らいかにポジティブ、な状態に持っていくか等、介護以前の予防的段階の政策立案が今現在

最も求められるべきであると思われる。

特に重要な点は、一時的な病気や骨折等の障害が発生し通院した後の不活発でネガティ

ブな生活が、二次的な廃用性症候群、その後の重介護(寝たきり老人)、痴呆性老人を多

数生み出しているという現状認識を持つことである。日本の介護保険では、一時的な病気

や怪我の後では介護保険の対象者とはならないケースが多い。しかし、この中間段階で要

介護の老人が多数生み出されているのであり、この早い段階での国家的取り組みこそが日
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本の将来を左右すると言っても過言ではない。

3)オーストラリアにおけるヘルシー・エイジング
オーストラリアにおけるヘルシー・エイジングとは 「高齢者は健康で，自立し，かっ

家族や地域の生活の中で積極的に社会参加しており，またできるようにするべきであるj

とする考え方と定義されている。たとえ介護が必要になってもできる限り地域と在宅でカ

バーできるような条件づくりをすすめ、それでも対応ができない痴呆性老人については施

設(ナーシングホーム)での介護を行うという基本姿勢が見うけられる。西村の報告によ

ればオーストラリアの高齢者に関する現状認識を整理すると、次の通りである。

1) 高齢期になっての健康問題は予防できるものであるという考え方が普及している。

2) 実際にも高齢者は適度な運動、食事、社会活動などを通じて健康なライフスタイル

を維持している。

3) 高齢者のほとんどは人生に満足し幸せであると感じている。

生活時間調査、健康意識調査等各種の調査でオーストラリアと日本の高齢者の問にはあ

まり大きな差は見られない。西村は、オーストラリアの高齢者の満足度調査を紹介してい

るが、 『高齢者の 78%が自分は幸せだと感じており、特に隣人・友人・家族に対する満

足度が高い』と報告している。これは、文化や地域社会の違いもあるが、この幸福感の高

さがどこから来るのか、予想される仮説としては次のような点が挙げられる。

①ローンボー/レが日本のゲートボールと同じように全国各地で盛んに行われており、高

齢者の肩のこらない社交場となっている。

②地域社会が、オーストラリアに特有の「フレンドリー」が雰囲気であること。

③他人を信用できる雰囲気がある。

④ fおおらか、おおまか、オーストラリアj と現地の日本人が揮織するような、細かい

ことにはこだわらない雰囲気があること。

⑤地域社会の治安が良く、高齢者には比較的安全な環境があること。

@オーストラリアでキャラパンと呼んでいる自動車旅行が盛んに行われており、各地の

キャンプ場を渡り歩きながらオーストラリア 1周をする高齢者が多い。この満足感が

極めて高い。また、キャラパンが高齢者の余暇活動として積極的に認知されている。

⑦ローンボール、キャラパン、ボランティアをはじめ様々な高齢者のアクティブな生活

を促進するような風土・雰囲気がある。

4) 日本における高齢者政策の課題
(a)廃用性症候群の予防

総務庁が 1993年に行った「高齢者の地域社会への参加に関する調査Jによれば、高齢者の

約4割が、過去 1年間の生活において「無職で、かつ、何らかの社会参加活動にも不参加J
となっていた。廃用性症候群以前のいわばネガティブな状態の防止、 『安易な生活~ w身
体活動が不活発な生活~ r社会との関わりの無い生活』を防止するための全国民的な取り

組みが必要と思われる。特に高齢者にとってはアクティブな生活こそがQOLを維持する

上で重要であることを啓蒙し、高齢者がアクティブな生活をしやすい環境を整備していく

ことが極めて重要なポイントとなるであろう。

日本では多くの高齢者は、病気や状態が悪くなってから保健・医療・福祉の人材との関

わりが始まり、高齢者サービスの対象者となる。そうなる以前の段階からのアプローチこ

そが真に重要な方策と言える。

現在の日本では高齢者の余暇やスポーツ、レクリエーション政策との連携は十分に機能

しているとは言えない。
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(b)高齢者の体力づくりと総合的な高齢化対策

これまで見てきた日本とオーストラリアの高齢者政策との比較から、以下のような項目

が今後の日本の課題となっていくであろう。

①壮年期・前期高齢期からの健康づくりの今まで以上の普及・啓蒙

②高齢者スポ}ツや文化的活動、ボランティア等のネットワークづくり

③後期高齢期における健康づくり、体力づくりに関する研究とプログラム開発

④現在ある高齢者の健康づくり、体力づくり、生きがいづくりに役立てることができる

資源(ソフト一人材、遊歩道、ハード一自然歩道、大規模公園等の物的環境)の調査

およびそのコーディネート。

⑤「みんなのスポーツ (SportsFor All)運動J (文部省)、保健・医療・福祉政策(厚

生省)、高齢者に関わる調査(総務庁)、高齢者の就業(労働省)等複雑にからみあ

った高齢者のQOL向上に関わる行政の仕組みを改め、これらを統合し、総合的な高

齢者サーピスができるような体制づくりを行うこと。

こうした予防的措置を講じて行く上でも、チームによる総合的なアセスメント方式-

ACAT ( A C A T Aged Care Assessment Team )のようなシステムは日本においても絶

対的に必要になると考えられる。健康づくり、生きがいづくり、体力づくりに関わるスタ

ッフがこのメンバーに加わることで、元気な壮年時代あるいは前期高齢期からのデータを

活用することもできるであろう。

高齢者の健康問題に関しては、身体活動を増やす国家的プロジェクトが緊急に必要な段階

だと強調したい。健康から病気・障害へと至る中間段階での対応、 QOLの確保を保障す

る高齢者サービスの必要性を何よりも強く訴えるものである。この段階での対応の違いこ

そが、じつは日本の高齢者の幸福感とオーストラリアの高齢者の幸福感の比率に大きな違

いが出る原因ではないかと思われる。

5)今後の課題
少子高齢化、これに伴う社会保障費の膨張、核家族化の進行、子供世帯と別々の地域で

高齢化を迎える等の社会の変化に伴って高齢者自身の考え方も変化してきている。そこに

顕著に見られる傾向は「自立・自助Jとしづ方向性である。

このような時代にあって、オーストラリアの高齢者の自立を最大限支援するという国民

の意識とそのシステムの運用方法は、日本の今後にとって大いに参考になるのではなし、か

と思われる。オーストラリアの場合、北欧や米国の富裕層のような「豊かなjサービスは

無い。サービスを受けるための基準も日本の現状と似ている。

しかし、日本と間程度の社会負担ながら、無駄を省き、質素ながらも軽度の介護の段階

からQOLの確保とQuality Careが為されている。 w中福祉・中負担Jl W自立とその支援

型』という基本姿勢に加え、ヘルシーエイジングを促すようなライフスタイルこそが、介

護保険施行後の日本が向かうべき方向を指し示しているのではなし、かと思われる。

具体的には、スポーツやレクリエーション、旅行・自然との触れ合い、生涯学習等に関わ

る高齢者のQOL向上を目指す政策の立案が、危機的な少子高齢化の中で極めて重要な社

会保障政策のひとつとして位置付けられる必要性がある。

注)

1)本研究の資料は、主としてオーストラリア大使館内図書館の資料を参照した。資料の

詳細は大会発表時の補足資料に紹介する。

2)図版、表の資料は大会発表時の補足資料として発表する。
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玉三巴

民間レクリエーション団体の NPO法受容過程に関する研究(2)

赤堀方哉(梅光女学院大学短期大学部)

【序論1
1998年の「特定非営利活動促進法(以下、 NPO法)Jの制定以来、 NPO法人として

認証を受けた団体数は順調に増えつづ、け、 2000年 9月の時点では 2594団体に上る

(図 1参照)。地域別に見ると、首都圏が 1030団体、関西圏が 337団体であり、この岡

地域で全体の過半数を占めるなど都市圏を中心にしながらも、全国的に広がっている。

また、分野別で見ると、保健・医療分野が最も多く 64.2'iもであり、社会教育 34.9判、ま

ちづくり 32.0%、子ども健全育成 31.3%などがつづいている(但し複数回答可)1)。この

ように様々な分野で社会に欠かせない役割を担うようになってきている。
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O 
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図l.NPO法人の認在数の推移

2000年8月

そもそも NPOとは、「利潤をあげることを目的としない、公的活動を行う民間の法人組

織jとサラモンによって定義されている 2)。市場原理によって動く企業は、地域の人が誰

でも享受でき、また誰かがそれを享受することによって他の誰かの利益が減ずることがな

いという公共財の供給には適していない。そのため、公共財の提供は政府が請け負って

きた。しかし、政府は公平に資源を分配するという大きな制約が課されているため、阪神

大震災時のボランティアの活用の不手際にみられたように、しばしば迅速な行動がなさ

れなかったり、非効率的なものになったりする。これらの企業や政府の失敗を是正する

力を NPOは持っているとされている。なぜならば、 NPOの活動に関わる費用は、強制

的に徴収された税金ではなく、自発的な寄付と労働によるものであるからであり、その活

動の動機は自己利益ではなく、その活動に何らかの意義を感じることによるものであるか

らである日)。

NPO団体は、団体によって専従の職員を置く場合もあるが、その構成員の大部分は

自由時間に、自発的な意思で活動に参加している。そしてその活動に楽しさと社会的

な意義を見出しているのである。この意味において、 NPO活動とレクリエーション活動と

は接点を持ちうる。レクリエーション団体が、その活動を会員の楽しみとしてだけにとどま

らず、地域にその楽しみを提供することを意図したり、地域作りを意図する場合には、

NPO活動たり得るのである。しかし、レクリエーション活動をNPO活動と捉え、研究がな

されるととは少ないのが現状である。そこで本研究では、 1999年 5月に NPO法人とし

て認証された「子ども劇場下関センター」を対象として研究を行った。赤堀ら(1999)4)に

おいて、 NPO法人として認証後、半年間の動向は報告している。本研究では、その後
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の活動の展開を報告するととを通じて、 NPO法の受容が民間団体に及ぼした影響を明

らかにすることを目的としている。

[研究方法1
1.調査対象

子ども劇場おやこ劇場は 1966年に児童劇を中心とする観劇団体として始まったが、当

初から単なる「劇を見る会」を志向しているのではなく、「子どもの文化を皆で考え合い、

創造していく会Jを志向している。その活動は毎月千円程度の会費を集め、劇を見る

「鑑賞企画」とキャンプ・お祭り等の「活動企画」と呼ばれる子育て活動という 2つの柱と

なる活動を展開している。今日では全国に 760劇場、 50万人の会員を持つ大規模な

民間レクリエーション団体であるが。

これらの劇場のうち 2000年 9月時点、においては、都道府県組織では 14団体が、単

位劇場では 22団体が NPO法人として認証されている。このうち子ども劇場下関センタ

ーは、 1999年 5月に単位劇場としては 2番目に早く NPO法人として認証され、その

後の子ども劇場の NPO法人化に大きな影響を与えた団体である。

2. 調査方法

1999年 10月から 2000年 9月にかけて、劇場事務局において事務局長、代表委

員、その他会員に直接面接法によるインタビュー及び、内部資料の分析によって、デー

タの収集を図った。さらに、活動に参与観察し補足的な資料を収集した。

3. 調査内容

調査内容は、「会員の変動Jを中心とした団体の動向である。

【結果及び考察1
1.組織の変容

NPO法人としてのスタートに際して、会員を「正会員」、「活動会員j、「支援会員」、

「費助会員Jの4つに区分したが、当初は会費額は「正会員」、「活動会員Jはともに、月

額 1300円、「支援会員」、「賛助会員Jはともに年間一口 5000円で、あった。これが、「正

会員Jは、大人が 2000円、子どもが 1000円に、「活動会員」は、大人が 1500円、子ど

もが 1000円に変更された。さらに、会費以外に「活動企画」の参加に際しては、会員外

の参加者と同額に参加費を、鑑賞企画に際しては一律 500円の参加費を支払うことに

なった。(表 1、表 2参照)

表1.会費額の変更

現行額 変更後

正会員(大人) 2000円/月

正会員(子ども)
1300円/月

1000円/月

活動会員(大人) 1500円/月

活動会員(子ども) 1000円/月

支援会員 5000円/年 5000円/年

賛助会員 5000円/年 5000円/年
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これにより会員の負担額は大きくなった。特に正会員の大人の場合では、負担額は

変更前の倍程度になる。この会費額の変更は従来の劇場活動から大きな変更である。

なぜならば、年に何回かの生の舞台を見るための積み立てであり、劇を見るシステムを

維持するための必要経費とし、うのが会費の位置づけであった注へとの変更により、舞台

鑑賞の度に会員であっても一律 500円の参加費を払うために、会費が劇を見るための

積み立てという意味は薄れた。「鑑賞企画J時の一般の参加費は活動ごとに設定となっ

ているが、 2000 円程度程度であり、年間の「鑑賞企画」は 2~3 回のため、一般参加者

として企画ごとに参加するほうがトクなのである。

つまり、この変更によって会費は活動のための経費の積み立てではなく、会を運営す

るための経費として実質的に位置づけられたのである。そして、会員は自らの利益を享

受するために会員であるのではなく、「子どもの社会参画の機会を拡充し、かつ子どもの

豊かな成長に寄与するJ6)という目的を実現するために会員となると、位置づけられた。

しかし、この会費額の変更によって、会員数は激減している(表 3参照)。特に、活動

会員の減少が目立つ。会費額の変更を期に「正会員Jから「活動会員」へと変更した者

もあり、活動会員の退会率は非常に高くなっている。会員区分の変更時に、「正会員jを

「この法人の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人」とし、「活動会員Jを「この法

人の目的に賛同して入会し、活動に参加する個人」とした。自己を活動の提供者として

位置づけるものは「正会員Jであり、活動の受益者として位置づける者は「活動会員Jと

なっていたのである。そのため、活動の参加には「活動会員」でいるととの金銭的なメリッ

トはないため(むしろデメリットである)、退会が続出したと考えられる。「正会員Fを選んだ

者には、劇場活動の目的に賛同する者が多く含まれるため、負担額の増加にもかかわ

らず、退会者数は「活動会員」と比較して少なかった。したがって、この会費額の変更は、

会員区分の変更の際には金銭的なメリット・デメリットが明確ではなかったため、明かに

ならなかった会員内での活動に対する期待の差を露呈することになったと言える。

表 3.会員数の変動

| 会員 | 
l|  

2401 ...1 正会員 701 J 正会員 I 52 (一26%)

I "'1活動会員 I1701 "'1活動会員 I107 (-37%) 

この会員数の減少は、会の運営に大きなダメージを与えるであろう。法人化以前は事

務的な業務は会員の管理と情報提供、鑑賞活動のための劇団との交渉と会場の準備等が

主なものであった。法人化後は、これらの業務に加えて、他団体や行政との関係に関する業

務と活動企画の増加に伴う業務、 NPO法に定められた書類の作成等、業務が大幅に増加

している。このため、法人化に際して、専従職員を 1名から 2名に増やしたため、管理費

は大きく増加している。この増加した管理費を減少した会費でまかなうことは困難である。

当面は事業による収益や、助成金等で補うことになるであろう。しかしこれらは安定した

収入とは言えず、 NPO法人としての拡大した活動を支える経済的な側面は非常に危う

いものであると考えられる。この経済的な側面での基盤の危うさは、団体の存続を危うく

するものである。早急に改善される必要があると言えるだろう。

[まとめ】

赤堀ら(2000)に引き続き、民間レクリエーション団体を対象として、 NPO法の受容が
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団体に与えた影響を研究してきたが、以下のようなことが明らかになった。

1)会費及び参加費の変更により、会員で、あることの意味づけの変容がおこった。すな

わち、従来は会員は劇を見られる等の自己の利益のために会員であったが、変更

後は、子ども文化振興の担い手となるために会員となっている、という意識の変容が

迫られた。

2)活動の提供者としてではなく、受益者としての自己を認識している者は、上記のよう

な意識の変容を迫る会の方針を受け入れられず、多くの退会者を出した。

3) NPO法人としての出発は、業務の増加を促し、それは管理経費の増加を意味して

いる。しかし、会員数の減少により、安定的な収入源が減少し、その経済的基盤は

危ういものとなっている。

以上のように、 NPO法人として認証されてから 1年半が経過するが、 NPO法人として

の公益性を確保するために、様々な変化が団体内に生じていることが明らかになった。

本研究では特に、会員に利益を提供する団体ではなく、地域に向かつて利益を提供す

る団体としての位置づけを明確にするために行った会費及び参加費の変更が及ぼした

影響について明らかにした。

個人の利益と社会の利益はしばしば矛盾する。地域社会により貢献できる団体を目

指しての団体の改革が、個人の利益を減少させ、結果として会員数の減少につながり、

これは団体の存続を危うくしている。この個人と社会とのアポリアをし、かに解消していくか

は永遠の課題であろう。

個人的な利益の減少にも関わらず、継続して会員となっている者の多くは、団体の社

会的責任に共感して会員でありつづけるというよりもむしろ、団体での活動に楽しさを見

出している者が多い。活動を提供するという活動自体を魅力あふれるものにしていくこと

が不可欠であろう。さらに、 NPO法人の安定化、活性化をはかるためには、個人的な楽

しさや善意に頼るだけでなく、税制優遇等を含む NPO法人を取り巻く環境の整備も不

可欠なものとして望まれている。

注1) もちろん従来から理念的には劇場活動は観劇だけを目的とするものではないの

で、会費は劇を見るための積み立てという位置づけを、劇場の理念としては否定

するが、一般会員には劇を見るための積み立てとして理解されている。

注2) 法人化後の入会者には、団体の社会的意義に共感して入会する者が多い。
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匡三E
ニュースポーツの変容過程に関する研究 (1)

~ニュースポーツの制度化と競技志向の観点から~

O谷口勇一(財団法人福岡市体育協会) 山田力也(福岡大学)

1 .緒言

本研究を実施するにあたって、報告者らが注目しなければならなかったことは、日本国内にお

けるニュースポーツの発展過程であり、主たさらには、今日におけるニュースポーツの捉え方は

いかにあるべきなのかという点であったり

この点に関しては、ニュースポーツ研究の我が直における第一人者である野々宮 (1993~) の

各種論稿を参考にしている。氏は 我が国におけるニュースポーツの発展過程を考えていく際、

アメリカにおける「ニューカルチャー運動」、さらにノルウェーの「トリム運動Jに原点があると

論じ、両国における「高度産業化社会に生きる現代人のこころとからだのバランスを取り戻すた

めに医療の代わりにスポーツを推進しよう J とする理念の高まりがあったと述べ、このような動

向が後年日本においても継承されることによって 「増大してくる高齢者の健康問題は、国民一人

ひとりの自覚に委ねておくだけではすまされなくなり 生涯スポーツの推進が追い風 j となり、

「競争原理に傾倒しない、『ニュースポーツ』の誕生をみることとなった J としている"'さらに、

稲垣は、スポーツ人類学的視点から、「ニュースポーツは、競争原理に終始してきた近代スポーツ

文化から超克した、いわば共生原理によるスポーツ形態に近づこうとする後近代スポーツ文化の

萌芽的現象である」と論じている(1995)。つ支り、両氏の論旨を要約すると、ニュースポーツと

は、「競技スポーツに参加できない人のために、あるいは競技スポーツが必要とする厳密な競技空

間がなくても楽しめるように、という精神が生み出した J(野々官)、いわば競技スポーツに対す

るアンチテーゼとしての存在意義を有しているものといえようュ

そこで本研究においては、上記したニュースポーツに関する各種先行研究を踏支え、これまで

行われてこなかったニュースポーツ実施者に対する意識調査を行い、現在のニュースポーツの実

態を把握し、ニュースポーツ誕生から今日までの変森過程を明らかにしていくことを目的とした。

そのことによって明らかにしようとした事柄は、概ね以下4点である。①ニュースポーツ実施者

の基本的属性の把握、②ニュースポーツ観の把握、③スポーツ価値意識構造の把握、④レクリエ

ーションに対する意識の把握、である。この 4点から、研究 (1)においては、主に①、②の分析結

果をもとに、「ニュースポーツの制度化と競技志向の関連性Jを、さらに研究 (2)では、③、④に

よって、「ニュースポーツ実施者のスポーツ価値意識j ついて検討を加えることとしたい c

2. 研究方法

(1)調査対象者

調査対象者は、財団法人日本レクリエーション協会加盟37団体、福岡県レクリエーション協会

加盟30団体の構成員と、福岡市レクリエーション・インストラクター講習会参加者であり、調査

票配布数は合計 1030部であった。

(2)時期および手法

調査は、質問紙調査法を用い、平成 12年3月 1!ヨ ~30 Iゴにかけて行った三調査票は、主ず、上記

各団体代表者宛に郵送し、それぞれの団体会員に配布を願い、その後、問 l以・返送までを依頼し
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ている。また、福岡市レクリエーション・インストラクター講習会参加者に関しては、同一会場

内にて質問紙を配布し、回収する集合調査法を用いている。

(3)質問紙の回収数及び回収率

加盟ニュースポーツ団体からの回収数は、 210部。福岡市レクリエーション・インストラクター

講習会参加者が阿部であったが、実質の有効回収数は、それぞtL1 83部、阿部であり、合計回収数

は261部であった c よって、最終的な有効回収率は25.3吹〕となる、

3. 結果と考緊

(1)個人的属性について

分析の結果、現在ニュースポーツを「実施している Jと回答した者が 1il:1 4"， (以下、実施群)、

実施していないと回答した者が 7自名(以下、非実胞 TJ'~ )であったっ

回答者のなかでも特に実施群の特徴を示すと、性別は、 「男性 J72.70/0、 「女性 J27.3%であ

り、年代目IJでは、 r51~60 歳代」が 4 1. 0%で最も多く、 r 6 I 歳以上Jが 21.6%とあれ、ており、

比較的今回対象者の年代は高いことがわかった円

現在行っているニュースポーツを始めるきっかけとしては(複数回答)、「友人・知人に誘われ

て」が 28.2%ともっとも多く、以下、「健康のため Jlil.6%、「仲間っくりのため J17.6%、「し、き

がいをもつため J 11.0%と続いている。一方、「今支でやってきた競技スポーツに体力がついてい

かなくなったから(1.3%)J、「今までやってきた「スポーツ j に飽きたから・面白くなくなった

から(1.0%)J という回答結果から、いわゆる既存スポーツ種目の代替としてニュースポーツに

取り組んでいるのは少数であることがわかったっ

実施群におけるニュースポーツを始める以前の、ちしくは現在行っている「スポーツ」経験に

ついて訊ねたところ、「なし、」との回答が:11.7%であった口スポーツ経験者の 1:1二lには、「全国大会

レベル」の競技歴を有する者が 14.8%、「地方大会レベル Jが 5.fju!t)、「県大会レベル jが lfi.il%、

「市町村レベル」が 21.3%含まれていることから、本調子主主j象のニュースポーツ実施者の特徴と

しては幅広い体力や技能を有する者によって構成されているといえよう、

(2)ニユースポーツ観

表 1. 二ユースポーツ観(ニュースポーツはレクかスポーツか〕門(%)

実施群 非実施群

レクリエーション的注〕 93 (509) 56 (718) 

既浮のスポーツ的注) 81 (442) 4 ( 5.1) 

その他 7 ( 38) 6 ( 77) 

無回答 2( 1.1) 12 (154) 

合 dt 183 (1000) 78 (100.0) 

P< 0.001 
注)rレクリエーション的J むしろレクリエーションに近い」十「完全なレクリエーションである」

「既寄のスポーツ的J 既君子のスポーツかわらない J+ rどちらかといえば既存のスポーツ」

ニュースポーツ実施群が「ニュースポーツ Jをどのような七のとして捉えているかを把握する

ために、「ニュースポーツ観」を訊ね、非実施群との比較を試みた(表1).， 
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ニュースポーツを「レクリエーション的 J と問答した者一 l士、実施群 50.9%、非実施群 71.WYoで

あったが、ニュースポーツを「既存のスポーツ的」と回答している者 l士、実胞群で約 4割強を占

めたが、非実施群では 1害IJにもみたなかった U

この結果、実施群にとってニュースポーツは「既存のスポーツとなんら変わりのないもの j で

あると捉えられている傾向が強いことが明らかとな σた。しかし、実脳群のニュースポーツ観は

「既存のスポーツ的J、「レクリエーション的Jともに約 5都を示していることから、ニュースポ

ーツの実施種目によってもその与えるイメージが多少異なっているのではないかと推察される。

それでは、ニュースポーツはその活動自体に何を期待されているのか。ここでは「ニュースポ

ーツに期待し得ること j として「期待要素 J 12項目を質問内容として設定し、それぞれに対する

期待感の程度を「強く期待 5J ~ r全く期待しない 1Jの 5件法によって訊ねた"結果の分析にあ

たっては、回答カテゴリーを間隔尺度とみなし、それぞれの項目ごとに平均値を算出し、実施tn'

と非実施群を比較検討した(表 2)。

表 2. 二ユースポーツへの期待度

実施群 非実施群 t 1直

友人や知人との交流を楽しむ 4.64 4.26 *** 

身体を鍛える 4.11 3.58 決**

白書のリラックス 4.41 4.34 n.s 

家族との交流を楽しむ 3.55 4.00 ** 

自然に触れる 3.52 4.11 *** 

日常生活からの開放感をあじわう 4.02 4.29 * 

知識や教養を高める 3.55 3.39 n.s 

好奇山を満たす 3.87 3.84 n.s 

スリルをあじわう 3.34 3.63 * 

実益(収入) Iこ結びっく 2.15 2.05 n.s 

世代やI也i曹を越えた人間交流 4.43 4.34 n.s 

棺手との競争 3.12 2.66 京大

(有意差 Pく0.001=**夜、 <0.01="火、 <005=*)

結果としては、両群のニュースポーツに対する期待)jlの高さには違いがみられている j まず、

平均値の高い上位 3項目を両群挙げてみると、実施1洋は「友人や知人との交流 (4.G4)J、fl止代や

地域を越えた人間交流 (4.4:3)J 、「心身のリラックス (4.4l)Jの順非実施群では「心身のリラッ

クス (484)J 、「世代や地域を越えた人間交流 (4.:H)Jが同率、次に rI二I~i吉生活からの開放J惑をあ

じわう (4.29)J の順となっている。

では、両者の平均値の差が大きい項目を抽出したいっ実施1ti:が非実 }j包群の値を l二回っている項

目は「身体を鍛える (0.5 :1)、実施群 4.11 一非実施群:~.5刷、「相手との競争 (O.4G)、実施荘、(， :i.12 

非実施群 2.GGJo 非実施群が実施群の値を上回っている項目は「自然に触れる(O.GD)、実施昨

:3.52一非実施群 4.11J、「家族との交流を楽しむ (O.G7)、実施il'(::~.GG ー非実施群-1 OOJ となった l
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では、実施群は今現在活発に行っているニュースポーツ種円(組織)が上部団体に加盟するこ

とに対してどのような意識を持っているのかっ f体育協会 J と「レクリコ二一ション協会」に刻する

加盟意向について訊ねたところ、 2つの団体への力IllV，I;意識は舟定的であることがわかったの

さらに、彼ら(実施群)は、今現在活発に行っているニュースポーツ種目が、全国大会や国際

大会で開催されることに対して約 9害IJの者が賛成(r大いに J+ r支あ J)と回答しており、現在

実施種目のいわばメジャー化を望んでいることが明らかとなったり

4. 結語

わが国におけるニュースポーツは、その発生以来どのような変容過程をたどってきているので

あろうかっここでは今回明らかになった分析結果と先行研究の所見から検討を試みることにする。

前山の野々宮によれば、わが国においてニュースポーツという表記がJljlt、られるようになった

時期は 1970年代後半とされている。その時期のニュースポーツ l士、障害者、健常者、老若男女を

関わず「みんな」が手軽に参加できるスポーツの総称といった意味合いが強く、そのことは国民

体育大会という競技スポーツイベントに対抗する形で設立された全国スポーツ・レクリコ二一ショ

ン祭の登場によって、よりその概念を強固なものにすることとなるつつ支り、当時のわが国にお

けるニュースポーツとは、「競技スポーツではない手軽で設で lもできる新しい身体活動 j であった

と捉えることができ、いわば、既存スポーツに対するカウンターカルチャーとしての位置付けが

適切であったと考えられるつ

しかしながら、本研究において、明らかになった事柄から推察すると、今日におけるわが国の

ニュースポーツは、その「質」を変容されていること(しようとしている)がわかるュすなわち、

そのことは実施者自身の意識が明らかに競技志向化に向かっていること、さらにニュースポーツ

自体のいわゆるメジャー化を意図していることから確認できょう。

このような変容の要因として考えられることは、ニュースポーツ組織の変容、すなわら「組織

自体のスポーツ化」という事態が生じてしまったせいなのではなかろうか。江刺は、競技スポー

ツと軽スポーツ(この場合、ニュースポーツを軽スポーツと捉え)の差異を歴史的、組織的、さ

らには競技成績に鑑みながら、「正統的スポーツと異端的スポーツ j、「ヒエラルヒー型スポーツ

とネットワーク型スポーツ」、さらに「スベシャリゼーション志向とトータル・ヒューマニズム志

向j とに区別しようとした。確かに、ニュースポーツが発生し、社会的に認知され始めた時期は

そのような区別が適当であったと j旦われるが、行政をはじめとした関係機関がニュースポーツを

生涯スポーツ振興の戦略として位置付け始めたこと、さらには日本独自の文化・風土~組織内の

タテ社会の力学が発揮され始めたこと等によってニュースポーツは変容を余儀なくされてきてい

るのではなかろうかο このことはゲートボールの事例に象徴的であるといえよう"

主要引用・参考文献

野々宮徹 fニュースポーツへの接近Jニュースポーツ研究会編『ニュースポーツとは何か~そ

のスポーツ史的考察』平成4年度水野スポーツ振興会助成金研究成果報告書.1992 

野々宮徹「ニュースポーツのあゆみj みんなのスポーツ.1998 

稲垣正浩「ニュースポーツの誕生とその背景」体育科教育.1995 
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匡ヨE
ニュースポーツの変容過程に関する研究 (2)

~ニュースポーツ実胞者のスポ ー ツ 価 値 意 識 を 中 心 に ~

O山1]3力也(福岡大学) 谷口勇一(財団法人福岡市体育協会)

1 目的

前述の研究の(1)においては ニュースポーツの変容過程を、特に制度化と競技志向

性に着目しつつ検討を試みた。

結論として報告者らは、実施者ーに対する昔、識調査の分析結果からニュースポーツの変存

が生じていることを確認することとなった Q そのことは、「明らかな競技志向性の向上」と

「ニュースポーツのメジャー化」を示唆するものであり、今後そのような傾向がより強ま

るものと推察した。

それを受け、本研究 (2) では、主にニュースポーツ実施者のスポーツ価値意識ととも

に、「レクリエーション」に対する意識に焦点を移行し、ニュースポーツの変容動向に関す

るより詳細な検討を試みることとする。

2. 研究方法

調査対象者・調査方法については、研究(1)と同ーであるが、「スポーツ価値意識j に

該当する回答結果の解釈を、下記の理論枠組みに従って検討を行った。

1 ) rスポーツ価値意識j の理論的枠組み

一般に価値意識とは「ある主体が世界の中のさまざまな客体に対して下す価値判断の総

体J1) であり、スポーツ価値意識は「スポーツ行動の諸局面における価値判断の総体J2) 

とおEえら才Lる Q

さらに松尾川はスポーツ価値意識を探求することについて、「個人のスポーツ行動特性

やそのスポーツ組織や集団の特性、さらにスポーツの特殊性を明らかにすることのみなら

ず、その国における一般的な佃i値意識の解明にも貢献し得るという意味において、極めて

重要な作業である。」と述べている。

以 t、スポーツ価値意識を探ることの重要性を確認したところで、本研究では、上杉に

よる 2つの基準軸を基にしたスポーツ価値意識の四類型に準拠し分析を行うことにする。

3. 結果と考察

1 )スポーツ価値意識構造の把握

ここでは、下記の図 14)、上杉による 2つの基準取hを基にしたスポーツ価値意識の匹!類

型に準拠し、ニュースポーツ実施群および非実施群聞の比較検討を行うことでニュースポ

ーツ実施者のスポーツ価値意識構造を明らかにしていきたい。
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図 1.二ユースポーツ実施群、非実施群におけるスポーツ価値意識分類 N(%) 

同群のスポーツ価値意識(凶 1参照)は ともに約 G害IJを占める「レクリエーション型J

となっている。しかし、 4つのスポーツ価値意識のうち、両群の割合に差が認められたも

のとして「世俗内禁欲型J(実施併 1l.0'Yo、非実施群 iL2%)、「レジャー型J(実施i昨 1H.4%、

非実施群 25.H%)の 2つの意識が挙げられる。

以上の結果、ニュースポーツ実施群のスポーツ{i1li(.直意識は、非実施 1Þ~ に比べて「世俗内

禁欲型Jのスポーツ価値意識が強い傾向を示すものであったが、両i洋共に「レクリエーシ

ョン型Jをベースにしていることが明らかになった Q
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2 )レクリエーションに対する意識

次に、ニュースポーツ実施群および非実胞群のレクリエーションに対する意識を杷慢す

ることで、ニコースポーツ実施者のレクリエーション観を明らかにしていくこととする。

方法としては、レクリエーションに閲する Ul の項目を設定し、それぞれに対する考え土

の程度を r5 強く賛同する J~ r ] まったく賛同できないJの 5件法によって訊ねた。

なお、 lB項目の設定にあたっては、簡易 l杓予備調査を実施している。

回答結果の分析にあたっては、回答カテゴリーを間隔尺度とみなし、それぞれの項目ご

とに平均値を算出し、 t検定によって阿群の比較検討を試みた(表1)。

表 1. レクリエーションに苅する意識

I頁 目 実施群平均値 非実施群平均値 t横定

交流の揚 4.54 4.56 

出会いの揚 4.43 4.64 ** 
遊び 4.16 4.31 

ストレス解消 4.33 4.18 

スポーツ 4.10 366 〉ド**

創造力の向上 391 3.97 

自主性 4.12 4.31 * 
連帯感 4.41 4.26 

協調性 428 428 

面倒くさい 2.08 2.54 ネネネ

はずかしい 2.04 2.72 〉ド**

わざとらしい 1.81 2.33 〉ド本*

マニア的 1.83 2.15 〉ド

牢 5%以下 料 1%以下 料*0.1 %以下

分析の結果、両併ともに平均値の高い項目としては、「交流の場j、「出会いの場j、rl品誹

性」となり、 fllij併のレクリエーション槻は、「コミュニケーション・スキル要素 j として捉

えることが可能であろう。逆に、平均値の低い項目は、「面倒くさしリ、「はずかししリ、「わ

ざとらししリ、「マニア的」といったものであり、レクリエーションのネガティブなイメー

ジに対しては、全体的傾向として否定的であることがわかった。
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さらに、同11干におけるレクリエーション観の差異を検討する目的から、 仁検定を行った

ところ、有意差がみられる項目としては、「出会いの場(実施群 4.1:1・非実施群 4.G4)J、

「スポーツ(実!i菌群 4.10・非実施群:1.GG)J、「白主性(実)j包群 4.12・::11=実施e&4.:1l)J、「市i

倒くさい(実施群 2.08・非実施群 2.(4)J、「はずかしい(実施群 2.04・非実胞群 2.72)J、

「わざとらしし、(実施群l.81・非実施群 2.:1:1)J、「マニア的(実施群1.8:l・，11=実施11下2.15)J

の 7JII卜|であった O

このなかでも特に注目したいのは、 0.1'%水準以}ごの危険率で fjl;Ij1手間に有意差を確認して

いる「スポーツ Jであろう。この「スポーツ」に関しては、実施群ほど賛同の意向が強い

ことがわヵ、る ο このことから伺いしれるニュースポーツ実施者のレクリエーション観とし

ては、レクリエーションの有しているいくつかの要素、すなわち、前述のコミュニケーシ

ヨン・スキル 1']':)な部分に対しては大いに宵定的であることから、レクリエーションの本質

的理解はなされている。しかしながら、それだけではとどまらないレクリエーションの有

するゲーム{生や、さらには競争性に対するよりl特度が比 l較的 I高し、といえそうである。

4‘結5吉
本研究では、今後のニュースポーツの変容過程在予測する目的から、ニュースポーツ実

施者のスポーツ 1111i値意識と、レクリエーションに対する意識に焦点を当て検討してきた。

その結果、ニュースポーツ実施併のスポーツM!i値意識は、非実施併と共に「レクリエーシ

ヨン型 j をベースにしていることが I~~ らカ、になった J しかし、そのレクリエーションに対

する両群の意識を比il渋してみた場合、レクリエーションを「スポーツ」として捉えている

傾向がニュースポーツ実施1j干の意識において、より顕著に表れていた Q との傾向は、全国

スポーツ・レクリエーション祭の参加者の競技意識に対して行った調査 5)において報告さ

れている「参加者の極めてチャンピオン志向の競技者に近い『準競技者』的な意識が特徴

として見られる J とほぼ符合すると思われ、今後、ニュースポーツがより競技志向性を強

めていく可能性が高いことを示唆する結果となった。つまり、今日のニコースポーツは「発

生当初の競技スポーツに対するアンチテーゼとしての存在意義を有していた」ものから、

その「質j が変容してきていることが明らかである。その変容の要因を解明していくこと

が今後の早急な課題となってくると忠われる
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互三回
レクリエーション・スポーツクラブの活動状況と意識に関する事例研究

ークラブ活動への参加状況と加入状況による意識の違いについてー

長岡 雅美(武庫川女子大学)永松 昌樹(大阪教育大学)宮崎千枝(大阪体育大学大学院)

1.はじめに

「総合型地域スポーツクラブ、の育成j は、少子高齢化社会の進展、生活環境の利便化に伴う身体活動

の不足、コミュニティ感情の希薄化などを背景に、誰もが主体的、継続的にスポーツを親しむ環境づく

りのーっとして進められている事業である。文部省や財団法人・日本体育協会などが中心となって、市

町村ごとにモデ、ル事業が実施されてきた。文部省は総合型地域スポーツクラブの育成について、①既存

スポーツクラブの集合、②スポーツ少年団のピ、ルドアップ、③体育協会や競技団体の協力、④体育指導

委員等のスポーツ指導者への呼びかけ、⑤社会教育団体の協力など、いくつかの形態から発展させると

しているが、あくまでも地域住民の自主的・自発的な意思に基づくものとしている。そしてクラブ設立

のメリットとして①地域住民による自主的運営、②拠点となる施設の保有、③多種目活動の可能性、④

指導者資格保有者の有効活用、⑤多様な世代による交流、⑥地域住民の交流をあげ、人々の健康・体力

増進だけでなく潜在的なスポーツ実施者を呼び起こそうという狙いをあげている。

一方、兵庫県では、「地域スポーツ活動支援事業」のーっとして「スポーツクラブ 21ひょうごJという

事業が展開されることとなった。これは法人県民税超過課税による文化・スポーツ・レクリエーション

の推進事業 (CultureSport Recreation ; CSR事業)で行われてきた施設の整備等について、第 5次延

長(平成 12年~平成 16年)によって財源を活用し、地域のスポーツ組織の活動を支援しようというも

のである。この背景には、少子高齢化の進展など、子供たちを取り巻く社会的な環境の著しい変化がみ

られる中、地域や家族の教育カが低下しており、社会で生きていくために必要な規範意識の欠如、また、

「いじめJ• r不登校J・「校内暴力j等の緊急かっ重要な教育課題が提起されていることがあった。そこで、

これらの課題に向けて地域社会の教育カを活用しつつ、 CSR活動拠点施設を含む既存公的施設等の効果

的な活用や学校週 5日制の実施等も勘案し、地域のスポーツ組織を支援したいとしている。すべての県

民が小学校区を基本単位として地域におけるスポーツ活動を主体的かつ継続的に参加することができる

環境を整え、これらの活動を通じて親子や地域の人々とのふれあいを促進するとともに、青少年の健全

育成を図り、県民の健康保持増進にも寄与しようという狙し、が示されている。

このような動きを受けて、地域において実際に複合型あるいは総合型の地域スポーツクラブを発展さ

せようとする場合、どのような運営組織にするのか、どの程度の規模にするのかなど取り組む課題は多

い。また、既存スポーツクラブはその多くが単一種目型であり、それらが複合型あるいは総合型地域ス

ポーツクラブに発展していく可能性はあるのか、さらに一歩踏み込んで考えるならば、クラブの設立理

念やクラブの活動・運営状況などによっては、既存クラブが「地域スポーツクラブの支援」を必ずしも

望んでいるとは限らないし、そのような状況下においてそれらのクラブを発展させる必要があるかどう

かという議論も必要となるであろう。

地域スポーツクラブの育成事業が進められる中で、既存スポーツクラブの現状、とりわけ中高年者が

所属しているクラブを対象にして現状を把握し、適切なクラブ育成の方法や方向性について検討するこ

とが必要であろう。本研究では、既存クラブの現状として「クラブ、への参加状況Jならびに「クラブへの加

入状況jによるクラブ活動の行動意識の違いについて検証することにした。
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2.研究方法

アンケート調査の設計は、財団法人・日本体育協会によってまとめられた「総合型地域スポーツクラブ

育成jに関する報告書に記載されていた内容について吟味したのち、今回の調査対象となったクラブの特

質に合った項目に設定することとした。具体的には「基礎的属性(性別、年齢、活動年数、クラブ加入状

況、参加状況)J、「クラブへのアプローチ要素(活動の目的、クラブ選択の理由、入会のきっかけ)J、「ク

ラブ活動・運営に関わる諸条件の評価と期待j、そしてf継続意思とクラブ、の将来像jの5つの大きな項目

に分類できょう。

調査対象は、芦屋市レクリエーション・スポーツ協会に笠録している 17団体のうち研究調査への協

力依頼に対して承諾を得られた 14団体である。アンケート用紙の配布数は 490枚で、芦屋市レクリエ

ーション・スポーツ協会理事会に出席した 14クラブの代表者を通してクラブ員へ手渡してもらい、回

収についても各クラブでまとめ、クラブの代表者に理事会の際提出してもらった。調査期間は、 2000年

7 月 4 日 ~7 月 31 日とした。

アンケートの回収数は 413枚であったが、回収されたアンケートのうち 1枚は小学校低学年のクラブ

員が記入しており、回答数が極端に少なかったため分析対象から除外することとした。有効回答率 84.

1%であった。分析は回収された調査書をパーソナルコンピュータ上で SPSSver. 10jを用い、度数分

布表をもとに統計量を算出した。さらに「クラブへの参加状況(r無休群…休むことなくクラブ活動に参

加している」と「有休群一休むことがしばしばあるJ) ならびに「クラブへの加入状況(r複数加入群 複

数のクラブに所属している」と「単一クラブ守群…一つのクラブだけで活動しているJ) の二つの比較に際

し、クロス集計と平均値の差の検定、さらに因子分析を用いた。

3.結果と考察

単純集計から求められた分析対象にみる特徴は、女性の割合が非常に高く、全体の 92.5%を占めた。

クラブ員の年齢は最年少者 10才、最年長者 89才で、その年齢差は大きいが全体的にみると 60才代が

47.8%と最も高い割合を占め、平均年齢は 63.1才であった。活動年数では最も短期のクラブ員が 1ヶ月、

最も長期のクラブ員は 35年で、あった。活動年数は 1年以上 10年未満のクラブ員が全体の 51.2%で最も

高く、クラブ員の平均活動年数は 9.3年であった。活動年数1年未満のクラブ員は全体の 16.2%で 8割

以上が 1年以上活動を続けている。クラブへの加入状況は、複数のクラブに所属している人は 30.1%、

1つのクラブのみに所属している人は 69.9%で、半数以上は単一クラブでの活動をしている。参加状況

については、「休むことなく参加している」という回答が全体の 61.4%と最も高い割合を示した。以下

多かった順に「時々休むことがあるJ(33.7%)、「休むことがしばしばあるJ(3.2%) となった。

3-1. r無休群Jと「有休群」

『有休群」は参加状況への回答のうち「時々休むことがあるJr休むことがしばしば」と回答した 152名で、

分析対象 (405名)のうち 37.5%であり、「無休群Jは「休まず参加しているJと答えた 253名 (62.5%)

である。「加入しているクラブの良いところは何ですか ?Jに関する 18項目において、クラブ員が認め

た内容についてクロス集計を行った。 (χ 二乗検定)0 r無休群Jが「有休群jに比して有意に高い差異が認

められた項目は、「活動が定期的であるJrいろいろな世代の人と活動ができるJr試合や発表会に出場でき

るJr種目の大会や発表会などの情報提供を受けることができるJrクラブの仲間と食事や会話を楽しむこ

とができるJの5つの項目であった。
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さらに「クラブ、へのアプローチ要素Jとして用いた、「活動目的 (5項目)J rクラブ選択の理由 (3項目)J 

「入会のきっかけ (5項目)J (し、ずれも 5 段階尺度)への該当状況を点数化 (5 点~1 点)し、その平均

値を二つの群ごとに算出し比較を実施した(平均値の差の検定)。いずれの項目においても「無休群Jが「有

休群jより平均値が高く、有意水準 (5%)を満たす差異が認められた項目はf試合や発表会に出場するJr仲

間との交流Jr技術の向上Jr気晴らし・楽しみJr身体を動かしたいJrこのクラブで行う種目に興味を持っ

ていたJrレク・スポ協会主催の教室事業への参加Jの7項目で、あった。ここまでの 2つの分析結果から「無

休群」は「有休群Jに比して「クラブ、活動への積極性jが強く、「発表の場jや「交流の場Jとしてクラブ活動へ

の魅カを感じている状況が示唆される。

「無休群jと「有休群」の「クラブ‘へのアプローチ要素Jを構成要因の違いから確認、するため因子分析を実施

したところ、「無休群」では 5つの因子に、「有休群」では 4つの因子に分類された。「無休群jの第一因子

は、 f芦屋市などの広報誌等による案内Jrクラブ活動の見学や体験入学Jrレク・スポ協会の教室主催事業

への参加Jr家族からのすすめJといった項目から成る『外的情報』因子、第二因子は「友人やクラブの仲

間と一緒に楽しむことができるJr気晴らし・楽しみJr仲間との交流Jといった項目から成る『人的交流』

因子、第三因子はf技術の向上Jr試合や発表会に出場するJといった項目から成る『技能発展』因子、第

四因子は「身体を動かしたいJr身体を丈夫lこするJといった項目から成る『身体運動』因子、第五因子はf友

達からの誘いJrこのクラブで行う種目に興味を持っていたjといった項目から成る『周辺要因』因子にそ

れぞれ集約できる。

一方「有休群」をみると、第一因子には「友人やクラブの仲間と一緒に楽しむことができるJrこのクラブ

で行う種目に興味を持っていたJr仲間との交流Jr気晴らし・楽しみjといった項目から成る『遊戯交流』

因子、「レク・スポ協会の教室主催事業への参加Jr家族からのすすめJrクラブ、活動の見学や体験入会Jr芦

屋市などの広報誌等による案内Jといった項目から成る『外的情報』が第二因子に存在した。第三因子に

はf試合や発表会に出場するJr身体を動かしたいJr技術の向上」といった『行動誘因』因子、最後に第四

因子は「友達からの誘いJr身体を丈夫lこするjといった項目から成る『運動交流』因子として集約できる。

「クラブ、へのアプローチ要素」について「無休群J で構成されている要因が『外的情報~ w人的交流~ w技能

発展~ w身体活動~ w周辺誘引』という 5 つであったのに比して「有休群j では『遊戯交流~ w外的情報~ w行

動誘引~ w運動交流』の 4つで成立していた。前述した「クラブ活動への積極性Jについても、多様な「ク

ラブ、へのアプローチ要素Jを背景に、さまざまなクラブライフのすごし方を認めつつ活動を楽しんで、いる

状況を「参加状況Jの違いで確認することができょう。本稿では、「活動年数Jと「参加状況Jとの関係に言

及していないため、この観点からの分析が必要となろう。

3 -2. r複数加入群j と「単一クラブ君事」

「加入しているクラブの良いところか何ですか?Jの 18項目について「複数加入群Jと「単一クラブ群」

の違いによるクロス集計を実施した (χ 二乗検定)0 r活動種目以外の行事があるJrいろいろな目的を持

った人と活動ができるJr所属しているクラブ以外の人との交流があるJrクラブの仲間と食事や会話を楽

しむことができるJといった 4つの項目について有意な差が認められ、「複数加入群Jの特徴を示唆してい

る。

「参加状況Jと同様に「クラブ‘へのアプローチ要素」の平均値を「複数加入群」と「単一クラブ群Jごとに算

出し平均値の差の検定を行った。 13項目の中でf気晴らし・楽しみJrクラブ活動の見学や体験入会Jにつ
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いては、「単一クラブ群jの平均得点が高かった。有為水準を満たす差異が認められた項目は、「仲間との

交流Jr身体を動かしたいJrこのクラブで行う種目に興味を持っていたJr友人やクラブの仲間と一緒に楽

しむことができるJr芦屋市などの広報誌等による案内Jrレク・スポ協会主催教室行事への参加Jについ

て「複数加入群jが「単一クラブ‘群」に比して高い値を示した。複数のクラブに所属する人々は「身体を動か

したいJr仲間との交流」を目的にし、クラブ活動に関する情報収集に積極性が見受けられる結果と受け止

めることができそうである。

[クラブへのアプローチ要素jに関する構成因子を抽出した結果、[複数加入群」では 5つの因子、「単一

クラブ、群」では 4つの因子に集約された。「複数加入群」では「芦屋市などの広報誌等による案内Jrクラブ

活動の見学や体験入会Jrレク・スポ協会主催教室行事への参加Jr家族からのすすめJといった「入会のき

っかけjの4つの因子から構成される『外的情報』因子が第一因子となり、第二因子には「技術の向上Jr試

合や発表会に出場する」という『技能発展』因子に集約された。第三因子では、「友人やクラブの仲間と

一緒に楽しむことができるJr気晴らし・楽しみJr仲間との交流」の 3つで構成される『人的交流』因子と

してまとめ、「友達からの誘いJr身体を動かしたいJという 2つの因子が存在する第四因子は、『活動交

流』因子とした。第五因子は、「身体を丈夫にするJrこのクラブで行う種目に興味を持っていた」から成

り『運動誘因』因子とすることとした。「単一クラブ、群」では、第一因子をf友人やクラブの仲間と一緒に

楽しむことができるJrこのクラブで行う種目に興味を持っていたJr仲間との交流Jr気晴らし・楽しみJr技

術の向上Jから成る『目的意識』因子とし、第二因子は、「レク・スポ協会主催教室行事への参加Jr家族

からのすすめJr芦屋市などの広報誌等による案内Jrクラブ活動の見学や体験入会Jから成る『外的情報』

因子、第三因子は「友達からの誘いJr試合や発表会に出場する」から成る『集団形成』因子、第四因子は、

「身体を丈夫にするJr身体を動かしたいJから成る『健康創造』因子として集約した。クラブへの加入状

況による違いは、自己実現をクラブに求めず、さまざまな余暇活動の中から実現しようという意識がみ

られる。

4.まとめ

本研究では、兵庫県芦屋市のレクリエーション・スポーツクラブを事例に、クラブ員の「参加状況Jr加入

状況jの違し、からクラブ活動に対する行動意識の背景を探ろうとした。更なる継続的な分析と同一クラブ

員への調査を行い、クラブづくりの方向性やモデル事業からの影響を考察する必要性を感じる。総合型

地域スポーツクラブにうたわれる「いつでも・誰でも・気軽にJを実現するためには、既存クラブの良さに

学ぶところは少なくないで、あろう。特に「気軽に」という意味は重要な要素であり、「気軽に休むことがで

きるJr気軽に入会できるJr気軽に復帰できる」というスタイルを育み守る必要があろう。

わが国のスポーツやレクリエーションを囲む環境づくりには官主導という風潮が弱くない。スポーツや

レクリエーションに関わる指導者養成においても「資格の付与と活動の場Jという観点から提起されてき

たが、「空から降ってきたクラブjに魅力や将来がないことに気付かなければ、レクリエーションの場と

してのクラブは存在しないのではないだろうか。自主的・自発的な活動者が集い考え、自ら楽しむことの

できるクラブを作り上げていくシステムが、わが国のクラブ文化の発展と地域住民のクラブライフを創

造する鍵となることを、改めて確認する必要がある。
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圧王

自治体の生涯スポーツイベント開催までの経緯に関する一考察

O竹田 隆行(スポーツ産業団体連合会) 松永 敬子(文教大学)

はじめに

通商産業省では、スポーツを巡る社会・経済の新たな動きに対応したスポーツ産業の健

全な発展と国民がスポーツを身近に楽しめる環境づくりの方策を検討し、 1989年 10月にス

ポーツに関する有識者の参加を得た「スポーツ産業研究会J を開催した。研究会の中で、

スポーツ産業振興の基本指針として「ニュースポーツメッカ構想」が提案された。この構

想は、ニュースポーツの振興を地域経済に結びつけていこうとするものである。

この基本構想を基に社団法人スポーツ産業団体連合会は、ニュースポーツの特性である

気軽に楽しめる「来場者参加型 j のイベントとして、 1989年静岡県をスタートとして、今

年度で 10回目を迎えた。これまでの開催記録は表 2の通りである。種目は、来場者参加型

のニュースポーツを中心に選定し、その地域に合わせた種目も採り入れて行っている。

社団法人スポーツ産業団体連合会は、スポーツ産業に関する調査・研究、イベント等の

推進、情報の収集・提供を通じ、スポーツ産業の振興を図り、もって豊かな国民生活の実

現と我が国経済の発展に寄与することを目的として、通商産業省の指導のもと 1988年に設

立された。連合会が生涯スポーツイベントの開催を実施する目的は、スポーツ活動のでき

る機会を提供し、スポーツ参加者を増やすことにある。スポーツ産業の活性化には、スポ

ーツ参加者の底辺拡大が必要不可欠であるからである。

スポーツ産業低迷の主要因は経済不況の長期化だけでなく、スポーツが市民社会を基盤

とせず、生活文化として確立していないことがあげられる。しかしながら、高齢化社会、

自由時間等の人々の生活におけるスポーツの可能性はますます高まり、また運動不足と健

康不安、生涯学冒と自己実現等の生活意識の状況からも、スポーツの必要性は増大してい

る。つまり、人々の生活におけるスポーツの可能性と必要性が大きくなってきており、生

活の基盤となっている地域社会で供給されるスポーツの役割が重要になる。

そこで本研究では、これまで連合会が行ってきた自治体との生涯スポーツイベントにつ

いての実施報告、現状分析を行うことによって、地域での生涯スポーツイベントの在り方

についての提案ができるものと思われる。スポーツ・健康都市宣言を行っている自治体は

1996年 10月時点で 347になる。(みんなのスポーツ 1996) この数字は、現在さらに増え

ているものと思われる。このような状況を見ても、今回の報告は自治体が行っているスポ

ーツイベント、スポーツ・健康都市宣言を行っている自治体にも大いに役立つものと思わ

れる。

イベント開催の実施報告

本イベントは、基本的に自治体との協力によって行われるものである。費用は、自治体

と連合会からそれぞれ捻出する。イベントの開催地は、 1 )そのイベントには公益性があ

るか、 2)自治体の費用負担は可能か、 3)自治体の運営面に対しての協力は可能か等が

連合会の事業部会で検討され決定される。自治体の協力がなければ、市民参加型のスポー

ツイベントの実施は難しいと思われる。特に、地方では自治体の広報活動が参加者の動員
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に大きな影響を与えるからである。

表 1は、連合会が自治体と協力して行った生涯スポーツイベントの経緯をまとめたもの

である。イベント開催は公益性があるものの記念事業の一環として行われたものがほとん

どであると思われる。

表 1.イベント開催の経緯
静岡県 ーユースポーツメッカの構想としてイベントを実施。
岩手県 岩手県産業文化センターに、新たに国際会議も可能なコンベンシヨ

ンホールを新設した披露の機会としての開館記念行事としてイベン
トを実施。

茨城県 那珂湊市と勝田市の合併により「ひたちなか市Jが誕生した記念イ
ベントとしてイベントを実施。

鹿児島県鹿屋市 霧島ヶ丘公園周辺を健康スポーツ交流拠点として整備する計画の
環としてイベントを実施。

福島県西会津町 町独自で行っていた桐下駄マフソンが 10周年を迎えた記念イベン
トとして実施。

神奈川県横浜市 ポスト国体、ワールドカップ会場記念イベントとして実施。
熊本県熊本市 ポスト国体としてイベントを実施。

表 2は、スポーツイベントの開催実績をまとめたものである。本イベントは、スポーツ

参加者の底辺拡大を期待するものであり、その目的は概ね達成されているものと思われる。

スポーツの普及・振興には、スポーツ参加者の底辺拡大だけでなく、高さ(レベルアッ

プ)も必要である。イベント開催後、自治体がどれだけフォローアップしたかが問題であ

る。

表 2. スポーツイベントの開催実績
開催地 iZ3L Z 期 参加者数

第 1回 静岡県 1 9 91 年 7 月 24 日~ 28日 35，900人
第 2回 岩手県 1992 年 8 月 1 日 ~2 日 17，000人

第 3回 岩手県 1993年 8 月 21 日~ 22日 21，000人
第 4回 茨城県 1994年 10 月 29 日~30日 40，000人
第 5回 茨城県 1995年 9 月 23 日~ 25日 42，000人

第 6回 鹿児島県鹿屋市 1996年 9 月 7 日 ~8 日 69，000人
第 7回 鹿児島県鹿屋市 1997年 10 月 25 日~ 26日 75，000人
第 8回 福島県西会津町 1998年 10 月 31 日~ 11月 3日 51，550人

第 9回 神奈川県横浜市 1999年 10 月 9 日~ 10日 118， 700人
第 10回 熊本県熊本市 2000年 9 月 23 日~ 24日
※第 10回熊本開催は、現在報告書を作成中。

まとめ

地域での生涯スポーツイベントは、地域住民の潜在的なスポーツ活動を刺激するには大

きな役割を果たすものと考えられる。しかしながら、潜在需要をいかに顕在化していくこ

とが次なるステップである。そのためには、一過性のスポーツイベントを行うのではなく、

イベントを継続していくことが必要である。

長期的な視野で生涯スポーツイベントの開催を行うこと必要があり、スポーツの普及・

振興の先にスポーツ産業の活性化があるのであって、各地域で行ってきたスポーツイベン

トのノウハウをモデル化して情報発信することが、今後の連合会の役割であると思われる。

なお、発表当日は詳細なイベントの実施報告を行う。
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三五

大学スノースポーツ集中実技におけるフロー経験と授業評価

O干足耕一(十文字学園女子短期大学) 川田儀博(国土舘大学体育学部)

【はじめに】

近年、スノースポーツは多様化しており、国土舘大学体育学部専門野外教育雪上実習でも従来

からのアルペンスキーに加え、ビッグフットやスノーボードを選択実技としてとり入れるなどの変化をし

てきている。全日本スキー連盟におけるスキーの指導体系も学習者がスキーの特性に触れる楽しさ・

喜びを味わう点が強調されてきている。このスキーの「楽しさ」については充分検討する必要性や価

憧があろう。'"端 5)はスノースポーツの楽しさについて Csikszentmihalyiが提唱し、 Kimiecikが再定

義した「フローJを用いて説明を試みている。この「フローJという概念を用いてスノースポーツを分析し、

データを蓄積していくことも意昧あることと思われる。

一方、授業における学生による授業の評価が多方面で行われるようにもなってきている。参加者か

らのアンケートによるフィードパックは授業のクオリティを上げるためのヒントが多く含まれていると考え

られている4)。野外教育を題材とした授業評価に関する研究も、その成果が積み重ねられてきている

が、さらなるデータを収集していく必要性もある6)。また、授業の評価がどのような要因と深く関わって

いるのかということについても調査することが求められることから2)、今回は「授業で感じた楽しさ」がど

のように授業の評価と関わっているのかについても考察を進めることを目的とする。

【研史の方法】

平成 12年 1月に北海道七飯町仁山高原スキー場において行われた国土舘大学体育学部専門

野外教育 IVr雪上実習 Jを履修した学生 103名を対象としてアンケート用紙を用いた調査を行った。

実習 2日呂、 4日目の夜のミーティングにおいてフロー経験に関する調査を行った。フロー経験につい

ての調査内容は Jackson ら(1996)が作成し、JlI端ら (1999)が日本語に翻訳した Flow State 

Scales (以下 FSS と省略)を用いた。授業を振り返り、運動をしていて最も楽しかったときのことを想

起して記入してもらう形式をとった。 FSSは 36項目について5段階で回答する方式をとり、 5段階には

r全くあてはまらない(1点)J -rとてもあてはまる (5点)Jを与えた。 FSSの9因子については Jackson

ら(1996)3)の因子構造に準拠した。授業評価についての謂査は閉講式直後に行った oそれぞれの

調査は集合調査法により配布・回収が行われた。また、調査用紙は全て受講者が記入する自記式

の質問紙であった。

雪上実習は技能レベルによる班分けを 1日目に行い、スノーボードなどの選択活動・無線を使用し

ての指導・ビデオ撮影とフィードバック・基礎スキー検定などのプログラムを含む 4泊 5日間で実習を

行った。雪質・天候などゲレンヂコンディションは概ね悪〈、最終日のみが良好であった。

データの分析・統計処理にあたっては SPSSfor Windows 10.0J を使用し、危険率 5%未満の場

合に有意差があると判断した。

【結果と考察1

1. FSS得点の経日変化について

FSS得点について 2日目と 4日目を比較するために FSS得点および各項目の平均値についてt

検定を行ったところ 36項目中 11項目に有意差が認められた。また、因子別に見たところ9因子中 6

因子において差が認められ、いずれも4回目のほうが高い数値を示した。このことから4日目は2日目

に比べて高いレベルでのフローが経験されていることが推察される。

2. FSS得点と技能レベルの関連について
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FSS得点と技能の関連について検討するために、 2日目および4日目の FSS得点を3群(上級・中

級・初級)に大別された技能レベル別を要因とする一元配置の分散分析を行った。 2日目において

は9因子中 4因子 (F1:挑戦と技能のバランス， F2:行為と意識の融合， F4:明確なフィードパック，

F6:行為や環境の支配)で分散に有意差がみられた。しかしながら、 4日目の調査結果では FSS の

各因子得点に技能による差がみられなかった。ひとつは初・中級者の技能が実習中に上がったこと

によって差が少なくなったことが影響していると考えられる。また、運動中の最も楽しかった時を想起し

て答えてもらう形式では、 1回の「最も楽しいJ経験について記述しているため、そのような経験がどの

ような頻度で経験されているのかについては調査されない。このようなことから技能レベルによる差が

消失したとも考えられた。

3.授業評価について

授業評価については、「楽しく授業をうけることができた」などの 15項目に加え、授業の総合評価を

「非常に良かった」から「非常に悪かった」までの 5段階で記入を求めた合計 16項目の調査用紙を

用いた。その他、授業の改善点などについての自由記述を求めた。「この授業によって、自分の期待

していたものが満足された(平均値 3.74)Jと「授業の内容はいつも充実していた(平均値 3.91)Jの 2

項目以外は 4点台の比較的高い平均値が示された。上記 2項目についての評価は、北海道で行わ

れた実習にもかかわらず、大雨が降り半日を休講とした状況などが反映したものと考えた。

4. FSS得点と授業評価の関連について

授業評価と FSS得点の関連を調べるために、授業評価について「非常に良かったJと回答したグル

ープ (H群 :48名)とそれ以外の回答をしたグループ (L群 :50名)での比較を行った。 9因子すべてに

おいて H群が L群に比べて高い数値を示し、うち4因子 (F2:行為と意識の融合， F5:注意集中.F7: 

自意識の喪失， F9:自己目的的経験)においては有意差が認められた。これら授業中に味わった楽

しさが授業の総合評価に関連していると考えられる。

総合評価と 4日目の FSS得点の相関係数を求めたところ、 F5:注意集中 (r=.274)，F7:自意識

の喪失 (r=.287)， F9:自己目的的経験 (r=.303)の3因子において相聞が有意であり、相聞の程度

は弱い相関であった。これらのことからもスキー授業中のフローでは特に自己目的的経験という要素

が授業の評価と関連していることが推察された。
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1 B -061 

xcスキー と ウ オ ー キ ン グスキー(歩くスキー)

斎藤孝

1 . こ三とこ ιfと二 Lノ乏士 ζD>くくコエス=守二一一

iXCスキー」はクロスカントリースキーと読む。

この言葉の中身はいろいろである。人によってイメージガ違う。

以前には走って競走写る種目のことを意味していたが、 20数年前ごろに、体力作りと

しての「歩くスキー」というものが出てきた時からイメージガ変わった。

「歩くスキー」が健康志向の世の中から歓迎され、スキー適地にも多くの歩くスキーコ

ースガ設置されるに及んで一種のブームになり、ひとつの種目として「歩くスキー」が市

民権を得たように見えた。

特に長野県においては、春スキーの誘客の一貫として、当時の国鉄と各スキー場が一致

協力して全県に 30コースほどの歩くスキーコースを作って認定し、共通のマーク(力メ

ガスキーを履いて歩いている)を付けた標識まで作って、その普及に乗り出したのは注包

に値する動向であった O

し力、し、そのコースをよく検証すると、ゲレンデの初心、初級コースであったり、競技

用XCスキーの練習コースであったりして、本当に歩くスキーのための新設コースは少な

かった。ということは、本来的に歩くスキーを楽しむコースとしての魅力に欠けるものが

多く、標識なども十分な数がなく、自主的に歩いてみようとしても、ガイド無しには歩け

ないコースが多かったようだ。コース設置者はゲレンデ関係者が多く、問い合わせをして

も歩<スキーの経験者は少なく、ゲレンデスキーのスキー学校の指導員が多かったので、

十分な説明をしてもらえなかった O

それでもこの動きに呼応して、長野県スキ一連盟では指導者の養成に乗り出し、主にス

キー学校関係者を集めて何度かの講習を行ってきている o

しかし、スキ一連盟の発想{去、将来の競技スキー者としての底辺拡大を目指したもので

あり、必ずしも歩くスキーの指導者としてふさわしいものではなかったように思う o その

指導者の名手伝が「ランクラウフスキー指導員」というごとからも、歩くスキーの普及推進

のための指導者というには疑問を持たざるを得ないことがわかる。

それにしても、いろいろ問題のある動きが多かったものの、この動きの中で「歩くスキ

ー」という名称の普及には多大の貢献があったものと思われる。

2.  F目三雲とこし/乏士 σコ>くくコニスニヰ二一一

さて、 「歩くスキー」普及の初期の頃のスキー用具について見てみよう。

当初率先してこの普及推進にあたったのは、上からのお声ガかりで各地のスキー学校の
ばヴ Lょう

指導員たちであった。ほかにも個人的に好きで山野を践渉する XCスキーウォー力ーとで

もいう方々も含まれてはいたが、数の上でも、組織的な面でも指導員の方ガ上回っていた。

しかし、指導員の実態を見ると、以前、学生時代などに競技として走る方の XCスキー

をやっていたという経験者ガ多かった。そして実技ということになると、昔使っていた細

く長い競技用のスキーを履いてくる指導者が多かった。

そして「歩くスキー」の普及推進のための講習内容では、平坦な雪原での雪踏みから始
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めるのだった。新雪を踏んで堅いグランドを作っておいて歩くことから始め、走るための

技術までを練習していた。

これには私たちが本来的に雪の中を歩いて楽しもうという考えを持っていたのでは、ど

うしても相容れない異質なものを感じてくるのはやむを得ないことだった。つまり、それ

まで雪原を歩いて楽しむという考えは、ごく一部のアルピ二ストガ愛好者の聞にしかない

ものであり、そうし疋考えを持ったスキー指導者は皆無といってもいい状況だったのだ。

このことは指導者育成にも上述のように影響を及ぼしていたが、これ以上に影響力をあっ

たのがxcスキー用具についてである。

雪の中を歩いて自然観察をしたり、写真を撮ったり、雪遊びをしたりする人にとっては、

どんなところでも歩けるスキー用具が欲しい。少しくらいの斜面はそのまま登れて、下り

はもちろん滑走出来て、深い雪にもあまり沈まないで歩けて、小回りの利くものというよ

うなスキーが欲しいのである。

とごろが、初期の「歩くスキー」の普及運動に i去、こうした用具の開発、普及は伴って

いなかった。

山に登る人たちの使用レている山スキーというものはあった。これは林の中などでも楽

に歩けるように短く出来ていて、その分幅は広かったが小回りは利いた O しかし重い荷物

を持っても滑れるような強いスキ で重量もかなりあった。

また¥ツーリンク用というタイプのスキーもあった。これは走る競技用の細く長いもの

と、ゲレンデで滑るアJしペンスキーとの中間に位置する形のものだった。 9なわち、幅は

アJしペン用よりも細く、競技用よりも太く、長さは幅に応じてア jしベツ用よりも長く、競

技用よりも短かった。

形状としての最大の特徴は襲の滑走面の加工である。メーカーによって多種多様な加工

ガ出現した。それぞれ自社の加工の特徴を強調していたが、要は登る時の滑り止め効果を

いかに上げつつ、滑走上の支障を最小限に抑えるかという工夫の表れであった。

平な滑走面に、刻みを入れるというのが最も多い加工であったが、形状は半月形、三角

形、横平行など各種あり、滑走面の中央部分に加士してあった。このほかシーjしを埋め込

んだものや、性質の異なるプラスチックを入り込ませたものなど、いろいろだった。
とうはん

しかし総じてこれらの加工は、登挙時の滑り止め効果が小さく、滑走を優先させた設計

であった。そのために登りの負担は大きく、苦労することが多く、特にスキー操作に慣れ

ない初心者は多大の負担を強いられた O それで疲労し、それが滑走時にも影響を与え、や

はり xcスキーは体力ガ、必要で大変だという印象を与えることが多かった。

これはメー力一側に、スキーで走った経験者はいても、歩いたことのある人はいなかっ

たためで、歩く楽しさも、歩く苦労も知らなかったためと思われる。

一方、この中で注目すべき動きがあった o 長野県オリ工ンテーリング委員会という団体

ガ目指した、歩くスキーファンの獲得運動である。

もともと陸上のオリ工ンテ リングを行ってきた団体であるが、長野県は雪国であると

いう特徴を生かして、スキーオリ工ンテー 1)ングの普及に取り組んでいた。この中で、ス

キーによるオリ工ンテーリングを盛んに 9るには、まず歩くスキーのファンを増やすこと

であるという前提に立ち、それまでになかった歩くために負担の軽い、歩きやすいスキー
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の製作から取り組んだのである。

新雪の中でも比較的楽に歩け、登りでも楽に登れるスキーガょいという考えに立って、

スキーの幅は出来るだけ広くし、長さを控える。滑り止め加工は効果の大きい半月形とし、

その深さは滑走面に張り合わせたプラスチックの厚さの範囲で最大とした。

ごうした条件を受け入れてくれるスキーメーカーを探レて、共同開発のような形で製作

したのである。そして出来上がったのが、 rWALKINNG SKIJという文字の入

った、新しいタイプのスキーだった。

このスキーは、長野県オリ工ンテーリング委員会のメンバーを中心に利用され、次第に

広がっていった。当時、歩くスキーとして定着した用具ガなかったこともあり、普及推進

を図っている各ゲレンデのレンタ jしスキーなどにも利用されたりして、県内外に普及して

いった o

しかし、このスキーを作ってくれたメーカーが存続出来なくなったことから、生産は終

わり、このタイプのスキーは世の中から消えていった。

そして 15年ほど経って、ずっとこのスキーの愛好者であった私ガ、この先も続けてこ

のスキーの普及に努めるつもりなら、歩くのに適したあのスキーがどうしてもなければな

らないとして、数年ほどスキーメーカーを口説いて復活製造させたのが次の図のようなス

キーである。

弄ダ1':2くくコエえ£ぞー-77タ7''cコク7--

ぐト 50mm---

↑ 

裏きざみ長さ約85αn 深さ 1.4mm 

使用して見た限りでは、その登坂能力といい、滑走時の安定性能といい、以前のスキー

の性能に匹敵し、サイドカーブの深い分だけ雪の中での回転性能l去、むしろ良くなってい

る。それに、深い雪の中で使用するストックは、リンクの大きい方ガ良いので、あちこち

のメーカーをあたって、丸い大きなものを取り付けたものを用意した。

かくして、このスキーを履いた人を連れて行った時、目を見張ったものである。それま

では登り斜面で、初心者などが市販のスキーの登坂能力の低さに疲れ、あとについてくる

方々を時々立ち止まって待っていたものだった。それがこのスキーを履いた時から、立ち

止まって後ろを振り向くと、ついてくる方々がすぐ後ろにいるのである。

「歩くスキー」にはやはり歩くためのスキーが必要であると実感した次第である。
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3. 限王争陪と二L.-乏士 σコ>く仁三三スニヰ二一一

歩くスキーの技術というのもおかしいような気がするが、やはり安全に歩くにはどうし

たらよいかとか、斜面を効果的に登るにはどうしたら良いかとか、実際にやって見るとい

ろいろな課題があることがわかる。

歩くスキ をやる方が娼えてくると、その中にはいろいろなことをやってみたい方ガ、い

るo 雪の中を移動出来れば良いという万から、せっかくだから走ってみるのもいいじゃな

いかとか、下りが楽しいから登るんだとか、バラ工ティーに富んでいる。

この中でちょった注目すべきは、昔良くやっていたテレマークと言うスキーの技術で、

ゲレンデ上で回転などの大会をやっていたり写るようになったことである。これは本来自

然の中でスキーをやっていた頃、深雪の中でも回転したり出来る技術で、危険防止やスピ

ード制御に有効なものである。

しかし、私は自然の中では自然に滑った方がよいという考えを持っていて、ア Jしペンス

キーのように圧雪されたゲレンデでの技術を披露するような滑り方は不要だと思っている O

従って、歩くスキーでテレマークをやるというのは、それガ山を下る制動技術として生

かされる範囲はともかくとして、意味もなくなだらかな大斜面をテレマークで曲線を描い

て下るなどは、アJしペンスキーの発想であり、見せびらかしの技術披露にすぎない。人口

のゲレンデで披露するならまだしもそれが自然の山野の中で行うことは、全く意味を成さ

ないばかりか、極めて危険な行為である。

それよりも山野放渉型の歩くスキーにとって必要な妓術は、どんな斜面でもコース取り

を工夫することにより、登ったり下ったりで切る強いスキー力である。この強いスキー力

をつけるには、どこまでも真つ直ぐ滑ろうとする滑降から生まれる O 危険を避けるための

ターン技術などは、それほど苦にしなくても自然に生まれてくる。

要は緩い斜面からどんどん滑っていって滑走に慣れ、次第に急な斜面にも慣れていく、

力強いスキー力を身に付けることである O それによって、ちょっとしたこぶや障害!el:苦も

なく越えることが出来るようになるし、立ち木や岩なども、片足で滑れるくらいの力強い

滑りが出来るようになれば、どんなことをしても避けられるようになる。

つまり、基本的には真つ直ぐ滑り下りるということて・ある。下るスピードに応じて周囲

への注意力を働かせて危険に備えて対処する。これによって、自然の中を快適に歩き、滑

り、楽しむスキ を満喫出来るのである。これが歩くスキーの楽しみ方なのである。
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[空三3ゴ

レクリエーション活動におけるニュースポ』ツとしての「エコロベースJの検討
O高橋仁美(同志社大学非常勤) 藤間千鶴子(福祉レクリエーションワーカー)

長沢邦子(奈良女子大学非常勤) 種村紀代子(京都友子大学〉

丹羽WJ昭(聖母被昇天女子短期大学)

I 研究目的

老若男女、誰でも気軽に楽しめる『環境と人にやさしいスポーツ』として、 2年前に誕生した

『エコロベース』は、野球をベースにした競技である O その特徴は、環境に配慮した用具(環境N

GOオイスカ開発による)と、安全性を重視したルールにある(注1)。

このようなキャッチフレーズで『エコロベース』は普及活動を行っているの現在、実際に『エコロ

ベース』を行っている人達は、地域の自治会活動、企業団体、大学体育、小学校行事、女性の大会、

高齢者・障害者等のイベント、学生サークル、社会体育事業など様々である O 現在までの参加者は、

延べ3000人程度である。本報告では、実際にレクリエーション活動におけるニュースポーツとして、

参加体験者(学生〉にどのように受け入れられているのかを実態調賓し、分析・検討する。

E 研究方法

注1) (エコロベース〉正式には「エコロベースボールJである

〈エコロポール〉ソフトボールと同じ大きさの柔らかいウレタンボール

〈ヱコロミット〉リサイクル製品であるベットボトルの再生糸と竹のフレームを使用
〈エコロバット〉竹の芯に樹指を巻いた1¥ット、長さは選択できる

〈安全性重視ルール〉交錯を避けるためのダフルベース接触事故防止の禁止プレー

安全進塁権、ホームランラインの設定等

1質問紙によるアンケート調査

(1)調査の内容:性別、年齢、運動経験などの属性とエコロベースの用具・ルール、エコロベースの

面白さ・やり易さ・安全性、エコロベースに関連したキーワード、エコロベースの練習・試合同数の

希望、エコロベースと野球・ソフトボールとの比較(省略〉、などの意識や認識について調査した。

(2)調査期日:平成12年5月-8月

(3)調査対象:三大学合計342名〈女子200名男子142名 )

(4)調査方法:調査者本人が実際に大学体育の授業で行ったのち、すぐに回答を求めた。

回収率は100克で、有効回答は97~である。

2集計と分析

アンケートの結果は (SPSS)を使用し、各項目の単純集計とクロス集計、有意差検定、因子

分析など統計的分析を行った。

班結果と考察

1エコロベースの用具について

(1)表 1からエコロベースの用具を、規定やルール通りに使用する場合と、規定やルールにとら

われず自由に応用して使用する場合とに分けて比較すると、両者に僅かながら差が見られるが、ど

のような使用方法も可能といえる。つまり、エコロベースはエコロボールをエコロミットでキャッ

チするのが特徴で、倒人や家族で使って楽しめる O しかも、ゲーム形式〈エコロベースのルールや

野球・ソフトボールのルールで行う〉でも同じように楽しめる。また、女子はエコロボールをエコロ

ミットでキャッチするだけでも楽しめるようである。

(2)表 2から男女とも「スポーツ用具も環境に配慮することは大切である」と認識しており、女

子は、男子よりエコロベースの用具の環境への配慮、を認識している。しかし、男女とも「価格が割

高になっても環境に配慮するJと言うことになると、相対的にやや認識が低くなる。 rエコロベー

スの用具がエコロをアピールしすぎているJ r宣伝効果をねらっているようにみえる」ということ

については男女差はなく、両者とも賛否どちらともいえない。
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表1 エコロベースの用異について

工頁 自
全 fif 男子 女子

検定

規:エコロミットでエコロボールをキャッチするこ
t-J， X ~..SD 

1N283Y71|11SDD 5 
N X 1 SD 

定一とエが一コロエベコローベス一ーのス一用一の具一一最を大使のう時特は徴ゲでーあムる形式
3071 3.6811.05 1791 3.6611.06 
| ト

通でなければ面白くない 3101 3.471 .93 1321 3.461 .93 1781 3闘481.93 

りエコロベースはエコロベースのル ルでや
-'るべきだ 3091 3.3811.04 1291 3.3711.06 18013.3811.03 

使(~iエゴbベースTi用具ー誌をそろ7てないとでき
lない 3081 3.2711.09 13113.3111.11 1771 3.2511.08 

用 l土コ口ぷ二ースli用具二式に費用が占、ふる 1 286! 3.17 .97 1601 3.041 .95 男>女*1261 3.331 .97 
lエコロベ スの用具は個人や家族で使って

;:~ I ;::: r 1:~: 
ι楽しめる 3061 3.571 .97 

自ヱコdλL二スの扇真を使うで静球f.)'Jフ長ボ トー

由:-)レのルプJレでやりIt=~ 、 3091 3.3811.1 0 12813.4211β6 
(:エコロボールをエコロミットでキャッチして遊
』ぶだけで面白い

3191 3.30 け札I-:~:口2 5 
1341 3.1411.04 1851 3.4211.04 男<女*

{吏;ヱコロパットで云云lコボ二一lレーーを打うだ1ずで面 一←

用;白い 3141 3.23 1331 3.3211.03 1811 3.1711.00 

l野球やソフトボールのjレールで、エコロボ
; )レだけを使って素手でキャッチしたい 3071 2.94 1291 3.2411.11 1781 2.7211.16 男>女料*

* p<.05 

** p<.01 
*和俳 p<.001

*
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2エコロベースの「面白さJrやりやすさJr安全性jについて

(1)表3から全体的傾向としてエコロベースは①安全性②やりやすさ@面白さの順に評価され

ている(3要素聞にそれぞれP<.OOl)。特に「安全性Jの中には、用具のエコロボール、エコロミ

ットやスライデイング・タッチプレー・盗塁の禁止の項目があげられ、 「やりやすさ jの中には、エ

コロボール、エコロミット、年齢別・男女別競技場の設定の項目があげられ、 「面白さJの中には、

用具のエコロボール、エコロミットの項目があげられている。

(2)野球・ソフトボール経験別にみると、 「エコロパット J rダブルベースJ rサイクルポジショ

ンJrホームランラインの設定Jrスリーストライク目のファールはアウトJrファーストストラ

イクの見逃しはツーストライクJrlイニングは5点でチェンジ」の 8項目で、すべて男子の方が女

子よりエコロベースの安全性を認めている。 女子の経験有りと経験無しを比較するとすべての項

目に差がなかった(資料略〉。
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(3)表4、5から男子について運動経験別に、 「面白さ j

「やりやすさJ I安全性」を因子代表項目得点別にみる

(注 3、5)と、 「面白さ jでは、 「スピーディルール因子」

のみに、 「やりやすさ」では、 「安全ルール因子J ¥ス

ピーディルール因子J ¥用具因子Jに、運動経験豊富な

者の方が少ない者よりやり易さを感じている(資料略)。

「安全性jでは、 「スピーディルール因子J ¥用旦因子J
に、運動経験豊富な者の方が少ない者より安全性を認め

ている(資料略)。

3 エコロベースのキーワードについて

エコロベースに参加したことによる関心(キーワード)で

は、選ばれた上位5項目として、リサイクル製品(62.8約、

安全性(59.4約、楽しい(面白い)(37.8覧〉、適当な運動量

(37.5加入竹材の利用(32.8覧〉があげられる。エコロベース

を検討するにあたり「安全性J ¥面白さJ ¥やりやすさJ
を取り上げたが、これらがキーワードとして集約されて

いる。さらに「環境に配慮、したエコロベースJという観点

もキーワードとしてとらえられていることがわかる。逆に、

キーワードとしてあまり選ばれなかった5項目として、つ

まらないく4.3則、難しい(5.2的、プレーの上達(6.2船、

ダイエット効果(6.8船、用具の価格(7.l~)、があげられる。

つまらない、難しいが選ばれにくかったことは、 「面白さ」

「やりやすさ」の反語であるので、当然といえよう。
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表4 函白さのVARIMAX回転後の因子構造(男子)

項目
因子箆荷重

Fl I F2 F3 
.832 
.796 
748 
.711 

.649 

.587 
522 

スライディングの禁止

空ッチプレイの禁止

盗塁禁止

安全進塁権
年齢別，男女別'体力男1]によ J

るクラス知jの競技場の設定 1 

7固または50分で・5式合終了 ( 

ホームランラインの設定 | 

.826 
779 
.767 

I ，661 
.518 
.491 
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一QuouqJV
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ソ
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n
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E
一

7

4
ハ一
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一
6

エコロj¥ット | 

エコロボール i 

エコロミット

ダブルベース

下手からのスロ 投球

サイクルポジション

ファーストストライクの艮逃し
はツーストライク
スリーストライク自のファール
はアウト

1イニングは5点でチェンジ

国有値
寄与率(%)
累積寄与率(%)

1.81 
11.3 

53.6 

6.76 
42.2 
42.2 

注3):工コロベースに関する内容項目(16項目)について相関
行列!こ、主因子解を用いて因子抽出を行い、固有値1.0を
基準に因子数をきめ、 3とした。 再度3因子を摘出するため
の主因子解を行い、 VARIMAX回転を行って最終因子を抽出
した。ただし、因子負荷量は各因子における 04よの項目に
ついてのみ示している。そして、 F1を安全ルール因子、 F2を
用呉因子、 F3をスピーディルール因子と命名した。



表5 面白さにおける因子代表項目得点の運動経験問j比較(男子)

1""'0=: 期 間 | 強さ 「一一一線合因子名ド程度7vl II:tJ L.A --.I~. JZ c' I~....... II'If .. 

! .~.~ N X 1 SD 検定引 N X SD 1検定 N X 1 SD 検定
安全ルールー-1-'-22l2.9引元 下32 3.05 .70 _... 251さ07 .76 

面i因子 2 53一正12日.57 50'3.07 ~67147r3.16r.-.62 
(J項目) 1言 43rT15日fO9 r36~3.2Ö1.oil . 4613.07 1.01 

1 1 191 3.181 .42 1 30 3.32 .651 221 3.221 .55 
自|用異因子 12 55 ト~~ ~:~~.. •••• :~jl 4j 1" ~:~;I :~~ 

(6項目)トーー十 十一 τ 十 ふ ~~I :~ I-~'~~f 
1 3 471 3.381 .97 1 39 3.37 1.00! 521 3.301 .86 

スピーディ 11 241 2.5紅白863>1 ! 40 2.76 .9213>1 291 2.6町田893>1 
さ IJレール国子「言ー-62TT22r"'~72 2>1 r5;F~3.26 二7812>1521'ぬ5T:So2>1 

(3項目) 1 3 461 3.331 1.19 1 38 3.34 1.161 511 3.181 1.08 
注射 小・中・高・大学の運動経験の程度を低い方から1-31二分けた。検定l孟DUNCANtestにより行い、 P< 切である。

期間 1(26名 2(67名) 3 (49名) 強さ1(42名 2(60名) 3 (40名)

綜合(期間、強き、熱心さ):1 (31名) 2 (57名) 3 (54名)

注5) 各国子における負荷量が0.4以上の項目をとりあげ、その平均得点を因子代表項目得点と呼ぶことにする。

4エコロベースの擁習や試合の希望について

今までに練習やゲームをした経験はほとんどのものが2回であるが、今後エコロベースの練習・試

合の希望を尋ねた項目では、やりたくない(13.U)、年にl、2回程度(29.2耳〉、半年に1、2回程度

(17.3的、月に1、2回程度(2l.6的、週に1回程度(13.7')、週に2回以上(3.6%)となり、全体に拡散

している。これは男女とも同じ傾向にある。このことから、短期間の経験ではエコロベースに魅力

を感じる人もあり、感じない人もあるといえる。

W 結論

1エコロベースは、用具にその特徴があり、人にやさしい用具ということで、誰でも、どこでも、

どのようにでも、楽しめるものとなっている。学生にとっては、屋内、屋外を問わずゲームができ

しかも、野球・ソフトボール型のゲーム経験の少ない女子においても、エコロボールをエコロミッ

トでキャッチするだけでも楽しめる。

2 エコロベースの用具は、もうひとつの特徴として、環境にやさしい用具ということであるが、

このことも、エコロベースを行ったり説明をきくことによって認識された。特に女子は男子よりも、

用具の環境への配慮に強い関心を示した。

3 エコロベースを、 「面白さJrやりやすさJr安全性」についてみると、全体傾向としては、

安全性、やりやすさ、面白さの順にその特徴をとらえており、 「安全性Jのみについて男子の方が

女子よりも認めている。さらに、運動経験の少ない男子は、 「面白さJrやりやすさJr安全性」

のすべてにおいて「スピーディルール因子jのみ運動経験の多い男子より強く作用している(女子

は、有意差が認められなかった)。

4 エコロベースに参加したことによる関心(キ」ワード〉は、 「面白さJrやりやすさJr安全性j

に関する項目と、環境に関する項目が選択されており、エコロベースの特徴をとらえている。

5 エコロベースの練習や試合の希望については、希望に程度の差がある。エコロベースに魅力を

感じている人もあることから、今後、継続・普及の可能性もあるといえよう。

以上 lN 5において、エコロベースの特徴についての反応を、学生を対象に検討したO 次には、

参加者の多かった社会人について検討していきたい。社会人のレクリエーション活動の中では、ニ

ュースポーツが盛んに取り入れられている。その中には普及しているものもあれば、停滞している

ものもある。『人と地球にやさしいニュースポーツ』として普及しつつある『エコロベース』は、今後

どのような過程をたどるのであろうか。参加者の意識調査とともに、普及のための組織づくり、指

導者の養成、対象者に合った用具・ルール・施設の改善、イベントの企画・運営など、多くの問題が

あり、その解決のための方法を客観的に観察し、ニュースポーツの普及過程の全容を明らかにして

いきたいハ

η
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レクリエ}ション活動を用いた育児支援プログラム
一親子運動プログラムと母親のレクスコアー

O芝蹴貴 前橋明

(大阪情景女学院短期大学) ( 倉 敷 市 立 短 期 大 学 }

Key words:親子運動プログラム，母親，レクリエーションスコア，レクリエーション効果

チェックリスト

研究目的

これまで、育児と就労の両立をはかる母親の心身の健康管理と育児支援の在り方を検呑

するため、幼児を持つ母親の疲労調査を行い、併せてリフレッシュに費やす時間とその林

容について調査し、それらの関連性を検討してきた。

その結果、リフレッシュ時間に費やす時聞が多い母親ほど、一日を通しての疲労感の翫

えは少なく、特に、スポーツや散歩をしたり家族と遊びに出かけたりする等、適度な運1
量を伴うレクリエーション活動や家族聞のコミュニケ}ションを交えた活動を行っていと

母親ほど、疲労感を低く維持できていたことが明らかとなった。

しかし、実際のレクリエーション活動前後の母親の疲労度の変化を具体的に把握できて

いなかったため、今回は、親子でのレクリエーション活動を通して、実際に母親の疲労掴

や気分，充実感・満足感・達成感等がどのように変化したのかを明らかにすることにした c

具体的には、親子運動プログラムを実践した保護者(母親)を対象として，疲労回復・

気分転換・家庭生活への寄与の面での変化を把握できるレクりエーション効果チェックリ

スト L 引を用いて，親子運動後の母親の心身の変化をとらえたので，その結果を報告する。

方 法

1 .親子運動プログラムによる母親の心身の変化の調査

前橋・服部(1998) によって開発されたレクリエーション効果チェックリストを，親子

運動プログラムに参加した知名の母親を対象に，運動後に実施した。

レクリエーション効果チェックリストの質問内容は r楽しかったですか?J r気分治句
よくなりましたか?J r充実・満足しましたか?J r達成感が得られましたか?J r精神断

な疲れがとれましたか?J rからだの疲れがとれましたか?J rからだの調子がよくなり

ましたか?J r屑や首のこりがとれましたか?J r今 Rはぐっすり眠れそうですか?J r食
事がおいしく食べれそうですか?Jの 10項目であった.

また，レクリエーション効果チェックリストを用いた評価については，活動前の状態と

比較 し て 大 変 良い j 状態の変化が +2点少し良 bリが+1点変化なし j が O点，

fやや悪い Jが -1点大変悪いJがー 2点という 5段階評定にし，回答をスコア化 L

た。この得点をレクスコアとした。

2. 親子運動プログラムの実際

(1)対象者
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対象は、 1999年 9月に，公募に応じた 29組の親子(合計 58名)とした。子どもは 2

歳児 7名 3歳児 11名 4歳児 9名 5歳児 1名 6歳児 1名であり、そのうち，男児

は 12名，女児は 17名であった。

(2)プログラムのねらいと内容

親子運動プログラムは，ふだんいっしょに運動することの少ない保護者と子どもたちに

対し，体操やダンス，運動的なゲームを過して，親子がいっしょになって汗を流し，運動

の楽しさと爽快感をともに味わい，親子のコミュニケーションを深めてもらおうというも

のであった。

プログラムの流れは，受付・あいさつの後前半 j に親子ダンス(写真 1)と親子体

操(写真 2)を 30分間行った。そして，休憩をはさみ r後半 j には，レクリヱーション

的 な折り返 しのゲーム(写真 3)を 30分間実施した。また，活動の進行にあたっては，

保 育専攻学生 4名の補助を得た。

写真 l 親子タンス

写真 2 親子体操

榊時~吋幣鞠陶磁加払
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写真 3

折り返しゲーム

(3)実施日および場所

親子運動プログラムは， ]999年 10月 3日(日)の午前中に実施され，場所は倉敷市立短

期大学の体育館を使用した。

結 果

1 .親子運動プログラム後の母親のレタスコア

プ ログラム実施後における母親の項目別 平均レクスコアは楽しかった Jが+1.68と，

10項目中で最も高く，次いで『気分がよくなった j が+ 1.61， r食事がおいしく食べられ

そう j が+1.46， r充実・満足した j が+1.43と続いた(図 1)。

そ して今日はぐ っ す り 眠 れ そ う j が十1.29， r達成感が得られた j が十1.25， r精神

的な疲れがとれた j が+ 1.2]， rからだの調子がよくなった j が+ 1.07， rからだの疲れが

とれた j が+0.93， r屑や首のこりがとれた j は+0.71であった。それらのスコアを合計

した総レクスコアは， 12.6土 5.3点となった。

2 .子どもの性別にみた母親のレクスコア

子どもの性別に，運動プログラム後の母親のレクスコアをみると，男児を持つ母親では，

f楽しかった j が + 1.64と最も高く，次いで「気分がよくなった j が + 1.45， r食事がお

いしく食べられそう Jが+1.27， r充実・満足した Jと f今日はぐっすり眠れそう Jが十1.09

と続いた(図 1)。そして達成感が得られた j と「精神的な疲れがとれた j がともに

+ 0.9]， rからだの調子がよくなった j が +0.82， rからだの疲れがとれた j が+0.73， r肩
や首のこりがとれた Jは +0.36であった。総レクスコアは， 10.3土 6.2点となった。

女 児を持つ母親のレクスコアは楽しかった j と「気分がよくなった j が+ 1.71 と最

も高く，次いで f充実・満足した j が +1.65， r食事がおいしく食べられそう j が+1.59， 

f達成感が得られた j が + 1.47であった。そして精神的な疲れがとれた」と「今日は

ぐっすり眠れそう j が + 1.41， rからだの調子がよくなった Jが+ 1.25， rからだの疲れが

とれた j が+1.06， r肩や首のこりがとれた Jは+0.94となった。女児を持つ母親の運動プ
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JF¥〈どと 変化なし。
1.楽しかったですか

2.気分がよくなりましたか

3.充実・満足しましたか

4.達胸惑カ鳴られましたか

5.精持制な疲れがとれましたか

6.からだの疲れがとれましたか

7.からだの調子がよくなりましたか

8.周や首のこりがとれましたか A.. 
トJ

9.今日はぐっすり眠れそうですか

10.食事がおいしく食べられそうですか

図 1 子どもの性別.年齢別にみた母親のレタスコア

.:男児を持つ母親のレクスコア(総レクスコア:1O.3:!:6.2，点)
企:女児を持つ母親のレクスコア(総レクスコア:14.1:!:4.2点)

-
1・

.: 4歳以上児を持つ母親のレクスコア(総レクスコア:11.7土4.8点}

口:4歳未満児を持つ母親のレクスコア(総レクスコア:13.2:!:5.7点)
0:母親の平均レタスコア(総レクスコア:12.6土5.3点)

{企に対する差:* p <0.05) 

.，/ 

( 
い-h 
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ログラム後の総レクスコアは， 14.1士 4.2点となった。
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なお，阿群開で有意な差がみられた項目は、『充実・満足した Jで あ っ た (p < 0.0針。

3. 子 rもの年齢期jにみた母親のレタスコア

子どもの年齢別に，運動後の母親のレクスコアをみると 4歳以上の子どもを持つ母親

では r楽しかった j が + 1.55と最も高く，次いで「気分がよくなった j と f食事がおい

しく食べられそう j が+1.45， r充実・満足した j が+1.27， rからだの調子がよくなった j

が+ 1.20， r今日はぐっすり眠れそう j が + 1.18と続いた(図 1)。そして r達成感が得

られた j と f精神的な疲れがとれた j が + 1.09， rからだの疲れがとれた j が+0.91， r肩
や首のこりがとれたJが+0.64であった。 4歳以上児を持つ母親の運動後の総レクスコア

は， 11.7土 4.8点となった。

4歳未満児を持つ母親では楽しかった Jが+ 1.76とレクスコアは最も高く，次いで

f気分がよくなった j が+ 1.71， r充実・満足したJが+ 1.53， r食事がおいしく食べられ

そう j が+ 1.47， r達成感が得られた j と「今日はぐっすり眠れそう Jがともに+ 1.35と

続いた。そして， r精神的な疲れがとれた jが+1.29， rからだの調子がよくなった jが+1.∞， 

fからだの疲れがとれた j が+0.94， r肩や首のこりがとれた j が+0.76であった。運動

後の母親の総レクスコアは， 13.2土 5.7点となった。

4. 女児を持つ母親が楽しく感じた活動と活動後の感想

女児を持つ母親が，楽しく感じた活動は、 f大玉ころがし J(41.7 %)であり，次いで fピ

ーナッツドリプルJ (29.4 %) ，であった。その他 r親子ダンス J，r頭であくしゅJ， rロ

← 91 



ボット歩きj， r足ふみ競争 J，rねこ車j は，それぞれ 1名ずつの回答であった。

女児を持つ母親の活動後の感想としては楽しい活動が多くてよかった j と f家庭寸

は経験できにくい運動ができてよかった j が，それぞれ 10名 (62.2%)ずつであった。

考 察

女児を持つ母親の親子運動後のレクスコアは， 10項目すべてにおいて，男児を持つ世

親のレクスコア を上回り肩や首のこりがとれた j という項目のレクスコアが+ 0.94 1 

あった以外は r楽しかった j と「気分がよくなった j が十1.71 という高い値を示し

項目それぞれのレクスコアは+1.0以上となった。

また，レクリエーション効果チェックリストとあわせて，本プログラムの内容につい寸

の母親の意識調査も実施し，女児を持つ母親は，ボールの大きさや形が日常では経験で t
にくい「大玉ころがしJ と，ピ}ナッツ状の大型ポールを子どもといっしょに蹴りなが 4

進む『ピーナッツドリプル j といった折り返しゲームを最も好んだことを確認した。そ l

て，女児を持つ母親の活動後の感認として 1番多くあげられた「家庭では，経験でき 1，

くい活動ができてよかった J という内容からも，楽しく，気分がよくなったという項目 U

レクスコアが高値となった理由が伺えた。

そして，女児を持つ母親では充実・満足した j の項目において，男児を持つ母親i

対し，有意に高いレクスコアとなったことは，女児を持つ母親の活動後の感想としては

庭では，経験できにくい活動ができてよかった j と並び楽しい活動が多くてよかった」

が，最も多くあげられたことより，本運動プログラム中に、女児を持つ母親の好む活動戸

容が多く導入されて，より高い充実感や満足感が得られたものと考えられる。

これらのことから，今回実施した親子運動プログラムは，女児を持つ母親の気分転換4

疲労回復，そして，生活への寄与の面において，男児を持つ母親よりも有効に働いたと b

えよう。

次に，男児を 持つ母親の疲労回復の項目におけるレクスコアは精神的な疲れがと t

たJが+0.91， rからだの疲れがとれた Jが+0.73， rからだの調子がよくなった Jが+0.82， 

f肩や首のこりがとれた Jが +0.36というように， + 1.0未満と低く維持されていた。

その理由は，男児の方が，女児に比べて，体重が重く，また，運動量も多かったこと Z

考えられる。具体的には，母親が子どもを持ち上げる『たかいたかい1. r ひこうき J，r) 
リーゴ}ランドj， rおさるのおやこ j といった活動が，親子体操の全 8種目中 4積 E

と半数を占めていたことや，子どもといっしょに走る『大玉ころがし Jや『ピーナッツ l

リプル J等の折り返しゲームを 30分間 tこわたって実施したことで，男児を持つ母親 i

とっては，女児を持つ母親に比べて，運動量の噌大につながり，それにともなう身体的可

負担度が糟加したためと推察された。

続いて肩や首のこりがとれた J の項目では，男児を持つ母親が+ 0.36，女児を持 J

母親が+ 0.94， 4歳以上児を持つ母親が+ 0.64， 4歳未満児を持つ母親が+ 0.76という J

うに，性別・年齢別ともに 10項目中，レクスコアは， + 0.36から+0.94の範囲であり，

他の項目に比し，低いスコアの範囲にあった。そのため，母親に対しては，子どもによ J

f肩たたき j だけではなく，病や首のこりのとれるストレッチ運動やマッサージ運動な J

を，プログラムの中に加える工夫をして，レクリエーション効果も高め、より充実したつ
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ログラム体験をもってもらいたいと願う。

最後に r楽しかった Jと f気分がよくなった Jといった項目では，男児を持つ母親が，

それぞれ+ 1.64と+1.45，女児を持つ母親は，ともに+ 1.71の値を示し 4歳以上児を持

つ母 親 で は+1.55と+1.45， 4歳未満児を持つ母親は+ 1.76と+1.71 といったように，子

どもの性別・年齢別に，母親の運動後の状況をみると，レクスコアが+1.45か ら+1.76の

範囲と，他の項目のスコアに比し，高かった。このことより，親子ダンス，親子体操，折

り返しゲームで構成された本運動プログラムが，運動実施後における母親の気分転換に寄

与できたといえよう。

結 悟

本研究では 29組の親子を対象とし，体操やダンス，運動的なゲームで構成された親

子運動プログラムを実施した。そして，活動後の母親のレクスコアを分析し，母親の心身

の変化を検討した。

その結果，

(0女児を持つ母親の運動後のレクスコアでは， 10項目すべてにおいて，男児を持つ母親

のレクスコアを上回り肩や首のこりがとれた J という項目以外は，それぞれ，平均レ

ク スコアが+ 1.0以上と高かったことより，本親子運動プログラムが，女児を持つ母親の

気分転換・疲労回笹，生活への寄与の函で有効に働いたと考えられる。とく-に，女児を持

つ母親にお い て . 男 児を持つ母親に比し，運動後は，充実感や満足感が高まった(p < 
0.05)。

(2)疲労回復の項目では，男児を持つ母親のレクスコアは， + 1.0未満と低く維持された。

その要因としては，男児の方が，女児に比べて運動量が多く，母親が子どもを持ち上げた

り，子どもといっしょに走ったりする際に，母親にとって運動量と身体的な負担度が大き

かったためと推察された。

(3) r肩や首のこりがとれた j の項目では，性別，年齢別ともに 10項目中，レクスコア

が+0.36 ........ 0.94の低い範囲にあったため，母親に対して，肩や首のこりのとれるストレツ

チやマッサージ運動をプログラムの中に加える工夫をして，母親のレクリエーション効果

も高めていきたいと考える。

(4) r楽しかった j と「気分がよくなった j の項目では，子どもの性別・年齢別に，母親

の運動後の状況をみても，レクスコアが+1.45........ 1.76と高い範囲にあったことより，本親

子運動プログラムが，活動後における母親の気分転換に寄与できたことを確認した。
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巨三日

レクリエーションの効果に関する研究 (V)
一高校生の体育授業を過してー

O服部伸一(関西福祉大学) 前橋 明(倉敷市立短期大学)

Key words レクリェーションスコア，体力，疲労スコア，高校生，体育授業

はじめに

これまで，大学生を対象に，運動後のレクリエーションスコア (RS)別に，対象者の生活状況や身体主

動量(歩数)・疲労スコア (FS) の変化，運動種目に対する意識について分析し，レクスコアに影響を及ド

す要因について検討してきた。その結果，レクリエーションの効果をより高く維持し，気分転換を効率よく

図るためには，実施種目自体がおもしろく，内容も本人にとって楽しみとする要素を含んでいて，さらに，

仲のよい友だちと同じグループであったり，短時間でも上達が期待できる種目であったりすることの重要十

が確認された 1)。また，レクリエーションスコアを高く維持するためには，対象者にとって，より良い生前

条件の確保や 20分間で 1200歩 (60歩/min.)程度の身体活動量が求められるという知見を得たへしかし 1

対象者の体力レベルとレクリエーションスコア 3) との関連性を検討する課題が残されていた。

そこで，本研究では，対象者の体力を測定し，運動を一定時間体験させ，その運動後のレクリエーショ;

スコアと体力レベルとの関連性をみようとした。すなわち，レクリエーション活動の効果をより高めるたb

の条件について，体力との関連を検索しようとした。

方 法

調査対象を， 139名の高校 2年生の女子に求め，体力診断テストを行うとともに， }3IJの日に 50分間の1
脊授業の中で器械体操を体験させた。器械体操は， 10分間のストレッチングを行い，跳び箱運動とマツ

運動，平均台運動を各 10分間ずつ，計 30分間行った。

調査としては、体育授業前後に疲労自覚症状調査(表 1) 4)を，体育授業後にレクリエーション効果判j

調査(表 2) 3)を実施した。

表1疲労自覚症状の調査項目

i群「ねむけとだるさJ 11群「注意集中の困難」

1頭がおもい 1 1考えがまとまらない

2全身がだるい 1 2話をするのがいやになる

3 足がだるい 1 3 いらいらする

4 あくびがでる 1 4 気がちる

5 頭がぼんやりする 1 5 物事に熱心になれない

6 ねむい 1 6 ちょっとしたことが思い出せない

7 目がつかれる 1 7することに間違いが多くなる

8 動作がぎこちない 1 8 物事が気にかかる

9 足もとがたよりない 1 9 きちんとしていられない

10横になりたい 20根気がなくなる
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|11群「局在した身体違和感J

2 1頭がいたい

22肩がこる

2 3腰がいたい

24いき苦しい

25 口がかわく

26声がかすれる

2 7めまいがする

28 まぶたや筋肉がピクピクする

2 9 手足がふるえる

30気分がわるい



表2 レクリエーション効果チェックリスト

大 少 変 大 大

変 し {t; 変 変

良 良 な 悪 良

0をつけて下さい L、も、 し い L、
2点 1点 o点 -1点 -2点

一ー一一・ _.・ーー 一四日ー .-ーー一目司 ー.._-帽申ー・・

1楽しかったですか?
一-一一ー ーー』ー ..ー一目 ーー一ー・・・・ー・ 一一ー一ーー

2気分がよくなりましたか?
一回日ー-_..ーー 一_.降向ー -ー一ー一ー・ 』一ー一_..

3充実・満足しましたか?
一-_._-ー.__.. 一-_.-ーー._-_._-一一ー一ーー

4達成感が得られましたか?
一-_.-・ ーーー・降a ..-一回 -ー一ー-ー，ー ー一一・椅ー一

5精神的な疲れがとれましたか? .._-.--一・・司由一 一-_.--ー.__.----_.----" 
6からだの疲れがとれましたか?

一一..-・ 一一ーー ー・・ーーー ._.・'ー一一ー ー一ーーー・ーー

7からだの龍子がよくなりましたか?
ー._.._-四割"_." 一世一ー -ー一ー一ー.一・・・ー一一日

8肩や首のこりがとれましたか?
一一一ーー ーーーー 9・・・ーーー -ー司H・ー一一，

9今日はぐっすり眠れそうですか?

10食事がおいしく食べられそうですか?

[前橋 明・服部伸一:レクリエーションの効果に関する研究(U)ーレクリエーション効果チェック

リストの試案と疲労自覚症状調査との関連ー，倉敷市立短期大学研究紀要28，pp.27-34， 1998. J 

まず， 疲労自覚症状しらべについては，日本産業衛生学会の調査票を用いた。その調査項目は 1群「ね

むけとだるさj， II群「注意集中の困難j， m群「局在した身体違和感j とされており，各群はそれぞれ 10

項目ずつの合計 30項目から構成されている。

評価方式としては，各症状について各自の自覚の程度に応じて点数化し症状がない」場合を O点少

しあるj を l点かなりあるJを2点、顕著にみられるj を3点として配点を行う前橋5)の評価方式を採

用した。つまり，各症状の訴えスコアの合計点を疲労スコアとして表した。

レクリエーション効果の調査では，回答をスコア化し，さらにスコアにグレードを持たせ，統計的な処理

をしやすくするために 5段階の評定とした。具体的には，活動前と比して，変化のない場合を O点，やや

悪いを一 1点，大変悪いを 2点，少し良いを+1点，大変良いを+2点という基準にした。

なお，資料の統計処理は，平均値の差の検定を用いるとともにピアソンの相関係数を求めた 6)。

結 果

1.体カレベル

女子高校生に対し，体力テストを実施した結果，体力テストの判定値は，平均 25.09土 3.48点となった。

2.体育授業前後の疲労スコア

体育授業前の疲労スコアは，平均 9.16点(I群 4.33点， II群 2.60点，皿群 2.23点)で，体育授業後には，

平均 3.92点(I群1.39点 II群 0.91点，皿群1.41点)と減少した (p<O.OI，図1)。

3.体育接業後のレクリエーションスコア

体育授業後のレクリエーションスコアは，平均 10.66土 6.7点となった。また，項目別スコアをみると，

平均1.0点以上の項目は，スコアの高い傾に「食事がおいしく食べられそう Ji達成感が得られたJi楽し

に
U

Qυ 



(点)

10 

9 1-ーー一一一一一ー一ーー-----ーーーーー"ーーー一ー一ーーーー一一

8 ←ーー一ーー---ーーーーーー一一ー一一一一一ーー"ーーー四四ーーーー

7 ドー一一一ー一一一一ーーーーー句句---ーーーー一ー一ー一ー一ーーーー

疲 6ーーーーーーーーーーー一一ーーーー一一ーーーーーーーーーーーーーーー

労 5 ドーーーーー四ーーーーーー"ーーーーーーー-_.--ーーーーーーーーーー

ス 4 
今

d

n

t

.

，
n
U

コ
ア

I群 E群 E群 全群

図 1 運動前後の疲労スコア ・運動前園運動後

体育授業前の平均スコアに対する差** p(O.Ol 

楽しかったですか?
気分がよくなりましたか?

充実・満足しましたか?
達成感が得られましたか?

精神的な疲れがとれましたか?
からだの疲れがとれましたか?

からだの調子がよくなりました?
肩や首のこりがとれましたか?

今日はぐっすり眠れそうですか?
食事がおいしく食べられそうですか?

。 0.5 
レタスコア

1.5 

(点)

図 2 運動後のレクリエーションスコア

表 3 5%水準以上の有意な相関性のみられた項目

体力 体育授業前の疲労スコア

体育授業後のレクリエーションスコア r宮 0.25(p(0.05) 

体育授業後の l群の訴えスコア r =-0.31 (p(O.Ol) 

体育授業後の 11群の訴えスコア r = -0. 26 (p(0.05) 

体育授業後の全群の疲労スコア r = -0. 24 (p(0.05) r =0.52 (p(O.Ol) 
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かったJrぐっすり眠れそう Jr充実・満足した」という項目であった(図 2)。

4.体育授業後のレクリェーションスコアと体カ，疲労スコアとの関係

体育授業後のレクリエ}ションスコアと体力判定との相関は，相関係数 r= 0.246 (p<0.05) となった。

また，有意な関係の認められたものを表 3に整理すると体力が高いと体育授業後のレクリエーションス

コアは大きい (r= 0.25， Pく0.05)J， r体力が高いと体育授業後の I群の訴えスコアは低い (r=-0.31，p

く0.00J， r体力が高いと体育授業後のH群の訴えスコアは低い (r=一 0.26，p<0.05) J， r体力が高いと体育

授業後の全群の疲労スコアは低い(r = - 0.24， p<0.05) J， r体育授業前の疲労スコアが高いと授業後の疲

労スコアも高い(r = 0.52， p<O.ol) Jという結果となった。

考 察

本調査結果より，体育授業で採用した器械体操の実施は，授業後に「食事がおいしく食べられそう Jr達
成感が得られたJr楽しかったJrぐっすり眠れそう Jr充実・満足した」という項目において，高いレクリ

エーションスコアを得たことにより，生徒に気分転換と食欲の高まりを促す結果となった。中でも，体育授

業後のレクリエーションスコアと体力判定との相関は，相関係数 r= 0.246 (p<0.05) となり，体力の優れ

ている生徒ほど，体育授業が気分転換となり，充実感や達成感，睡眠欲求と食欲の面で有効で、あったことよ

り，体力的に優れている生徒に，レクリエーション効果がより期待できることを確認した。

つまり，レクリエーション効果をより得ようとすると，対象者の体力レベルを高めておくことの大切さを

痛感した。また，このことは，生涯にわたって，快眠と快食，そして，運動を通して，充実感や達成感を体

得させようと願えば，成長期より，子どもたちの体力を高めておくことの重要性を示唆するものであった。

一方，就寝や起床，睡眠のリズムづくり，運動の積極的な実践を通して，日頃から疲労スコアを低く維持で

きるように，体調を整えさせておけば，より高いレベルのレクリエーション効果が期待できると考える。

結 語

女子高校生 139名に対し，体力テストと体育授業後のレクリエーション効果判定調査を実施した結果，体

育授業後のレクリエーションスコアと体力判定値との相関は，相関係数 r= 0.246 (pく0.05) となり，体力

の優れている生徒ほど，体育授業が気分転換となり，充実感や達成感，睡眠欲求，食欲の面で、有効であった。

また，体力レベルが高いと運動後の疲労スコアは低い (r= -0.24) ことも確認された。
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ESMデータを用いた特性としての内発的動機づけ傾向 (autotelicpersonality )に関する検討:

“autotelic person"の日常行動・経験パターンの特徴

佐橋 由美(樟蔭女子短期大学)

【目的】

内発的動機づけの概念は、学習心理学の動機づけ研究において、望ましい学習行動・態度として、また、

パフォーマンスを促進する要因として注目を集めてきた。動機づけ研究は心理学の一一研究領域を形成し、特

に学習行動、職業活動などに関する研究知見の蓄積は大きい。

一方、レジャー研究、とりわけ、レジャーの主観的側面を心理学的に把握しようとする研究者にとっては、

パフォーマンス向上や意欲・やる気の増進とは異なった意味において重要な概念である。 Neulinger(1974)

以降、レジャーという経験は決定の自由が知覚され、活動そのものに(内発的に)動機づけられている状態

のことを指すと考えられてきたからである。つまり、レジャー状況を成立させる基本要件の一つが内発的動

機づけなのである。

それにもかかわらず、レジャー研究においては内発的動機づけを正面からとり扱った研究は多くはない。

しかしその中では、官eissinger品Bandalos(1995)のレジャー場面における内発的動機づけ傾向を測定する

尺度開発の試み、そしてその尺度を用いた実証的研究が注目される。また、 Csikszentmihalyiは、フロー/

optimal experience理論において、独自の視点から内発的に動機づけられた経験を現象学的に扱っている。

Csikszentmihalyi(1975)は、全人的に行為に投入している際に人が感じる包括的な感覚をフローと呼び、こ

れを内発的に動機づけられた行為の際iこ経験される感覚として記述している。すなわち、①限定された刺激

領域への注意の集中、@自我忘却、自我意識の喪失、@行為と意識の融合、④臼らの行為や環境に対するコ

ントロール感、⑤不安や拘束からの一時的解放など、特定の感情の質を内発的動機づけの本質的特積とみな

し、内発的動機づけが生じる状況要因を特定するとともに(技能/挑戦の均衡など)、刻々と変化する意識

や感情の流れを現象学的に記述・分析しようと試みている。

上述の研究が示唆的であるのは、これまで動機づけ研究は一般に、状況による動機づけレベルの変動に焦

点があてられていたのに対し、動機づけを個人差、パーソナリティー変数として提示したところである。動

機づけの様態は、活動の内容や置かれた状況によって変化することは当然のこととして、人によっても、内

発的に動機づけられやすい人 Cautotelicperson)とそうでない人がいるという事実に目をむけ、どのよう

な動機づけ傾向をもっ個人がより幸福で適応的であるのかを探ろうとしている点が示唆的であるo

そこで、本研究は、そのような内発的動機づけ理論の論点を実際の生活場面において、実証的に検討する

ことを目的とするo まず①日常の様々な場面において、様々なタイプの動機づけがそれぞれどの程度、認め

られるのかを把握し、@各個人の内発的一外発的動機づけの経験量を算定し、内発的動機づけ傾向の顕著な

個人 (autotelicperson) Iこ特徴的な生活パターンはどのようなものであり、またその個人は、生活全般に

わたる感情・意識体験などQOLレベルは高い傾向にあるのか否かについて、実証的に検討する。

【方法】

1.対象

40 ・50歳代既婚女性66名 (40代41名、 50代25名、平均年齢48. 5歳)。就業状況は、フ

ルタイム就労者15名、パートタイム 31名、専業主婦20名。

2. E SM調査の手続き

本ESM調査は、 1日の調査対象時間帯(7:30-23:00)のうち、 9回の標的時刻jをランダムに

選定、この時刻における状況、心理デ タの記録を求めるものである。調査期聞は 1逓問、標的時刻の通告
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にはポケットベルを用いている。

3.調査内容

調査票は、 A.受信・記入時刻、広場所、 c.相互作用の状況(一緒にいた人)、 D.活動内容、 E.

考えていたこと、 F.動機づけと選択・決定における自由の知覚度、 G. レジャー性の知覚度、 H.興味・

関心、楽しさ、充足感、 1.当該活動の困難さ(挑戦レベル)と自身の能力レベルについての評定、1.感

情・気分、 K. 注意の集中などについての情報を得るように構成されている。回答形式はA-E:記述式、

J : 7段階SD尺度、その他は 11段階リカート尺度。但しFについては部分的に複数回答法となっている。

4.分析

1)動機づけの型

様々な動機づけの様相をタイプ化するための枠組みとしては、鹿毛(1995)が指摘するように様々なアプ

ローチがあげられる。鹿毛は、内発的動機づけ概念化の基本アプローチを以下大きく 5つに纏めている:①

認知的動機づけによる概念化@手段性一目的性による区別③自己決定の認知にもとづく区別④特定の感情の

質を内発的動機づけの本質的特徴としてとらえる⑤測定尺度の開発を通した包括的な概念化。

当分析においては、動機づけの型は2つの質問項目に対する反応を組み合わせることによって定義した

(主に③の視点から)。第1の項目は、自身の行動の選択・決定過程における自由の知覚度をみるものであ

る。行動の決定に際して自律的、自己決定的であり、当該行為始発の原因を自らの内に認識することは、内

発的動機づけの基本要件である。これに対し、何らかの義務や拘束を感知し、自身の行動を決定した要因が

自身の外にあると認知することは、外側から動機づけられた行動を誘発することとなる。実際には、当該行

動をすることになった理由が質問され、以下の選択肢から一つ以上選択する:

(a) しなければならなかったから

(b) したかったから

(c)他にすることがなかったから

第2の項目は、当該活動への興味、関与の程度を把握するものである。その時していた活動と別の“他の

こと'がどの程度したかったかを「非常にしたかった (0)Jから「全然したくなかったc10) Jまでの

1 1段階評定尺度で評定を求めた。この得点は尺度の中央値 (5)を基準に2分され、基準を上回る回答は

当該行為の継続を望んでおり、興味・関与のレベルが高いものとみなした。以上の組み合わせにより動機づ

けの型が決定された。

「内発的動機づけ」 自由 (b)X関与(高) n=1050 

「興味拡散」

「消極的受容」

「外発的動機づけJ

2)分析の手順

自由 (b) X関与(低)

拘束 (a) X関与(高)

拘束 (a) X関与(低)

n= 451 

n=1049 

n= 924 N=3871 

動機づけの様相はある程度、その時々の活動内容によって規定される。内発的一外発的動機づけは、どの

様な活動においてどの程度生じるものなのか、日常生活の全体像を得る意味においてもこの数値に着目する。

次に、個人差変数としての動機づけ傾向に着目する。まず、個人内での内発的一外発的動機づけ経験の量を

算定し、相関分析や平均値差検定を行って、動機づけレベルの異なる個人閣の日常行動、経験パターンなど

を比較検討する。

【結果の概要】

1-1.各活動カテゴリーにおける内発的一外発的動機づけ

図1は、活動内容に関する記述から、全てのESMデータを 10の活動カテゴリーに分類した上で、どの
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ような活動を行っている場合に、どのようなタイプの動機づけがどの程度生じるかをみたものである。内発

的動機づけ(IM)や外発的動機づけ (EM)の生じる割合は、活動の種類によって明らかに異なっており、

「睡眠・休息」や「食事Jr会話・交際Jrレジャー活動」などのように 1M比率が40%を上回り、 EM

との聞に大きな聞きがあるものと、 「仕事Jr家事Jr移動Jr社会的活動jのように、逆にEMが上回る

活動とがある。この結果は、日常感覚によく一致するものであるが、動機づけがこの様に行う活動に影響さ

れる性質のものであるとすると、個人の動機づけ傾向は、個人の内的・人格的要因に加え、どのような活動

をどの程度行っているかという生活パターンにも影響を受けることを示しているように思われる。
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1-2.動機づけの型と感情・気分の状態

一般に内発的動機づけは、最も価値的に望ましい動機づけの型と考えられている。ここでは、 「楽しさ」

「充足感JI肯定的感情JI活動性JIリラクゼーションJI集中JI有能感(フロー経験の頻度)Jなど

の経験指標の値を 1M，EM間で比較した。結果、 「有能感Jを除くすべての観点において、 1M状況下の

経験がEM状況よりもポジティプであった。

2-1.動機づけにおける個人差

各個人の 1M， EM経験度数をその人のデータ総数で除した数値(%)を各個人の 1M， EM傾向の指標

とした。 66名の対象者において 1M， EMのレベルに差が認められた。 EMが個人の全経験iこ占める割合

は、 3. 2%~6 3. 5%の範囲であり、平均は 23. 5% (SD口 14. 0)、 1Mについては 6. 3% 

~ 5 7. 4 % (M = 2 7. 2， S D = 1 2. 4 )であった。また、 SES要因が動機づけレベルに影響を及

ぼすのかどうか「就業状況」をとりあげ検討したところ、影響の可能性が示唆された (IM:F=2.44，

p<.10)0 n <平均 IM%> <平均EM%>

23.1 27.2 

30.6 22.5 

フルタイム就労者c15) 

パートタイム (31) 

専業主婦 (20) 24. 9 22. 5 

2-2.個人の動機づけ傾向と行動パターンの関連 autotelic personの行動パターン

個人の 1M， EM%の値をもとに、全サンプルを人数が均等になるよう高、中、低の3群に分け、動機づ

けレベルの異なるグループ間で行動パターンを比較した。ここでは、 autotelicpersonは、暫定的に 1M高

群にふり分けられた個人ということになろうo
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表1 活動頻度と IM-EM経験比率との相関および動機づけレベルごとの活動頻度

IM% EM% 低 1M群 中 1M群 高 1M群

相関 (r) 平均(%)

睡眠・休息 152 090 2. 0 2. 8 3. 2 

食事 307本 243本 7. 7 9. 3 10. 1 

身の回りの用事 131 000 7. 2 7. 1 7. 3 

仕事 ※ 370牢 295* 18. 2 12. 2 14. 1 

家事 193 2096 38. 0 31. 4 3 O. 1 

移動 042 079 2. 5 3. 8 3. 5 

社会活動 101 075 O. 6 O. 5 1. 6 

会話・交際 081 180 6. 2 7. 0 7. 4 

activeレジャー 116 078 3. 8 6. 4 4. 8 

passiveレジャー 138 357料 13. 8 19. 4 18.0 * 
※ 有職女性のみ ム pく. 10 * pく. 05 ** pく. 01 

統計的に有意な結果は殆ど得られず確証に欠けるが、基本的に 1Mレベルの高い個人は、低い個人に比べ、

仕事や家事時聞が少なく、レジャー活動でも特に、 passiveレジャー活動の割合が多い傾向にあるというパ

ターンが読み取れる。食事や睡眠等の時間も若干多い。

2 -3.個人の動機づけ傾向と感情・気分レベルの関連-autotelicpersonの経験の特質

Csikszentmihalyi(1997)は著書 rFindingFlowJの中で、 autotelicpersonalityについての章をもうけ、

青年期にあるautotelicpersonの感情・意識体験の特徴について言及している。氏は、 'autotelicな個人は

学業などの活動、 activeレジャーなどの活動において、非autotelicな個人よりも、よりその活動に集中す

る傾向があり、強い有能感を持ち、自身の将来目標に対するその活動の重要性を明確に意識しているという

結果を報告している。それに対し、幸福感や楽しさなどの経験には、顕著な差はないとしている。

中年女性を対象とした本研究では、異なった結果が得られた。表2の分析同様、統計的な意味での根拠は

欠くものの、集中や有能感、重要性の項目において 1M高群の値が低群と同程度か逆に低くなっていたり、

楽しさや肯定的感情、リラクゼーション、活動性などCsikszentmihalyiの分析結果では差がないとされる項

目において、高 1M群の数値が、低 1M群を上回るという結果であった。すなわち、内発的動機づけ経験の

割合が高い人ほど、日常全般にわたって「肯定的感情jを経験する傾向があり、緊張や不安を感じることが

少なく、安寧な状態を維持していうようであった。また、活動性のレベルも高L、。

表2 IM-EM比率と感情・気分レベルの相関および動機づけレベルごとの感情・気分

IM% EM% 低 1M群 中 1M群 高 1M群

楽しさ 2126 151 5. 29 5. 46 5. 70 

肯定的感情 323本本 213ム 4. 30 4. 42 4. 55 A 

リラクゼーション 322林 075 4. 53 4. 80 4. 89 本

活動性 278牢 172 4. 42 4. 31 4. 56 A 

充足感 203 165 6. 24 6. 19 6. 60 

集中 116 166 7. 12 7. 13 7. 18 

重要性 085 028 7. 26 6. 72 6. 98 

有能感 040 079 31. 4 24. 6 3 1. 4 

A p <. 10 * p<. 05 ** p <. 01 
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九三日
「母権的価値j と f父権的価 値j からみる現代スポーツの諸相

O嶋津優子(東海大学大学院生)、西野仁(東海大学)

1 .はじめに

元来、社会の様々な事象は、多様な関連する要素のバランスをとる為に、ダイナミックに変化

していると考えられる。そして、多様であるとしばしば表現されてはいるものの、中心となる要

素は、「男性j と「女性J、また、「強いものJと「弱いものj、「速いものJと「遅いものJ、ある

いは「労働Jと「レジャーj などの語に見られるように、二つの対語として集約されている場合

が多い。それは、人間が、社会で起こる複雑な事象をできるだけ単純化し、理解しやすくする為

に工夫した結果であろう。

ところで、スポ}ツを、同様な方法で理解しようという試みがこれまでも行われてきている。

例えば、「高度化Jと「大衆化」、「競技指向j と「レクリエ}ション指向J、「体育会的Jと「同好

会的Jといったように。しかし、スポーツの広範さ、多様さゆえに、今まで試みられてきた視座

からでは、十分に理解しきれないことがらがある。例えば、「円陣バレーボールJ、「チャレンジ・

ザ・ゲームJ、「ファミリースポーツ j といったスポーツは、どのような価値の基で行われている

のであろうか。また、「ニュースポーツJ、「やわらかいスポーツ」、あるいは「みんなのスポーツJ

といったスポーツに対する表現の仕方は、大衆化、レクリエーション指向、同好会的であると言

い得ても、すっきりと満足いくものではないと感ずる。そして、「テニスのようにラケットを使っ

て相手を打ち負かすスポーツJと「羽子板のようにラリ}を楽しむスポーツ j は、どのような切

り口からその違いを理解する事が最も適切なのであろうか。今までの切り口から十分に説明でき

そうにないとしたら、新たなそれを工夫しなければなるまい。

思想家であるイリッチ(Illich) は、著書「脱学校の社会J1 )において「母権」と「父権Jの

概念を持ち出している。彼は、学校教育についていけない子どもや登校拒否の子どもが目立つの

は、競争や序列といった父権的な色彩の強い学校教育制度に原因があり、この父格的な学校教育

制度を批判し、愛や平等といった母権的色彩のある学校教育制度の必要性を訴えている。この「母

権Jと f父権j という概念を用いたなら、現代スポーツの特に十分に納得いく説明が出来かねて

いたスポーツの部分をより良く説明出来るのではないかと考えた。

この様な思考を経て、本研究では、今までの切り口では十分に理解しきれなかったと恩われる

現代スポーツの諸相の一部を取り上げ、「母権」と「父権」、あるいは「母権的価値Jと「父権的

価値Jという新しい視座から捉えてみることとした。具体的には、まず「母権的価値Jと「父権

的価値Jの概念を、バッハオ}フェンの「母権論J2) を用いて明確にしたうえで、現代のスポー

ツの多くが父権的価値であることを論証し、さらに、母権的価値に基づくスポーツの存在を確認

し、最後に「ニュースポーツJ と表現されるスポーツについて考察した。

2. r母権的価値Jと『父権的価値j

「母権 (motherright) Jあるいは「母権制 (matriarchy)Jとし、う言葉は、 1861年にスイスの

法学者であったバッハオーフェン (J.J.Bachofen) が書き上げた「母権論Jの中で使われたのが

最初であるとされている。この本が書かれた当時は、父権制(家父長制あるいは父系制)が普遍

的、自然的な社会形態であるということが一般的論調であった。 3)しかし、彼は、伝承神話や太

古の歴史的記述を駆使し、宗教と法の見地から父権制社会が現われる以前に母権制社会が存在し

ていたことをこの著書において説いている。そして、彼は母権制を、「男性に対する女性の優越的
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地位j ということを頂点として、「血統と家系は母親のみ通じて受け継がれる母系制J、「妻方居住

婚である家母長制Jを含めた、包括的意味で捉えている。しかし、時が流れ、文明の進歩に伴い、

母権制社会は影を潜め、父権制社会が出現したとしている。彼は、この社会形態の変容を、古代

ギリシア時代にあったと見ている。そして、その後、この著書は、社会主義者であるマルクスや

エンゲルスの思想や、また、 19世紀後半から徐々に始まった女性解放運動にも影響を与えたとさ

れている。 4)また、著名な社会心理学者であるフロム (E.Fromm) も、バッハオーフェンの思

想に影響を受け、多数の論文、例えば「母権理論の社会心理学的意義J(1934)町、「男性と女性」

(1951)町、「母権理論の今日的意義J(1970)めにおいて母権論を持ち出している。

バッハオーフェンは、この女性が支配していた社会、つまり母権制社会では、血のつながりや

大地へのつながりを強調し、受動的にあらゆる自然の法則を受け入れるといった特徴を持ち、す

べてが平等で協調や平和を基調としていたと述べている。そして、この社会の根底には、女性の

魂の奥底に秘められた欲求である無償の愛(子を受け入れ、育み、養う母性愛)の存在があると

考え、人間の幸福を何よりも求めるていたと論じている。逆に、男性が支配する社会では、自然

の現象を変化させ、人聞が作り上げた法律や制度といったものを強調する特徴を持ち、優劣をつ

けること、序列や競争、闘争を基調にしていると述べている。また、そこには、条件付きの愛が

存在していると考えている。

このバッハオーフェンの思想から、本研究においては、「母権的価値j とは、無償の愛情の上に

成り立った平等性や協調性、平和主義、ありのままを受け入れることに価値観の基礎を置くこと

とし、「父権的価値Jとは、条件付きの愛情の上に成り立った、競争性や闘争性、はっきりした優

劣、そしてその序列に価値観の基礎を置くことと捉えることにした。

3.現代スポ}ツに見られる『父権的価値j と「母権的価値j

Lよ父権的価値に基づくスポーツ

青柳は、文化人類学の視点からミード (M.Mead) の「文化の型j の分類方法を基盤として用

い、「遊びの型Jという新しい考え方を提唱している。的彼女は、世界各地にあるいくつかの原始

的な民族の行動形態から、競争的な社会では競争的な遊びが、協力的な社会では協力的な遊びが

見られると主張している。このことから考えて、現代の日本社会は、果たしてどちらに属した社

会であり、どちらに属した遊びが行われていると推測出来るのであろうか。アメリカの評論家で

あるコ}ン (A.Kohn) は、著書「競争社会をこえてJ 7) において、アメリカの社会には競争す

ることがごく当然であるかの風潮が蔓延し、協力といった風潮があまりにも影を潜めてしまって

いること、アメリカの社会は競争に固執してしまっていると説いている。また、この風潮は、ス

ポーツにも見られることであるとし、アメリカ社会の競争がスポーツにも反映されている、ある

いは、競争原理が強いアメリカ社会で生き抜く為の手段を学ぶのがスポーツであるとまで言い切

っている o 終戦から現在に至るまで、日本は「アメリカの後を追っている Jとしばしば言われき

ている。このことから恐らく、日本社会もアメリカ社会同様、競争を基調にした社会であり、ス

ポーツもこの様相を呈していると考えられる。

この様な偏りの見られる社会に影響を与えた要因として、大きく次ぎの二つが考えられる。第

一は、人間の金銭的あるいは物質的な豊かさの追求行為である。フロムは代表的な作品「生きる

ということ J8) において、人間の存在様式に rto have (持つこと)Jと rto be (あること)Jと

があり、高度に産業が発達した現代社会が rtohaveJの様式に傾き過ぎてしまっていることと、

この様式によって生まれる危険性に対して警鐘を鳴らしている o そして、 rto haveJ の存在様式

の基本的要素の一つに「競争j があるとし、この要素が今日の社会をもたらしたとしている。ま
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た、これを、現代スポーツに当てはめて考えてみる。遊びの著名な研究者であるホイジンガは、

現代スポーツの在り方について、「スポーツの組織化と訓練が絶え間なく強化されてゆく J過程に

おいて、スポ}ツは純粋な遊びの質を失っていると主張している。のこの現象は、特にプロフェ

ツショナルスポーツに顕著に見られるものであるとし、これらのスポーツへの関わり方には、も

はや真の遊びの精神は無いとまで言い切っている。確かに、記憶に新しいシドニーオリンピック

では「メダルを獲得すること」、「勝利することのみに意義がある j、又は「スポーツは結果がすべ

てである j といったような風潮が強く感じられた。あるいは、連日マスメディアは、日本のメダ

ル獲得数を他国と比較して報道していた。

第二は、男性が家庭生活や政治、行政の分野で権力を握り、社会全体を統治していると思われ

る社会体制である。女性の解放を訴えたミル (J.S.MilDは、著書「女性の解放J10) において、

女性が政治上、社会上重要な地位に立てないのは、杜会制度をつくりあげたのが男性だからであ

ると主張している。このことから、社会が男性の価値観で構成され、流動し、女性の価値観がな

いがしろにされたことによって、競争の強調を生み出した原因として推測することが可能ではな

いだろうか。これを現代スポーツに当てはめて考えてみる。スポーツ活動の指導者には女性より

も男性の比率が高いように思われるし、女性のスポーツグ、ループであっても男性の指導者が指揮

をとっているケースが多く見られる。また、近代オリンピックの歴史には、第)回アテネ大会で

は女性の参加が禁じられていたという現実がある。江刺によって「スポーツは男性文化であり、

そこには男性の行動様式(例えば、競争や業績の重視)が支配的だったj と述べられていること

から、現代スポーツは男性の価値の基で遂行されてきたものと考えることが可能であろう。 11)

これら二つの要因を手がかりに現代のスポーツを理解しようとすると、確かに勝ち負けや優劣、

又はそれに伴う序列が存在し、「他の人よりも、より速く、より高く、より強く、より遠くへ、よ

り上手く出来ること j を良しとすることが一般的価値として定着しているかのように見える。つ

まり、現代スポーツは、母権的か父権的かというと、多くのスポーツが f父権的価値j を強くあ

らわしているといえよう。

2)母権的価値に基づくスポ」ツ

しかし、母権的価値に基づくと思われるスポーツの一群を見出すことが出来る。それは、「円

陣バレーボールJ、「チャレンジ・ザ・ゲームJ、「ファミリースポーツJなどと呼ばれているスポー

ツである。

.1円陣バレーボール1:数人で円陣を組んで行うバレーボーノレ。これは、通常のネットを挟んで

行われるバレーボーノレに見られる、攻撃的に相手を打ち負かすといったプレーではなく、み

んなで協力しあって、ラリーを続けること自体に楽しさを求めるスポーツである。

・|チャレンジ・ザ・ゲーム1:特別な体力や技能を必要とせず、誰でも挑戦出来るゲーム。これは

誰かと競いあうのではなく、みんなで協力して常に新たな記録に挑戦することを目標に行わ

れるスポーツである。代表的な種目としては、「リング・キャッチ」、「キャッチング・ザ・ス

ティック J、「ヒューマン・ロコモーションj などがある。

.1ファミリースポーツ1:代表的なものに、親子でのキャッチボールやバドミントンなどが挙げ

られる。これらは、親と子の愛情や思いやりを基にして行われ、ボールを投げ合うこと、あ

るいは全く攻撃性のないシャトルの打ち合いを楽しむスポーツである。

3) ニュースポ}ツの新たな切り口

ニュースポーツには、インディアカ、フライングディスク、ターゲットバードゴノレフなどの種
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目が挙げられる。今までこの「ニュースポーツJの「エューj は、さまざまな意味合いで捉えら

れてきた。例えば、「現代的な、当世風な、新流行のスポーツJ、「あまり、まだ知られていないス

ポーツ」、「極端な競技指向に偏らない、いつでも、どこでも、誰でも行えるみんなのスポーツ j、

「楽しみのスポーツJといったように。しかし、「ニューJを、「目新ししリとして捉えた場合、

いずれその新しさは古くなってしまう。また、「競技指向ではないjと捉えた場合、インディアカ

は、それが普及するにつれ、競技志向が強まってきた。シドニーオリンピックから正式種目にな

ったピーチバレーは、かつては、勝ち負けをあまり意識しないニュースポーツであった。この様

に暖昧であるニュースポーツについて、新たに「ニューJを、「母権的価値に基づく Jとして捉え

ることが出来ないだろうか。つまり、この立場からは、ニュースポーツは、「他の人より、速くな

くてもいい、高くなくてもいい、強くなくてもいい、遠くなくてもいい、上手くなくてもいいJ

などの価値観に基づいた、「みんなで協力し、勝ち負けや優劣、それに伴う序列の存在しないスポ

ーツの総称j として定義出来そうある。同様な切り口から「やわらかいスポーツJや「みんなの

スポーツJという表現には、「母権的価値Jが含意されているものと理解することが可能になろう。

4. おわりに

ホイジンガの言説を引用するまでもなく、本来スポーツは遊びであり、カイヨワが指摘するよ

うにアゴン(競争)以外のスポーツはもちろん存在する。しかし、現代スポーツは、マスコミの

煽動もあり、競争することを主流にした、勝敗や優劣、さらに序列をつけるなどの「父権的価値j

をますます強めており、「競争jはスポ}ツの欠くべからざる根本要因であるかのような主張が加

速されているように感ずる。この状況が続けば、スポーツ離れなどに代表される現代スポーツが

抱える諸問題は、ますます顕在化することが予想される。イリッチが学校教育において母権的色

彩のある教育の必要性を訴えたのと同様に、競争や勝敗、優劣や序列といったものではない、協

力や平等を基調とする「母権的価値j に基づくスポーツの必要性を声高に主張する必要がありは

しまいか。また、マイナーなイメージを否めないものの、消えることなく存在しつづけてきた、

円陣バレーボールに代表される「競わないスポーツJに、今一度、注目する必要はないだろうか。

本研究を通じて「母権一父権Jの切り口からスポーツの諸相を理解することが有効であること

の感触を得た。今後、さらに概念を整理し、より広範で、より深い考察を続けて行きたい。
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[壬旦
尾瀬山の鼻・見晴間の木道から眺める景観の構造

千葉大学園芸学部 i油井正昭

はじめに

尾瀬ヶ原は日光国立公閏内に存在する日本を代表する湿原である。尾瀬ヶ原の標高は約 1400

m、周囲を 2，000mを超える高山で固まれた盆地である。尾瀬ヶ原の利用期は春から秋が中心で、

年間約 50万人の利用者がある。尾瀬ヶ原の利用は高山植物の観察、広大な湿原と;控ヶ岳や至仏

山など湿原を囲む山岳で構成する景観の観賞が魅力である。

尾瀬ヶ原は整備されている木道以外の歩行はできないので利用動線は限定されており、景観観

賞は木道から行われることになる。そこで、木道から眺める景観、特に尾瀬ヶ原の景観を強く印

象づけている燈ヶ岳と至仏山の見え方、湿原と湿原を囲む山々のスカイラインの見え方など景観

の構造を把握することを目的とした。

調査対象と調査方法

調査対象にした木道は、山の鼻 牛首一竜宮一見晴聞の湿原内に整備されており、尾瀬ヶ原を

縦断する代表的な利用ルートである。この聞は約 5.5kmあり、山の鼻から牛首までが上田代、牛

首から竜宮までが中田代、竜宮から見晴聞が下回代と呼ばれる O 図-1は尾瀬ヶ原の地形概要と

調査対象にした木道の位置図である。木道から眺める景観の構造を把握する調査は、国土地理院

発行の 1/25，000地形図の解析で行った。 調査方法は、 1/25，000地形図上の木道の位置に、山の

鼻の国民宿舎尾瀬ロッジの前方で上田代に出た位置を基点(測点 0) とし、見晴までの聞に 200

m毎の測点を設けた。調査は次の 3種類を行った。

(1) 各測点における木道に対する横断方向の、①見通せる湿原の距離、②スカイラインまでの

距離、③スカイラインの仰角。

図-1 尾瀬ヶ原の地形概要と調査対象木道の位置

地形図の解析結果と景観の見え方に閲する考察

1 .陰ヶ岳、至仏山、景鶴山の見え方

(2) 山の鼻から見晴に向かう方向

での各測点における、①;燈ヶ岳の

仰角、②自然視野角(左右 30度)

端の位置で見通せる湿原の距離、

③自然視野角端の位置でのスカイ

ラインまでの距離、④スカイライ

ンの仰角

(3) 見晴から山の鼻に向かう方向

での各測点における、①至仏山の

仰角、②自然視野角(左右 30度)

端の位置で見通せる湿原の距離、

③自然視野角端の位置でのスカイ

ラインまでの距離、④スカイライ

ンの仰角

;陰ヶ岳、至仏山、景鶴山は、尾瀬ヶ原を囲む代表的な山岳である。健ヶ岳は尾瀬ヶ原の東に位
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置し、至仏山は西に位置する。対象とした木道は、ほぼ健ヶ岳と至仏山を結ぶ線上にあり、山の

鼻から見晴に向うときは燈ヶ岳を正面に、見晴から山の鼻に向かうときは至仏山を正面に見る。

木道から見る;陸ヶ岳と室仏山の仰角は図 2である o 両山の仰角は、中田代の中央付近(測点 14

付近)で同じになってる。なお、景鶴山 (2，004m) は尾瀬ヶ原北側の最高峰で、山頂直下に急

崖が発達しており、景観的にも目を引く山ではあるが、上回代や中田代からは見にくく、下回代

からはよく見えるが木道が東西方向のために、跳望的には気づきにくい。

(1) 燈ヶ岳の見え方

山の鼻の基点(測点 0) から健ヶ岳山頂までの距離は、図上計測で 8，930mである。山頂と尾

瀬ヶ原との比高は 951m あり、調査基点の位置では仰角が 60 05 I である。各測点で山頂の仰

角を算定すると、上田代では 200m毎に約 10I 、中田代では 200m毎に 15~ 20 I 、下回代では 200

m毎に 30~ 45 I づっ大きくなっている。木道を歩いて行くと、次第に燈ヶ岳が近づいてくるの

を実感するが、その実感を仰角で示すと以上のような見え方の変化を経験していることになる。

見晴に到達すると、尾瀬ヶ原の湿原は終わり、健ヶ岳山麓の森林が眼前を塞ぐようになるが、ま

だ山頂までの距離は約 3，400mあり仰角は 150 45 I である。燈ヶ岳は景観構成の上では独立峰

のように見え、湿原を前景に見る越ヶ岳の景観は、尾瀬ヶ原の代表的な景観となっている。その

燈ヶ岳の見え方の変化を、仰角で捉えると、山の鼻から見晴までの木道上では、仰角 6
0

05 I 

から 150 45 I まで約 100
変化していることになる。

(2) 至仏山の見え方

見晴から至仏山の山頂までの距離は約 8，180m、比高は 813m、山頂の仰角は 50 45 I となっ

ている。見晴で見る至仏山は、遠景域のため山麓の状態がはっきり識別できないが、尾瀬ヶ原を

縦断して行くと遠景域から中景域となり、山麓の状態がはっきり識別できるようになってくる。

至仏山の仰角は図 -2のように下回代では 200m毎に約 10I 、中田代では 200m毎に 15~ 20 I 

上田代に入ると 200m毎に 40I ~ 1 0大きくなっている。そして山の鼻の基点に至ると、仰角

は 17
0

15 I になっている。すなわち、山の鼻に近づくに従って刻々と仰角が大きくなり、その

変化は 50 45 I から 170 15 I と 10。以上である。山の鼻では山頂へ至る登山道、山麓の森林、

山頂付近は森林限界を超えているなどが視認できる。

(3) 景鶴山の見え方

景鶴山は尾瀬ヶ原の北側に位置する山のため、 山の鼻と見晴を結ぶ木道からは視野に入りにく

い。景鶴山付近は地形が複

雑で、前山に八海山(1，811

m) などがあり、山頂部は

上田代では見ることができ

ず、中田代の中央部以東で

ないと見ることができな

い。しかし、山の鼻から見

晴へ向かうとき、中国代中

央部より東側では燈ヶ岳が

眺望景観の中心をなし、景

鶴山は行く手の視野に入ら

ないので気づかない利用者

が多いのではないかと思わ

れる。また、景鶴山は、見

晴では木道に対して北西の

方向 540 の位置にあり自

然視野の外側にある o 見晴
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から山の鼻に向かうと、下回代からは見えるが、沼尻川の拠水林手前で木道に対して北西の方向

70 0 の位置になり、視野角の関係からは気づきにくい。したがって、景鶴山は尾瀬ヶ原の代表

的な山岳ではあるが、見晴から山の鼻に向かうときも、強い印象を与えにくい山となっている。

2. 山の鼻から見晴に向かうときの景観の見え方

(1) 湿原の見え方

尾瀬ヶ原は高層湿原が発達しており、特に中国代や下回代では湿原が高く盛り上がっているの

がよくわかる。山の鼻から見晴へはほぼ東に向かつて歩くことになり、左手が北側、右手が南側

である。木道では足を踏みはずさないように注意し、前方の景観を見ながら歩いていることが多

い。したがって、歩きながらの景観観賞は、自然視野の範囲が中心である。自然視野角を左右 30

度に取って、木道上から見える湿原の状況を示したのが図 - 3である。上田代は湿原の見える範

囲が狭いが、中田代に出る

と遠くまで見通せるように

なる。牛首から 400m (浪IJ

点 10) では、北側 300 の

方向は 2km以上見渡すこ

とができ、山の鼻一見晴間

で最も遠くまで湿原を眺望

できる位置である。木道上

で顔を動かし左右 90度(横

断方向)まで見渡した場合

を設定すると、見える湿原

の範囲は図 - 4になる。図

-4を見ると牛首から 400

m程東側の測点 10から 1

kmの区間は、北側に広大

な高層湿原の景観が観賞で

きることがわカミる。

(2) スカイラインまで

の距離と仰角

木道から周囲を囲む山岳

主稜線が常に見えているわ

けではなく、手前の山や支

尾根がスカイラインを構成

していることも多い。木道

の位置は尾瀬ヶ原の南寄り

にあり、南側は北側より山

が近い。上回代は北側も南

側も横断方向のスカイライ

ンの仰角が 7~ 10 0 、自

然視野角では北側が 1.5~ 

5 0 、南側は 4~ 7.5。で

ある。中田代中央付近から

竜宮の手前までの約 1km

は、北側はスカイラインま

距腫
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距離

図-3 山の鼻から見晴へ向かうとき自然視野の景観の見え方
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で 4~ 5kmあり、この区間は近

景から中景に湿原が広がり、遠

景に山岳を望む奥行きの深い景

観が眺望できる。なお、各測点

における自然視野角方向のスカ

イラインの仰角を示すと図-5 

になる。この図から仰角は上田

代では北側が大きく、中国代は

南側が大きくなる。しかし、最

大仰角が 9。程度なので閉塞感

を与えることはなく、尾瀬ヶ原

は盆地でありながら広聞な湿原

景観を観賞できる景観構造上の

特徴を有している。

測点 10 15 20 25 27+ 130m 

叫←上国代ー十一一叩一一→254← 下 回 代 → 見 晴

図-5 山の鼻から見晴へ向かう自然視野のスカイライン仰角

3. 見晴から山の鼻に向かうときの景観の見え方

(1) 湿原の見え方

見晴から山の鼻に向かつて木道を歩き始めると、沼尻川までの約l.3kmは下回代の湿原景観で

ある。下回代では行く手を沼尻川の拠水林に視線が遮られ、中田代と上田代の湿原は見ることが

できない。見晴からの歩き始めは南側、北側とも 1 km以上遠くまで湿原が見渡せ、また、山岳

スカイラインまでの距離も南・北ともに 2~ 4kmあり、奥行きのある景観が眺望できる。沼尻

川の拠水林を抜け中田代に出ると、再び広大な湿原景観が開けるが、湿原を囲む山岳のスカイラ

インは下回代に比較すると近い。正面には常に歪仏山があり、進むに従って仰角が大きくなって

くる。牛首が近づくと次第に湿原の見える範囲は小さくなり、牛首を過ぎて上田代に入ると北側、

南側ともに下回代、中国代で見てきた広大な湿原景観は山に挟まれた圏構性のある景観になって

いる。なお、中田代で多数の池塘を観賞することができるが、上田代にも木道沿いに大小多数の

池塘があり、また池塘内に浮島の珍しい景観が観賞できる。

(2) スカイラインまでの距離と仰角

見晴から山の鼻に向かつて歩く方向で、 200m毎の測点において自然視野角左右両端で視認す

るスカイラインまでの距離を計測した結果は、下回代では北側が約 3.3~ 4.5km、南側は約 2~ 
3km、中岡代では北側が約1.5~ 3km、南側は約 1.5~ 2km、上田代では北側が約 2~ 3.5km、南側

は約 4~ 5kmである。また、各測点で仰角を算定した結果、見晴から中田代の中央付近までは、

北側も南側も仰角は約 4~ 6 0 が続いている。中国代中央部は、北側で仰角が小さくなり約 2~

3.5 0 、これに対して南側は 6~ 7.5。あり、北側に比較して南側の仰角が大きい景観を眺めるこ

とになっている。そして、山の鼻付近では北側も南側も仰角は 80 を超え、山が迫った感じにな

っている。

むすび

尾瀬ヶ原の代表的な利用ルートである、山の鼻一見晴聞の木道からの眺望景観の構造を明らか

にする目的で地形図を解析し、その結果と現地の利用体験をふまえて景観の見え方を考察した。

内容は地形図の解析に基づいているので、景観の見え方は地形景観が中心となっている。

尾瀬ヶ原の景観は、地形景観と同様に植物景観が重要な要素であるから、ここで述べた景観の

見え方は、現地で観賞する景観を十分には説明できていないことになる。植物景観の解析を加え、

また現地との照合を図るなど精度の高い成果を追求する必要があると考えている.
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区三回
西四国観光ネットワーク「ルーラルポケット」に関する一考察

小泉勇治郎(松山東雲女子大午)

キーワード:ルーラルツーリズム、リゾート開発、オルタナティブ・ツーリズム

1 .はじめに

中曽根内閣時に閣議決定された第 4次全国総合開発計画の目玉は、民活法(民間事業者

の能力活用による特定施設整備促進に関する臨時措置法)の地方版ともいえるリゾート法

(総合保養地域整備法)であった o

愛媛県も 1990年 6月 29日、「えひめ瀬戸内リゾート開発構想Jが全国 4 1の地坊の

なかで 24番目に国土庁より承認を受けた。 1)開発基本方針はマリーナ、リゾートホテ i/、

ゴルフ場などの建設であった。しかしながらこれらの計画に対して、 1989年「ゴルフ

場とリゾート法を考える愛媛県民の会Jが結成され、リゾート開発反対運動が始まった o

やがてパブノレの崩壊によってリゾート計画の中止、縮小がなされた。 2)例えば、すでに営

業をしていた愛媛県越智郡岩城島の高級リゾートホテルは経営が悪化し、閉鎖を余儀なく

された。現在は建物は廃嘘と化している。

2 0 0 0年 9月、四国にある大型テーマパーク「レオマアワールドJ もリゾー卜法によっ

て承認を受けオープンしたが、入場者減のため閉鎖のやむなきに至った。また、愛媛県南

部宇和島市と南北宇和郡の一市五町一村を対象地域にし、 300億円余を投資した南予レ

クリエーション都市整備事業の見直しも始まった。 3) 

愛媛県の第 5次愛媛長期計画 (2000年 3月) r新しい愛媛づくり指針Jの中で、観光・レク

リエーション産業の進行施策が説明されているが、「愛媛瀬戸内リゾート開発構想 j につ

いては、わずか 3行で述べられており、しかも構想については経済環境の推移を見極めな

がら進めるという極めて消極的な姿勢を見せている。 4) 

1 992年、「新しい食料・農業・農村政策の方向 J (農林水産省公表)のなかで地域全

体の所得の維持・確保についてグリーン・ツーリズムの振興を図ることが明記された。 5) 

また、農水省構造改善局より「グリーン・ツーリズム研究会中間報告Jが発表され、現在

ではリゾートという言葉に代わって「グリーン・ツーリズム j という言葉が使われるよう

になってきた。

そういった中で、 1 998年 11月愛媛県の森の国ホテノレや高知県のホテル星羅四万十な

ど西四国の 5公共観光施設と 1民間ホテルが地域ネットワーク「ルーラルポケット J を発

足させた。このネットワーク構想は加盟施設の立地条件、施設規模などから判断すると、

リゾー卜開発の次にくるグリーンツーリズムの流れを汲んでいるものと思われる。

「公共・民聞を問わず、 2 1世紀に向けた新しい観光の形態を構築し、会員相互の営業活

動情報の交換及び連絡協調を図り、会員並びに各々の地域の観光事業の健全な発展に寄与

すること」を目的として設立された。設立当初 6施設で始まったが、 2000年 4月には

新たに 2施設が加わり、現在 8施設になっている。本研究ではルーラルポケット構成施設

への質問紙調査と訪問面接を行い、リゾートに代わるものとしての新たなツーリズム¢可

110 



能性を探ることを目的とした。

2. 研究の方法

リゾート法の失敗とバブル崩壊によるその後の新たなツーリズムについて、「ルーラノドポ

ケット J を 設立 した 加盟施設へのアンケート(8施設への郵送法による質問紙調査)を実

施するとともに、実際に施設に出かけ担当者とのインタビューを実施した。

3. 結果及び考察

まず、調査対象の施設の概要について表 1に示す。

表 1 描設の概要

施設名 運営形態 開業日 客室数

玄二弁:三-Tf-fk-FEE---EE--J 株式会社 一一一一一一L竺91 生..L...~_.~___
内子フレッシュハ。ークからり | 内子町 I 1996年

星註四万十 | 臨し ま ん と 企画 I 1994年1""--1:--4
(第 3セクター)

森の国ホテル I (財)観光公社 I 1991年 15 

花の森ホテル | 町交流促進センター I 1997年 18 

ベルリーフ大月 I (財)ふるさと振興公社 I1996年 20 

たかの子温泉 | 株式会社 I 1966年 I25 + 25 
ホテルクレメント宇和島 J R 1998年 8 2 

1 998年 11月 19日、当初 6施設(5公共観光施設、 1民間ホテル)で次の事業を行

うことで発足し、 2000年 4月からは 2施設が新たに加わった o

( 1 )各々の文化を尊重しつつ、地域全体の情報発信を行う。

( 2 )各施設の情報をオンタイムで収集し、一元化を図る。

( 3 )消費者ニーズに合った多様な企画を立案する。

( 4 )従業員の共同研修や、人材交流を積極的に行う。

( 5 )企画・営業に関わる活動について、連携によるスケールメリットを生み出す。

( 6 )その他、本会の目的を達成するため必要な事業を行う。

小さな公共施設でも、一緒になって全国に向けて P Rすれば大きな効果を上げることがで

きるというのが「ルーラルポケット J設立の趣旨であり、今までの観光と違い、田舎を訪

れ袋いっぱいの楽しい思い出を持ち帰ってもらおうという願いがある。

表 2 各施設客室稼働率の推移

| |ケ}オーホテル|星羅四万十 |森の国 |花の森 |たかの子温泉

199 7年度 I20.9 55 I 73.5 52.4 

1 998年 度 19.4 56 I 76.3 44.3 55.9 

1999年 度 I 30.3 54 75.0 53.0 68.9 

(単位:%) 
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アンケートについては上記 5施設から返信が来た。ホテル経営の指標である約 60%仇}稼

働率を超えているところは 2施設しかない。しかしながらケーオーホテ!人花の森ホテルにい

ても「しまなみ海道 j 開通の効果が稼働率アップにつながっているように思われる。

また、各施設とも他の施設にはない、特色を持っており(たとえば、温泉、渓谷美とフラ

ンス料理、四万十)11など)今後ルーラルポケット構想が持続していけば、十分な集客アッ

プが見込まれる。

平均客単価(一泊二食)は、それぞれの施設平均で 8千円から 1万 5千円の範囲であっーこ。

民間施設であるケーオーホテルが客単価が一番高かった。これは、他施設に比べて高客室料金の

影響が出ているものと思われる。表 3に各施設の客室・食事料金を示している。

表 3 各施設客室料金・食事料金

ケーオーホテル | 昼羅四万十 森の国|花の森|鷹の子温泉

宿泊料金 7500 ~ I * * 4000 ~ I 5000 4000 ~ 

一泊二食 * * 110000 ~ 15000 1 1 9500 ~ 1 7000 ~ 

食 事 |各自

(タ・朝)

備 考 税・サ別 税別・サ込 税目IJ・サ込|税別・サ

、、，ノ田川

込
一
:

サ
一
位

ト
一
単

P
刀
-
〆
t
、、

税
一

平均宿泊数については、すべてに施設において一泊二日であった。グリーンツーリズムに

おける滞在型宿泊形態からはまったく違う結果が出た。各施設の持つプログラム施設む限

界、あるいはプログラムソフトの提供の工夫のなさなどが原因として挙げられるが。押縄

などのパック旅行ではない、つまり自前の旅行になるとどうしても一泊になってしまうこ

とも原因のーっとして考えられる。同時に費用のことも考えなければならない。家族、グ

ノレ}プが圧倒的に多く、かかる費用のことも考えれば一泊ということになるのかもしれな

い。しかしながら、滞在型施設にしていくための具体的努力も必要であろう。

地域別利用者については、

表 4 地域別利用者(1 9 9 8年度あるいは 1999年度)

九州 四国 中国 関西 東北 北海道 関東 中部 その他

ケーオーホテル 9.3 17.5 25.7 25.2 1.0 0.2 12.4 8.7 

星羅四万十 3 50 16 13 15 3 

森の国 2 47 26 15 10 3 

花の森 5 70 7 11 4 Z 

鷹の子温泉 12 24 52 12 

(単位:%) 

四国からの利用者が圧倒的であるが、「しまなみ海道 J開通による影響が愛媛県東予・中

予地域にある施設(ケーオーホテル、たかの子温泉)に出ており、中国・関西からの利用者比率に表

れている。 今後の集客の力点としては中園、関西、九州、関東方面への広報活動であろう。

2 000年 7月 2日から 7日松山市内の一番の繁華街である「銀天街」において「ルーラ

ルポケット Jふれあいキャンベーンを実施し アンケートにおける各施設の認知度と利用
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希望を調査したのが表 5である。

松山市における認知度と潜在的顧客状況 6) 

ベ
ル
リ
l
フ

星
羅

森
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ク
レ
メ
ン
ト

か
ら
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表 5
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ロ利用したことがある
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1999年

緑風出版

P 158 '""'-' 186 1998年

3 )愛媛新聞「南レク事業の見直し J愛媛新聞社 2000年 8月 30日記事

4 )愛媛県 第 5次愛媛県長期計画「新しい愛媛づくり指針 P 123 

5 )農林水産省「新しい食料・農業・農村政策の方向 j

地域全体の所得の維持・確保

西四国観光ネットワーク「るーらるぽけっと J主催「るーらるぽけっと

キャンベーン J (2000年 7月 2日'""'-'7日:実施)

4. 結論

本研究では西四国ネットワーク「ルーラルポケット」構成施設に対するアンケート及び面

接調査を実施した。本来宿泊事業が成立するためには最低限度の宿泊客室、あるいはその

施設(地方)にしかない特色、施設設置のためのコンセプトがあるはずである。特に Uソ

ートブームが失敗に終わった今、それに代わるものとしての自然との共生型施設が求めら

れていることは紛れもない事実である。ルーラルポケット構成施設がその役割を担うこと

は間違いないのだが、日本人のツーリズムマインドの変革なくしてそれはありえない。ま

た同時にそれを実現しようと思えば、経営指針に対する思い切った転換を余儀なくされる o

ノレーラルポケットが五つもの公的機関が参入しているのもそのためだと思われる。

< 引用・参考文献>

1 )本間義人「国土計画を考える J 中公新書 P 105 '""'-' 136 

2 )リゾート・ゴルフ場問題全国連絡会「検在・リゾート開発」

2000年

1992年

ふれあい
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巨王
都市部公共自治体のジュニアリーダーと

一般I司世代少年少女における友人関係意識の比較

O橋本 和秀(余暇問題研究所) 山崎 律子(余暇問題研究所)

キーワード: ジュニアリーダー、友人関係、友人関係意識、青少年問題

1.はじめに

本研究は、青少年非行問題を効果的に防止するにはレクリエーションの視点からの具体的な

方策が極めて重要であるとの認識のもとで 3年前より行なっている継続研究の一環である。

青少年の問題行動のその多くは、自由時間中に起きている。増加した自由時間を「どうのよ

うに過ごすかj がよく判らないまま 単に欲望のみを追求し「安易な過ごし方j へと向かう、

即ち余暇に対する「知識・技能・態度j の欠如が青少年を非行等問題行動へ向かう傾向がある

という問題意識を抱く。このような問題に対し、最近になって青少年が多様な人間関係を経験

できる環境を整備するとした「心の教育J(文部省青少年問題審議会答申)が重要であると指摘

されている。「人間関係構築能力の不足Jが青少年のライフスタイルに不安を招くのであるなら

ば、そこには人とのつながりが何らかのかたちで関与しているとされる。したがって人間関係

の充実は青少年の健全な方向へ向かうのに大きく影響するであろうということに着目した。即

ち「人間関係が豊かなほど青少年は健全である」ということである。

2. 仮説

「地域活動などに積極的に参加しているジュニアリーダーは一般向世代の少年少女に比べ友人

関係をより重要視している」

3. 研究の目的

①友人とのつきあい方の意識の傾向②親友への期待の度合い等の側面より比較・考察をする。

4. 研究の方法

・調査対象:都内公共自治体主催のジュニアリーダーセミナー参加者男女 48名

私立中・高等学校生徒男女 117名 有効回答数 160 有効回答率 97%

・調査期日 1998年 7月 ・調査方法:質問紙による集合回答法

なお分析については、量的分析と並行して質的内容を主体とした実情把握及び検証を行った。

5. 結果および考察

O友人とのつきあい方の意識の傾向

バ一人の方が落ち着く」とする関係回避の傾向については、否定をした者において有意差が認

められた。とくにジュニアリーダーにおいて割合が高いことは、友人といる方が一人でいる時

よりも落着くとする傾向があることが伺えた。

• r浅く広くより一人との深いつきあいを大事にする jとする杜交的側面では有意差は認められ

なかったが、一般少年少女の 40%以上が深いつきあいをしたいのに対し、ジュニアリーダーで

は肯定否定ともに同比率であった。また両者とも 30"-'40%近くが「わからないj としており特

定人物との関係も大事だが多方面からも友人を得たいとする気持ちのあらわれとみてとれる 0

・他の項目においては、ジュニアリ}ダー、一般少年少女ともに同様の傾向を示した。

0親友への期待

1)っくりたいと思う理由

・「悩みを打ちあけられる」では両者の聞に有意差が見られた。ジュニアリーダーは一般少年少

女よりも親友に対してより強く期待をしていることが伺えた。
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• r相手のために時間を割ける j では他の項目に比べ両者ともに低くなっている。

• r悩みを打ちあけられる J項目以外では両者の聞に差は認められず、共に親友に対して同じよ

うな捉え方をしていることが伺えた。

表-1友人とのつきあい方の意識(%)

lまし、 いいえ どちらでもない

友人といるときより γュニ19-ゲ] 8. 3 60. 4* 32. 1 

ひとりの方が落ち着く 一般少年少女 20. 5 42. 9* 36. 6 

浅く広くより 1人との γュニ19】 r】 29. 2 29.2 41. 7 

深いつきあいが大事 一般少年少女 44.6 23. 2 32. 1 

あることがらについて γュニ19-r- 77. 1 6. 3 16. 7 

熱中して友人と話す 一般少年少女 74.1 8. 9 23. 2 

友人と一緒にいても γュニ19】 r- 4. 2 66. 7 29. 2 

別々の事をしている 一般少年少女 7. 1 61. 6 31. 3 

友人になったらその γ ュニ79-~' 】 75.0 2. 1 22. 9 

関係は長く続く方だ 一般少年少女 73. 2 3. 6 24. 1 

t検定による有意差 * 5 %の有意差

表-2親友への期待・っくりたいと思う理由(%)

ジュニアリーダー 一般少年少女

お互いに悩みを打ちあけられる 49. 8** 20. 3** 

本気でケンカができる 12. 4 9.6 

気が合うこと 16.3 19.5 

一緒にいて疲れない 14.9 14. 8 

相手のために時聞が割ける 4. 5 7.7 

相手の意見や行動を認めてあげる 12.9 11. 8 

本当の自分を見せることができる 19. 3 15. 4 

その他 o. 0 0.8 

t検定による有意差 ** 1%の有意差

2) っくりたいと恩わない・わからない

・一般少年少女において僅かではあるが見られる。理由は「めんどくさいJr干渉されたくなしリ

「疲れる Jr自分を見せたくないJrいない方が楽j であり、他との接触を自ら「拒否j もしく

は「煩わしさ j を感じていると考えられる。ジュニアリーダ}では見られなかった。

・「わからない」では両者ともに 10%程度みられた。

6. まとめと課題

本研究では、ジュニアリーダーと一般少年少女の友人関係意識の比較をした。ジュニアリー

ダーは①友人とのつきあいの傾向では複数の友人と一緒にいることを好むこと、②親友はお互

いに悩みを打ちあけるられる関係を望んでいることが一般少年少女よりも強くあること、がわ

かった。友人に「悩みを打ちあけたいJ とすることが関係をつくるにあたり重要な意味を持っ

ていると考えられる。ただし全体的にはジュニアリーダーも一般少年少女も他の項目を見る限

りではお互いの間にあまり差が見られなかった。友人関係はどちらも同じような捉え方をして

いることも結果より伺えた。
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巨玉

ナイキCMにおる又;ff-'y(i)遊戯性と recre討e効果

嵯峨寿 (筑波大学)

本研究では、ナイキのテレビコマーシヤノレ(以下CM)においてスポーツの遊敵性がし、かに表現さ

れているか、また、その効果としてどのような情緒が再現(recreate)されるかについて考察が試み

られる。

1 .日常性との対比のもとに描かれたプレーが語りかけるもの

交通の激しい交差点に突如ネットを張るやアガシとサンプラスがラリーを始める《ゲリラテニス

篇》や、ロナウドをはじめとするカナリヤ軍団が飛行場のロビーや滑走路で、華麗かつダイナミッ

クなパスワークを展開する《エアポート 98篇》などナイキのCMfこは鮮烈な印象をあたえる作品が

少なくない。ここに紹介した二つのCMなどは、場所や施設の不足がスポーツ活動の阻害要因とし

て指摘されるわが国の状況に対し、“その気"さえあればスポーツはどこででも楽しめる、という教

訓lを暗示していると解することもできなくはない。

スポーツはそもそも日常の社会生活とは異なる規則に秩序づけられた領域にあって、その意味に

おいて非日常的活動と言うことができる。サッカーにせよテニスにせよ各種目には、それ専用の競

技空間の規格を定めたりプレーヤーの行為をコントロールする独自のルールが存在する。

ところが《ゲリラテニス篇》や《エアポート 98篇》では、道路や空港といった、厳しい交通法

規や警備・管理体制が敷かれた場でプレーが繰り広げられている。空港では、ロナウドたちは警備

員に追いかけられ、アガシとサンプラスの楽しみも、パスによって遮断される。この《警備員》と、

決められた時刻と経路を巡回する《路線ノ《ス》こそ、「日常世界を支配する規則Jを象徴する記号で

あるとの解釈にもとづいて、二つのCMに共通するメッセージの読み解きを試みると、「スポーツと

は日常への叛逆としての“あそび"であるJという説諭にも、あるいは、それとは逆に、「スポーツ

は日常性(世俗)によって侵食される脅威にさらされている」との警告にもとれる。

いずれにしても、こうしてスポーツと日常性とをあらためて対照的にみせられることによって、

スポーツにおける遊戯精神の大切さばかりか、それが失われつつあることへのホイジンガの嘆き i

が想起される。

2. 規則lから逸脱した状況設定と、それが生み出すスーパープレーの recreate効巣

マイケル・ジョーダンが登場する((100フィートフープ篇》は 上に紹介した二つのCMとは異

なり、プレーの場所はあくまで普通のアリーナである。けれども、リングの位置がルールに定めら

れた高さを逸脱していて、 CMタイトルが示すように 100フィートの高さに据えられている。あま

りに常識から離れているせいか、ジョーダンの視線の先にある物体がバスケット・リングであるこ

とを認知するまでには時間を少し要するが、何と彼は、そのリングめがけて宙を駆け上がり、ダン

クシュートをたたき込んでしまうのである。

たとえこのCMがナイキ・シューズのすぐれた軽量性とクッション性を訴える隠輪であるとして

も、誇大広告だとして訴えられることはまずないだろう。あまりに現実離れした設定ゆえにその嘘

が明白だからというのがその理由ではない。それが信実を表現していると言えるからである。
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生身の人聞が飛べるはずなど、ない。が、全盛時のマイケル・ジョーダンの跳躍というのは、観

衆の目にはまるで「飛躍」のように映った、という印象は否定しょうがない。そこから「エアー」

の称号が与えられたのだし、ナイキの代表的サブ・ブランド「エアー・ジョーダン AirJordanJが

誕生したわけである。

(100フィートフープ篇》

さて、ジョーダンの衝撃的プレーを実際に目撃したオーデ、イエンスの驚傍がどれほどのものだ、っ

たのか、幸いにしてわれわれは《フローズンモーメント篇》を通してうかがい知ることができる。「時

間よとまれ、君は美しし、」とばかりにこのCMではスローモーションが効果的に用いられ、ジョー

ダンのプレーと、それに魅入られた観客・テレビ視聴者のあいだを漂う陶酔した空気が見事なまで

に可視化されている。

この((100フィートフープ篇》は、ジョーダンのプレーを見たオーディエンスの目に映った視覚

像を忠実に再現したものではない。視覚がもたらした陶酔において夢想された心象を再現した映像

だと考えるべきだろう。強いて言葉に翻してみれば「ジョーダンは飛んでいる!Jとでも言い表せ

そうなその心的観念とは、 CMクリエーター自身がジョーダンのプレーをみて抱いたものかも知れ

ないし、あるいは、オーディエンスが抱いたそれ(をクリエータ)が代弁した)かも知れないのだが、

いずれにせよ、ジョーダンのプレーをみた瞬間の心的イメージがCM映像という形に視覚化された

のである。そして、このCMをみる視聴者においては、このCMを契機として、いつか実際にみた

ジョーダンのプレーが鮮明に想起されたり、さらに、そのプレーをみた瞬間の感情がふたたび湧出

するといったこともあるに違いない。((100フィートフープ篇》は、観衆の心象をCM映像として視

覚的に創造することによって、かれらの原体験(視覚的記憶とそれに伴う情緒的記憶)を

recreate2(再現・蘇生)しうる機能を秘めていると言ってよいだろう。

そしてこの recreate効果の原因を遡及してみると、そこには、ジョーダンの常識破りの飛躍を

生み出した超規格のバスケットリングがある。 100フィートのリングと、それがもたらすジョーダ

ンのプレーは、スポーツという非日常的なあそびの規則・常識からのさらなる逸脱・解放を暗示し

ており、しかしその逸脱とは決して日常世界への逆戻りでも、聖なる世界への移行を意味するわけ

でもない。むしろ、日常の現実に常に脅かされているあそびにとってその本質とは何かを誇張的に

示唆しているのではないか。つまり、常識を超えたジョーダンのまさしくスーパープレーは、「遊び

(スポーツ)においてあそぶ(play)ことの大切さj に気づかせてくれるのではないだろうか。

lヨハン・ホイジンガ『ホモ・ルーデンス11(Homo Ludens， 1938)第12章「スポーツは次第に純粋な遊びの領峻
から離れJr遊びの内容のうちの最良のもの失ってしまっているJ(里見元一郎訳、河出書房新社)
2ジェーン・ハリソンは、『テーミス11(Themis: A Study ofthe Social Origin ofGreek Religion， 1912)、『古代芸術
と祭式11CAncient Artαnd Ritual， 1913)などで、情緒を recreate(再現)することによってその幸を分かち合うこ
とが祭式と芸術に共通する各々の起源であることを強調している。
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日本レジャー・

レクリエーション学会会則

〈第 l章総則〉

第l条 本会を日本レジャー・レクリエーシ

ョン学会(指路Japansociety of Leisure 

and Recreation Studies )という O

第2条 本会の目的は、レジャー・レクリエ

ーションに関する調査研究を促進し、レジ

ャー・レクリエーションの普及・発展に寄

与する。

第3条 本会の事務局は、埼玉県新座市北野

1-2-26 立教大学武蔵野新座キャンパスコ

ニユニテイ福祉学部松尾研究室内に置く。

〈第 2章事業〉

第4条本会は第 2条の目的を達するため、

次の事業を行う O

1 . 学会大会の開催

2. 研究会・講演会等の開催

3. 機関誌の発行ならびにその他の情報

活動

4. 研究の助成

5. 内外の諸団体との連絡と情報の交換

6. 会員相互の親睦

7 . その他本会の目的に資する事業

第5条学会大会は、毎年 1回以上開催し、

研究成果を発表する O

〈第 3章会員〉

第6条 本会は正会員の他、賛助会員、講読

会員、および名誉会員を置くことができる。

1.正会員は第 2条の目的に賛同し、正会

員の推薦および、理事会の承認を得て、

規定の入会金および、会費を納入した者と

する。

2.賛助会員は、本会の事業に財政的援助

をなした者で理事会の承認を得た者とする。

3.講読会員は、本会の機関誌を講読する

機関・団体とする。

4.名誉会員は、本会に特別に貢献のあっ

た者で、理事会の推薦を得て総会で承認

された者とする。

第7条会員は、本会の編集刊行する機関誌

(紙)等の配付を受け本会の営む事業に参

加することができる。

第8条会員にして会費の納入を怠った者お

よび会の名誉を棄損した者は、理事会の議

を経て会員としての資格を停止されること

カfある。

第9条会員は原則として、いずれかの支部

に所属するものとする。

〈第4章役員〉

第10条本会を運営するために、役員選出規

則により正会員の中から次の役員を選ぶ O

理事25名以上30名以内(内会長 l名、副会

長若干名、および理事長 l名)、監事2名

第11条会長は、本会を代表し、会務を総括

する O
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2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故

がある時、または会長が欠けたときは、

会長が予め指名した順序により職務を代

行する。

3.理事長は、理事会を総括し、理事は会

務を執行する O

4.監事は、会計および会務の執行状況に

ついて監査する。



第12条役員の任期は 2年とする。但し、再

任を妨げない。役員の選出についての規則

は別に定める。

第J:"l条 本会に名誉会長および顧問を置くこ

とカ十ご、きる。

2.顧問は、本会の会長または副会長で、あっ

た者および本会に功労のあった者のうち

から理事会の推薦により会長が委嘱する。

〈第 5章会議〉

第14条本会の会議は、総会および理事会と

する。

第15条総会は、毎年 l回開催し本会の運営

に関する重要事項を審議決定する O

総会は、会長が招集し、当日の出席正会員

をもって構成する。

議事(会則改正を除く)は、出席者の過半

数をもって決定される O

第16条理事会が必要と認めた場合、もしく

は正会員の1/3以上の開催請求があった場

合、臨時総会を聞くことができる。

第17条理事会は理事長が招集し、監事若干

名および事務局員を選出し、会務を処理する。

理事会は、運営の円滑化をはかるため、常

任理事会を置くことができる O

く第 6章 支部および専門分科会〉

第18条 本会の事業を推進するために、支部

ならびに専門分科会を置くことができる O

支部ならび、に専門分科会についての規則は

別に定める。

〈第 7章会計〉

第19条 卒;会の経費は、会費、寄付金および
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その他の収入をもって支弁する。

第20条会員の会費は次の通りとする。

1.入会金 2，000円

2.正会員年度額 8，000円

3.賛助会員 ク 20，000円以上

4.講読会員 ク 8，000円

第21条 本会の会計年度は毎年4月に始まり、

翌年 3月に終る。

付則

1 .本会の会則は、総会において出席正会員

の%以上を得た議決により変更することが

できる。

本会則は、昭和46年3月21日より一部改訂する。

本会則は、昭和51年5月l日より一部改訂する。

本会則は、昭和55年5月11日より一部改訂する。

本会則は、昭和田年11月8日より一部改訂する。

本会則は、昭和57年6月12日より一部改訂する O

本会則は、昭和58年10月30日より一部改訂する。

本会則は、昭和田年6月9日より一部改訂する O

本会則は、昭和62年10月17日より一部改訂する。

本会則は、平成3年11月10日より一部改訂する。

本会則は、平成5年10月17日より一部改訂する。

本会則は、平成8年11月24日より一音記文訂する O

本会則は、平成10年11月お日より一部改訂する。



「レジャー・レクリエーション研究j投稿規程

昭和46年 3月21日制定

昭和57年 6月12日改訂

昭和58年7月 1日改訂

平成元年 2月2日改訂

平成 8年4月1日改訂

1 .投稿者は、本学会会員であること。ただし、編集委員会が必要と認めた場合にはこの

限りではない。

2 .投稿内容は、レジャー・レクリ工ーションを対象とした研究領域における原著論文、

研究資料、評論、実践報告、その他とし、完結していること。また、他誌に未投稿、

未発表のものに限る。

3.投稿に際しては、原稿の冒頭に前項に挙げ、た区分の内、該当するいずれかの種類を朱

書し明記する。

4.原稿は、 400字詰原稿用紙 (A4版)に黒インク書きまたは、ワープ口 (A4版、 800

字:25字X32行)で仕上げるものとし、本文はひらがな現代かなづかいとする。また、

外国語のかな書きにはカタカナを用いて表記し、欧文の記述にあたってはタイプまた

は活字体を用いて表記すること。

5.図表および写真は、オリジナルなものとし、必ず通し番号とタイトルを記入して一枚

ずつ台紙に貼り、本文とは別に一括して添付する O また、図表等の挿入箇所は本文欄

外に図表番号をもって朱書し、明記する O

6.投稿者は、氏名と共に勤務先または所属機関名を内に表記すること。

7 .論文および資料の原稿には、欧文による題名、著者名、所属機関名、抄録、キーワー

ド、ならびに欧文抄録とキーワードの和訳を別紙により添付する O なお、本文が欧文

原稿の場合には、邦文による同様な様式を整えて添付する。

8.引用文献は、原則として本文の最後に著者名のA、B、CJiI買に通し番号をつけて一括

し、雑誌の場合には、著者、題目、雑誌名、巻号、ぺージ、西暦年号.の順に、単行

本の場合には、著者、署名、ぺージ、発行所、西暦年号.の順に記載する O なお、本

文中の引用箇所の右肩上に該当する文献番号を付することとする O

9.原稿は一篇につき図表・写真共刷り上がり 10頁 (400字詰原稿用紙約35枚)以内を原
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買uとする O ただし、前記規定以上の頁数を必要とする場合や、特殊な印刷を必要とす

る場合には、編集委員会の承認を経た上で、その費用の超過分を投稿者の負担とする O

10.掲載論文については、別刷り30部を執筆代表者に無償で送付する。なお、更に部数を

必要とする場合には、投稿時点、に申し出ること。ただし、その場合の費用は投稿者の

負担とする O

11. 1金稿にあたっては、オリジナル原稿とそのコピーを 3部添付して提出する。なお、掲

載論文にあたっては、その原稿は返却しないものとする O

12.投稿原稿の採否については、本学会編集委員会において決定する。なお、採否の決定

にあたっては、編集委員会が委嘱する審査員 2名の審査結果を尊重する。

13.本誌は、日本レジャー・レクリ工ーション学会の機関誌として年 2回(9月、 3月)

の発行を予定し、本誌への掲載は原稿受理の順序による。

14.大会発表論文集への投稿規定については、別に定める。

15.本誌への投稿は、下記編集委員会宛てに行うこととする。
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ISLAND 
RESORT 
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事骨葵υソート東京予約センター

マナ・アイランドリゾート東京オフィス

干104叩 32 東京都中央区八丁堀2-20-9
京橋第八長岡ピル

営業時間日∞~18 ∞(月~金)

・マナアイランドυソート現地連絡先

P.O.BOX610 Lautoka. F i j i 
phon巴 (679)661455 
Fax. (679) 661562 

マナ・アイランドリゾート及びダイピンク‘に
関するお問い合せ・資料請求及び予約は

TEL.03-3553-2002 
FAX.03-3553-2.判4

時代をカタチに。
確かな技術の証です。
情報・ニューメテrィアの多様化、転換期を迎えつつある

平成のいま、私たちは、ハイテクノロジーを駆使し

最先端の印刷物の制作と

お客様にとって、

より身近な存在で

応えたいと考えて

AOUA TREK Ocean Sports Adventure Ltd. 
2/465 Queens Rd-Nadi 
P・o.box10215. Nadi Airport. Fiji 
phone. (679) 669309 Fax. (679) 702412 

.，通語iiEu神奈川県小田原市飯泉1033 〒250心863
TeI.0465-47-9171(代)Fax.0465-48・2411



(1) 海外の体育事情視察、研修

(2) スポーツの交流先

(3) 予防医学、健康づくり

(4) 2002年ワールドカップサッカー

(5) ソルトレイク冬季オリンピック

ζれ5の情報、ノウハウな5下記にお問い合わ

せください。

j1B 
干105-0001東京都港区虎ノ門 1-26-5

JTB海外旅行虎ノ門支庖
担当:柿沼健児

TEL 03-3504-3706 FAX 03二3504-3671
E-mail: kaitora-121@syt.jtb.co.jp 
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お間合わせ・お申し込みは。 o 0 。

JTBサン&サン
運輸大臣登録旅行業第568号
日本旅行業協会会員
干170-0013
東京都豊島区東池袋4-39-11
TEL:03-5950ー 0631
FAX:03-3981-4921 



いまだから、スポーツと健康について学ぶ

嚢完全支道崖弓F O.コトレーーブ一一 一力、ら

声高歯令毛雪。コ信産居医ナ旨逗事毛雪まて?彊藍見立

|ス ポ ー ツ健康学科 I I高齢者健康学科

スポーツ選手のトレーナーまた

アスレティック・インストラクター

スイミングや幼児体操指導者を

目指す学科です。

運動生理学、バイオメカ二クス

救急法、ボールバランストレーニング

キネシオテーピングなど

高齢者の健康管理、運動・レクリエージョン

サービスの指導者を目指す学科です。

セラビューティック・レクリヱーション

高齢者体育指導法、健康体操&ストレッチ

の授業のほか指導実習。ホームヘルパーの

資格取得が可能です。

本校の特徴

・最前線で活躍する講師から学ぶ

本校の講師陣には、ユニチカ・バレーボールチームの現職トレーナーをはじめ

競技の最前線で活躍するトレーナ一、コンデショ二ングコーチがく現場の専門技術>

の授業を担当します。

新設の『高齢者健康学科』でもトップクラスの講師と豊富な実習が用意されている。

-働きながら、経験しながら学ぷ

本校は通常授業を夜間(PM6-9時)実施しているため、昼間に豊富な実習体験と学費の

一部をアルバイトで補うことが可能。

実力と収入の両面をアップすることができます。

-少人数で学ぶ

関学以来 20年問、 1学年 40名定員の少人数制を貫き、学生個々のニーズに対応し

た指導を実施します。

「ひとりひとりの顔が見える Jそんな学校が東京体育専門学校です。

吉小 体
〒 152・0035 東京都目黒区自由が丘 2-19-8803-3718・0665

育 専
~ 

子東 F守 校



我ら、生涯スポーツ家族
アシックスは生涯スポーツを応援します。

、両

に~

来家宅みつめる・思テクノ ・曲ま(株)ア、ノックスの登録商標です。

~iCS 蜘ιっし一h1i~j:， (株)アシックー窒まで日
〒650-8555 神戸市中央区港島中町7丁目1番1

TEL (078) 303-2233 (尊周).(078)3凹 6873(健康スポツ事業統括部)

干130-8585 東京都墨図匡錦糸4T目10番 11号

韓宜主祉アシッヲス 了El(03) 3624-1814 

C:> 
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